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条   例 
 ７ 旅券法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（国際課） 
 ８ 新潟県未来への投資基金条例（財政課） 
 ９ 新潟県手数料条例の一部を改正する条例（財政課） 
 10 公立大学法人新潟県立大学の重要な財産を定める条例及び公立大学法人新潟県立看護大学の重要な財

産を定める条例の一部を改正する条例（大学・私学振興課） 
 11 新潟県県税条例の一部を改正する条例（税務課） 
 12 新潟県行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例（管財課） 
 13 新潟県交通安全対策会議条例の一部を改正する条例（県民生活課） 
 14 新潟県民会館条例の一部を改正する条例（文化振興課） 
 15 新潟県立自然科学館条例の一部を改正する条例（文化振興課） 
 16 新潟県立歴史博物館条例の一部を改正する条例（文化振興課） 
 17 新潟県関岬キャンプ場条例の一部を改正する条例（環境企画課） 
 18 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例の一部を改正する条例（環境対策課） 
 19 新潟県防災会議条例の一部を改正する条例（防災企画課） 
 20 新潟県保健環境科学研究所等使用料及び手数料条例の一部を改正する条例（福祉保健課） 
 21 新潟ユニゾンプラザ条例の一部を改正する条例（福祉保健課） 
 22 新潟県薬事法施行条例及び新潟県手数料条例の一部を改正する条例（医務薬事課） 
 23 新潟県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例（医師・看護職員確保対策課） 
 24 新潟県介護保険法関係手数料条例の一部を改正する条例（高齢福祉保健課） 
 25 新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター条例の一部を改正する条例（健康対策課） 
 26 新潟県立環境と人間のふれあい館条例の一部を改正する条例（生活衛生課） 
 27 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関す

る法律の一部の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（障害福祉課） 
 28 新潟県障害者リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例（障害福祉課） 
 29 新潟県児童福祉施設条例の一部を改正する条例（障害福祉課） 
 30 コロニーにいがた白岩の里条例の一部を改正する条例（障害福祉課） 
 31 新潟県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例の一部を改正する条例（障害福祉課） 
 32 新潟県いじめ等に関する調査委員会条例（児童家庭課） 
 33 新潟県児童福祉法関係手数料条例の一部を改正する条例（児童家庭課） 
 34 新潟県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（児童家庭課） 
 35 新潟県起業化支援・交流拠点施設条例の一部を改正する条例（産業政策課） 
 36 新潟県計量法関係手数料条例の一部を改正する条例（産業政策課） 
 37 新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例の一部を改正する条例（産業振興課） 
 38 新潟県起業化センター条例の一部を改正する条例（産業振興課） 
 39 新潟県電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部を改正する条例（産業振興課） 
 40 新潟県中小企業者向け融資に係る損失補償に関する条例の一部を改正する条例（商業振興課） 
 41 新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例の一部を改正する条例（産業立地課） 
 42 新潟県立職業能力開発校条例の一部を改正する条例（職業能力開発課） 
 43 新潟県職業能力開発促進法関係手数料条例の一部を改正する条例（職業能力開発課） 
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 44 新潟県農業大学校修学資金貸与条例の一部を改正する条例（経営普及課） 
 45 新潟県妙法育成牧場条例の一部を改正する条例（畜産課） 
 46 新潟県漁港管理条例の一部を改正する条例（漁港課） 
 47 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例の一部を改正する条例（用地・土地利用課） 
 48 新潟県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例（道路管理課） 
 49 新潟県河川法施行条例の一部を改正する条例（河川管理課） 
 50 新潟県公共海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例（河川管理課） 
 51 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（都市政策課） 
 52 新潟県都市公園条例の一部を改正する条例（都市整備課） 
 53 新潟県流域下水道条例の一部を改正する条例（下水道課） 
 54 新潟県万代島駐車場条例の一部を改正する条例（港湾振興課） 
 55 新潟コンベンションセンター等条例の一部を改正する条例（港湾振興課） 
 56 新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例の一部を改正す

る条例（港湾整備課） 
 57 新潟県空港条例の一部を改正する条例（空港課） 
 58 新潟県工業用水道条例の一部を改正する条例（企業局総務課） 
 59 新潟県立学校条例の一部を改正する条例（財務課） 
 60 新潟県いじめ問題対策連絡協議会条例（義務教育課） 
 61 新潟県いじめ防止対策等に関する委員会条例（高等学校教育課） 
 62 新潟県立近代美術館条例の一部を改正する条例（文化行政課） 
 63 新潟県競技力向上・選手育成基金条例（保健体育課） 
 64 新潟県立長岡屋内総合プール条例の一部を改正する条例（保健体育課） 
 65 新潟県の警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例（警務課） 
 66 新潟県公安委員会等の権限に属する事務に係る手数料条例の一部を改正する条例（警務課） 
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本号で公布された主な条例のあらまし 
  

    

 

 

 

◇新潟県未来への投資基金条例（新潟県条例第８号） 

１ 基金の設置 

  将来の県勢の発展に資する産業分野への投資など未来への投資を推進するため、新潟県未来への投資基金を

設置することとしました。 

２ 施行期日 

  この条例は、平成26年４月１日から施行することとしました。 

 

◇公立大学法人新潟県立大学の重要な財産を定める条例及び公立大学法人新潟県立看護大学の重要な財産を定め

る条例の一部を改正する条例（新潟県条例第10号） 

１ 公立大学法人新潟県立大学及び公立大学法人新潟県立看護大学の出資等に係る不要財産 

  地方独立行政法人法の規定に基づき、公立大学法人新潟県立大学及び公立大学法人新潟県立看護大学におい

て、出資等に係る財産が不要となった場合に、知事の認可等を受けて県に納付しなければならない財産の範囲

を定めることとしました｡(第１条及び第２条関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、平成26年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県交通安全対策会議条例の一部を改正する条例（新潟県条例第13号） 

１ 組織の見直し 

  交通安全対策基本法の規定に基づき、知事が必要と認めて任命する委員の定数に係る規定その他所要の規定

の整備を行うこととしました｡(第３条関係) 

２ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇新潟県防災会議条例の一部を改正する条例（新潟県条例第19号） 

１ 委員定数の見直し 

  指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される委員の定数を３名増加することと

しました｡(第２条関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇新潟県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例（新潟県条例第23号） 

１ 修学資金の一般貸与の対象者の追加 

  修学資金の一般貸与の対象者に、県内に所在する大学に置かれた県内の大学院の看護に関する修士課程に在

学し、かつ、県内において現に看護職員の業務に従事している者であって将来県内において看護職員の業務若

しくは大学における看護に係る教育に従事しようとするものを追加することとしました｡(第２条関係) 

２ 施行期日 

  この条例は、平成26年４月１日から施行することとしました。 

 

◇地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の

一部の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（新潟県条例第27号） 

１ 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律

の一部の施行に伴う関係条例の整備 

  地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律

の一部の施行に伴い、次の条例の規定のうち、指定共同生活援助の基準に関する規定その他所要の規定の整備

を行うこととしました。 

 (1) 新潟県障害者リハビリテーションセンター条例（第１条関係） 

 (2) 新潟県あけぼの園条例（第２条関係） 

 (3) 新潟県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（第３条関係） 
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 (4) 新潟県保健環境科学研究所等使用料及び手数料条例（第４条関係） 

 (5) コロニーにいがた白岩の里条例（第５条関係） 

 (6) 新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（第６条関係） 

 (7) 新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（第７条関係） 

 (8) 新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（第８条関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、平成26年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県いじめ等に関する調査委員会条例（新潟県条例第32号） 

１ 委員会の設置 

  いじめ防止対策推進法の規定に基づき、学校の設置者又はその設置する学校が行った重大事態に係る事実関

係を明確にするための調査等の結果についての調査を行うため、新潟県いじめ等に関する調査委員会を置くこ

ととしました。 

２ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇新潟県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（新潟県条例第34号） 

１ 保育士の数の算定に係る特例の見直し 

  保育士の数の算定について、保育所に勤務する保健師又は看護師を１人に限って保育士とみなすことができ

る保育所の要件を、乳児４人以上を入所させる保育所とすることとしました｡(附則第９項関係) 

２ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇新潟県電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部を改正する条例（新潟県条例第39号） 

１ 失効規定の見直し 

  条例の失効日を、平成26年３月31日から平成28年３月31日に見直すこととしました｡(附則第２項関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしました。 

 

◇新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例の一部を改正する条例（新潟県条例第41号） 

１ 失効規定の見直し 

  条例の失効日を、平成26年３月31日から平成29年３月31日に見直すこととしました｡(附則第２項関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇新潟県都市公園条例の一部を改正する条例（新潟県条例第52号） 

１ 駐車場の独占利用に係る規定の整備 

新潟県立鳥屋野潟公園で行われる競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのための当該公園の駐車

場の独占利用に係る規定の整備を行うこととしました｡(第２条、第15条及び別表第２関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、平成26年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県空港条例の一部を改正する条例（新潟県条例第57号） 

１ 重量制限の例外に関する規定の整備 

  航空機による空港の使用について、重量制限の例外を認める旨の規定の整備を行うこととしました｡(第４条

関係) 

２ 施行期日 

  この条例は、平成26年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県立学校条例の一部を改正する条例（新潟県条例第59号） 

１ 県立高等学校等の授業料に関する規定の整備 
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条   例 

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の改正に伴い、県立高等

学校等の授業料に関する規定の整備を行うこととしました｡(第３条～第３条の５、第５条、第６条並びに附則

第３項及び第４項関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、平成26年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県いじめ問題対策連絡協議会条例（新潟県条例第60号） 

１ 連絡協議会の設置 

  いじめ防止対策推進法の規定に基づき、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、新潟県

いじめ問題対策連絡協議会を置くこととしました。 

２ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇新潟県いじめ防止対策等に関する委員会条例（新潟県条例第61号） 

１ 委員会の設置 

  いじめ防止対策推進法の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を実効的に行うため、及び重大事態に

係る事実関係を明確にするための調査等を行うため、新潟県いじめ防止対策等に関する委員会を置くこととし

ました。 

２ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇新潟県競技力向上・選手育成基金条例（新潟県条例第63号） 

１ 基金の設置 

  県内におけるスポーツの競技水準の向上を図るとともに、国際競技大会等を目指す優秀なスポーツ選手を育

成するため、新潟県競技力向上・選手育成基金を設置することとしました。 

２ 施行期日 

  この条例は、平成26年４月１日から施行することとしました。 
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次に掲げる条例をここに公布する。 

(1) 旅券法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

(2) 新潟県未来への投資基金条例 

(3) 新潟県手数料条例の一部を改正する条例 

(4) 公立大学法人新潟県立大学の重要な財産を定める条例及び公立大学法人新潟県立看護大学の重要な財産を

定める条例の一部を改正する条例 

(5) 新潟県県税条例の一部を改正する条例 

(6) 新潟県行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例 

(7) 新潟県交通安全対策会議条例の一部を改正する条例 

(8) 新潟県民会館条例の一部を改正する条例 

(9) 新潟県立自然科学館条例の一部を改正する条例 

(10) 新潟県立歴史博物館条例の一部を改正する条例 

(11) 新潟県関岬キャンプ場条例の一部を改正する条例 

(12) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例の一部を改正する条例 

(13) 新潟県防災会議条例の一部を改正する条例 

(14) 新潟県保健環境科学研究所等使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

(15) 新潟ユニゾンプラザ条例の一部を改正する条例 

(16) 新潟県薬事法施行条例及び新潟県手数料条例の一部を改正する条例 

(17) 新潟県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例 

(18) 新潟県介護保険法関係手数料条例の一部を改正する条例 

(19) 新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター条例の一部を改正する条例 

(20) 新潟県立環境と人間のふれあい館条例の一部を改正する条例 

(21) 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する

法律の一部の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

(22) 新潟県障害者リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例 

(23) 新潟県児童福祉施設条例の一部を改正する条例 

(24) コロニーにいがた白岩の里条例の一部を改正する条例 

(25) 新潟県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例の一部を改正する条例 

(26) 新潟県いじめ等に関する調査委員会条例 

(27) 新潟県児童福祉法関係手数料条例の一部を改正する条例 

(28) 新潟県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

(29) 新潟県起業化支援・交流拠点施設条例の一部を改正する条例 

(30) 新潟県計量法関係手数料条例の一部を改正する条例 

(31) 新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例の一部を改正する条例 

(32) 新潟県起業化センター条例の一部を改正する条例 

(33) 新潟県電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部を改正する条例 

(34) 新潟県中小企業者向け融資に係る損失補償に関する条例の一部を改正する条例 

(35) 新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例の一部を改正する条例 

(36) 新潟県立職業能力開発校条例の一部を改正する条例 

(37) 新潟県職業能力開発促進法関係手数料条例の一部を改正する条例 

(38) 新潟県農業大学校修学資金貸与条例の一部を改正する条例 

(39) 新潟県妙法育成牧場条例の一部を改正する条例 

(40) 新潟県漁港管理条例の一部を改正する条例 

(41) 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例の一部を改正する条例 

(42) 新潟県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

(43) 新潟県河川法施行条例の一部を改正する条例 

(44) 新潟県公共海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

(45) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

(46) 新潟県都市公園条例の一部を改正する条例 

(47) 新潟県流域下水道条例の一部を改正する条例 

(48) 新潟県万代島駐車場条例の一部を改正する条例 
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(49) 新潟コンベンションセンター等条例の一部を改正する条例 

(50) 新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例の一部を改正する

条例 

(51) 新潟県空港条例の一部を改正する条例 

(52) 新潟県工業用水道条例の一部を改正する条例 

(53) 新潟県立学校条例の一部を改正する条例 

(54) 新潟県いじめ問題対策連絡協議会条例 

(55) 新潟県いじめ防止対策等に関する委員会条例 

(56) 新潟県立近代美術館条例の一部を改正する条例 

(57) 新潟県競技力向上・選手育成基金条例 

(58) 新潟県立長岡屋内総合プール条例の一部を改正する条例 

(59) 新潟県の警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例 

(60) 新潟県公安委員会等の権限に属する事務に係る手数料条例の一部を改正する条例 

平成26年３月31日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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新潟県条例第７号 

旅券法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

（新潟県手数料条例の一部改正） 

第１条 新潟県手数料条例（平成12年新潟県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第３条関係） 

(1) 知事政策局関係 

 対象と

なる事

務 

名称 区 分 金 額 

（略） 

３ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（略） 
 

別表（第３条関係） 

(1) 知事政策局関係 

 対象と

なる事

務 

名称 区 分 金 額 

（略） 

３ 旅券法

第10条

第１項

ただし

書の規

定に基

づく一

般旅券

の記載

事項の

訂正に

係る事

務 

一般

旅券

記載

事項

訂正

事務

手数

料 

 １件につき 

200円 

（略） 
 

(2)～(9) （略） (2)～(9) （略） 

（新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正） 

第２条 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成12年新潟県条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄中別表の細目の号の表示に下線が引かれた別表の細目の号（以下この条において「移動

別表細目号」という｡)に対応する次の表の改正後の欄中別表の細目の号の表示に下線が引かれた別表の細目の

号（以下この条において「移動後別表細目号」という｡)が存在する場合には当該移動別表細目号を当該移動後

別表細目号とし、移動別表細目号に対応する移動後別表細目号が存在しない場合には当該移動別表細目号を削

る。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表（第２条関係） 

(1) 知事政策局関係 

事      務 市町村 
  
旅券法（昭和26年法律第267号。以

下この項において「法」という｡)に基

づく事務のうち、次に掲げるもの（急

を要する場合その他の規則で定める場

合に係るものを除く｡) 

(1)～(5) （略） 

 

 

 

 

(6) （略） 

（略） 

別表（第２条関係） 

(1) 知事政策局関係 

事      務 市町村 
  
旅券法（昭和26年法律第267号。以

下この項において「法」という｡)に基

づく事務のうち、次に掲げるもの（急

を要する場合その他の規則で定める場

合に係るものを除く｡) 

(1)～(5) （略） 

(6) 法第10条第１項ただし書の規定

による記載事項の訂正の申請に係

る一般旅券及び書類の受理並びに

県への送付 

(7) （略） 

（略） 
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(7) （略） 

(8) （略） 

(9) （略） 

(10) （略） 
  

(2)～(9) （略） 

(8) （略） 

(9) （略） 

(10) （略） 

(11) （略） 
  

(2)～(9) （略） 
  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の新潟県手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる旅券に関する申

請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例に

よる。 

 

新潟県条例第８号 

新潟県未来への投資基金条例 

（設置） 

第１条 将来の県勢の発展に資する産業分野への投資など未来への投資を推進するため、新潟県未来への投資基

金（以下「基金」という｡)を設置する。 

（基金の額） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えて管理することができる。 

（繰替運用） 

第４条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属す

る現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（収益金の処理） 

第５条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとす

る。 

（処分） 

第６条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な事業に要する経費の財源に充てるため、一般会計歳

入歳出予算で定めるところにより一般会計へ繰り出すものとする。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。 

附 則 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第９号 

新潟県手数料条例の一部を改正する条例 

新潟県手数料条例（平成12年新潟県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中別表の号の表示に下線が引かれた別表の号（以下「追加別表号」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分（別表の号の表示及び追加別表号を除く｡)に改める。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改

正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表（第３条関係） 

(1) （略） 

(2) 県民生活・環境部関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

１

か

ら

６

ま

で 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

別表（第３条関係） 

(1) （略） 

(2) 県民生活・環境部関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

１ 武器等製造

法（昭和28

年 法 律 第

145号）第17

条第１項の

規定に基づ

く猟銃等の

製造の事業

の許可又は

承認の申請

に対する審

査 

猟銃

等製

造事

業許

可等

申請

手数

料 

 １件につき

85,000円 

２ 武器等製造

法第19条第

１項の規定

に基づく猟

銃等の販売

の事業の許

可又は承認

の申請に対

する審査 

猟銃

等販

売事

業許

可等

申請

手数

料 

 １件につき

73,000円 

３ 武器等製造

法第20条に

おいて準用

する同法第

８条第１項

の規定に基

づく製造を

する猟銃等

の種類の変

更の許可又

は承認の申

請に対する

審査 

猟銃

等製

造種

類変

更許

可等

申請

手数

料 

 １件につき

36,000円 

４ 武器等製造

法第20条に 

猟銃

等販 

 

 

１件につき

25,000円 
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７ 温泉法（昭

和23年法律

第125号）第

３条第１項

の規定に基

づく土地の

掘削の許可

の申請に対

する審査 

温泉

土地

掘削

許可

申請

手数

料 

 １件につき

130,100円 

（略） 

10 温泉法第11

条第１項の

規定に基づ

く湧出路の

増掘の許可

の申請に対 

温泉

湧出

路増

掘許

可申

請手 

 １件につき

120,100円 

 おいて準用

する同法第

８条第１項

の規定に基

づく販売す

る猟銃等の

種類の変更

の許可又は

承認の申請

に対する審

査 

売種

類変

更許

可等

申請

手数

料 

  

５ 武器等製造

法第20条に

おいて準用

する同法第

12条第１項

の規定に基

づく工場又

は事業場の

移転の許可

又は承認の

申請に対す

る審査 

猟銃

等製

造工

場事

業場

移転

許可

等申

請手

数料 

 １件につき

78,000円 

６ 武器等製造

法第20条に

おいて準用

する同法第

12条第１項

の規定に基

づく店舗の

移転の許可

又は承認の

申請に対す

る審査 

猟銃

等販

売店

舗移

転許

可等

申請

手数

料 

 １件につき

61,000円 

７ 温泉法（昭

和23年法律

第125号）第

３条第１項

の規定に基

づく土地の

掘削の許可

の申請に対

する審査 

温泉

土地

掘削

許可

申請

手数

料 

 １件につき

130,000円 

（略） 

10 温泉法第11

条第１項の

規定に基づ

くゆう出路

の増掘の許

可の申請に 

温泉

ゆう

出路

増掘

許可

申請 

 １件につき

120,000円 
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 する審査 数料 

 

  

11 温泉法第11

条第１項の

規定に基づ

く動力の装

置の許可の

申請に対す

る審査 

温泉

動力

装置

許可

申請

手数

料 

 １件につき

110,100円 

12 温泉法第11

条第２項又

は第３項に

おいて準用

する同法第

６条第１項

又は第７条

第１項の規

定に基づく

湧出路の増

掘又は動力

の装置の許

可を受けた

地位の承継

の承認申請

に対する審

査 

 

温泉

の湧

出路

増掘

又は

動力

装置

の許

可を

受け

た地

位の

承継

の承

認申

請手

数料 

 （略） 

13 温泉法第11

条第２項に

おいて準用

する第７条

の２第１項

の規定に基

づく湧出路

の増掘のた

めの施設等

の変更の許

可の申請に

対する審査 

温泉

湧出

路増

掘の

ため

の施

設等

変更

許可

申請

手数

料 

 

 （略） 

（略） 

15

の

３ 

特定製品に

係るフロン

類の回収及

び破壊の実

施の確保等

に関する法

律（平成13

年法律第64

号）第９条 

第１

種フ

ロン

類回

収業

者登

録申

請手

数料 

 １件につき

5,010円 

 対する審査 手数

料 

  

11 温泉法第11

条第１項の

規定に基づ

く動力の装

置の許可の

申請に対す

る審査 

温泉

動力

装置

許可

申請

手数

料 

 １件につき

110,000円 

12 温泉法第11

条第２項又

は第３項に

おいて準用

する同法第

６条第１項

又は第７条

第１項の規

定に基づく

ゆう出路の

増掘又は動

力の装置の

許可を受け

た地位の承

継の承認申

請に対する

審査 

温泉

のゆ

う出

路増

掘又

は動

力装

置の

許可

を受

けた

地位

の承

継の

承認

申請

手数

料 

 （略） 

13 温泉法第11

条第２項に

おいて準用

する第７条

の２第１項

の規定に基

づくゆう出

路の増掘の

ための施設

等の変更の

許可の申請

に対する審

査 

温泉

ゆう

出路

増掘

のた

めの

施設

等変

更許

可申

請手

数料 

 （略） 

（略） 

15

の

３ 

特定製品に

係るフロン

類の回収及

び破壊の実

施の確保等

に関する法

律（平成13

年法律第64

号）第９条 

第１

種フ

ロン

類回

収業

者登

録申

請手

数料 

 １件につき

5,000円 
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 第１項の規

定に基づく

第１種フロ

ン類回収業

者の登録の

申請に対す

る審査 

   

15

の

４ 

特定製品に

係るフロン

類の回収及

び破壊の実

施の確保等

に関する法

律第12条第

１項の規定

に基づく第

１種フロン

類回収業者

の登録の更

新の申請に

対する審査 

第１

種フ

ロン

類回

収業

者登

録更

新申

請手

数料 

 １件につき

5,010円 

（略） 

15

の

７ 

鳥獣の保護

及び狩猟の

適正化に関

する法律第

51条第１項

の規定に基

づく狩猟免

許の更新の

申請に対す

る審査 

狩猟

免許

更新

申請

手数

料 

 １件につき

2,900円 

（略） 

(2)の２ 防災局関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

１ 武器等製造

法（昭和28

年 法 律 第

145号）第17

条第１項の

規定に基づ

く猟銃等の

製造の事業

の許可又は

承認の申請

に対する審

査 

猟銃

等製

造事

業許

可等

申請

手数

料 

 １件につき

85,000円 

２ 武器等製造

法第19条第 

猟銃

等販 

 １件につき

73,000円 

 第１項の規

定に基づく

第１種フロ

ン類回収業

者の登録の

申請に対す

る審査 

   

15

の

４ 

特定製品に

係るフロン

類の回収及

び破壊の実

施の確保等

に関する法

律第12条第

１項の規定

に基づく第

１種フロン

類回収業者

の登録の更

新の申請に

対する審査 

第１

種フ

ロン

類回

収業

者登

録更

新申

請手

数料 

 １件につき

5,000円 

（略） 

15

の

７ 

鳥獣の保護

及び狩猟の

適正化に関

する法律第

51条第１項

の規定に基

づく狩猟免

許の更新の

申請に対す

る審査 

狩猟

免許

更新

申請

手数

料 

 １件につき

2,800円 

（略） 
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 １項の規定

に基づく猟

銃等の販売

の事業の許

可又は承認

の申請に対

する審査 

売事

業許

可等

申請

手数

料 

  

３ 武器等製造

法第20条に

おいて準用

する同法第

８条第１項

の規定に基

づく製造を

する猟銃等

の種類の変

更の許可又

は承認の申

請に対する

審査 

猟銃

等製

造種

類変

更許

可等

申請

手数

料 

 １件につき

36,000円 

４ 武器等製造

法第20条に

おいて準用

する同法第

８条第１項

の規定に基

づく販売す

る猟銃等の

種類の変更

の許可又は

承認の申請

に対する審

査 

猟銃

等販

売種

類変

更許

可等

申請

手数

料 

 １件につき

25,000円 

５ 武器等製造

法第20条に

おいて準用

する同法第

12条第１項

の規定に基

づく工場又

は事業場の

移転の許可

又は承認の

申請に対す

る審査 

猟銃

等製

造工

場事

業場

移転

許可

等申

請手

数料 

 １件につき

78,000円 

     
６ 武器等製造

法第20条に

おいて準用

する同法第

12条第１項

猟銃

等販

売店

舗移

転許

 

 

 

 
                     

１件につき

61,000円 
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の規定に基

づく店舗の

移転の許可

又は承認の

申請に対す

る審査 

可等

申請

手数

料 

     
(3)・(4) （略） 

(5) 農林水産部関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

（略） 

８ 家畜保健衛

生所法（昭

和25年法律

第12号）第

３条第１項

第３号の規

定に基づく

牛の人工授

精の実施に

関する事務 

牛受

精卵

移植

手数

料 

(1) 過剰

排卵処

置 

１件につき

10,200円 

(2) 受精

卵の採

取 

１件につき

11,200円 

（略） 

（略） 

15 家畜伝染病

予防法（昭

和26年法律

第166号）第

４条の２第

５項、第５

条第１項又

は第31条第

１項の規定

に基づく家

畜 の 検 査

（同法第５

条第１項の

規定に基づ

く家畜の検

査にあって

は、監視伝

染病の発生

を予防する

ためのもの

に限る｡) 

 

家畜

検査

手数

料 

（略） 

(4) 蜜蜂

の腐そ

病検査 

 

（略） 

（略） 

(9) 牛の

伝達性

海綿状

脳症検

査 

ア 

  （略） 

 イ 検

査し

た死

亡牛

の焼

却を

する

場合 

 

 

 

 

 

（略） 

 

１件につき

33,100円 

（略） 

（略） 

19 養蜂振興法

（昭和30年

法律第 180

号）第４条

第１項の規 

転飼

許可

申請

手数

料 

 １場所につ

き、150円に

蜂群数を乗

じて得た額

（ そ の 額 

 

 

 

 

 

 
      

(3)・(4) （略） 

(5) 農林水産部関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

（略） 

８ 家畜保健衛

生所法（昭

和25年法律

第12号）第

３条第１項

第３号の規

定に基づく

牛の人工授

精の実施に

関する事務 

牛受

精卵

移植

手数

料 

(1) 過剰

排卵処

置 

１件につき

10,000円 

(2) 受精

卵の採

取 

１件につき

11,000円 

（略） 

（略） 

15 家畜伝染病

予防法（昭

和26年法律

第166号）第

４条の２第

５項、第５

条第１項又

は第31条第

１項の規定

に基づく家

畜 の 検 査

（同法第５

条第１項の

規定に基づ

く家畜の検

査にあって

は、監視伝

染病の発生

を予防する

ためのもの

に限る｡) 

家畜

検査

手数

料 

（略） 

(4) みつ

ばちの

腐そ病

検査 

（略） 

（略） 

(9) 牛の

伝達性

海綿状

脳症検

査 

ア 

  （略） 

 イ 検

査し

た死

亡牛

の焼

却を

する

場合 

 

 

 

 

 

（略） 

 

１件につき

32,500円 

（略） 

（略） 

19 養ほう振興

法（昭和30

年 法 律 第

180号）第４

条第１項の 

転飼

許可

申請

手数

料 

 １場所につ

き、 150円

にほう群数

を乗じて得

た額（その 
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 定に基づく

蜜蜂の転飼

の許可の申

請に対する

審査 

  が 2,300円

を超えると

きは、2,300

円） 

（略） 

51 削除    

か

ら

58

ま

で 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 規定に基づ

くみつばち

の転飼の許

可の申請に

対する審査 

  額 が 2,300

円を超える

と き は 、

2,300円） 

（略） 

51 削除    

52 小型船舶の

登録等に関

する法律の

施行に伴う

関係政令の

整備に関す

る政令（平

成13年政令

第383号）附

則第２条第

１項の規定

によりなお

従前の例に

よることと

される同令

第１条の規

定による改

正前の小型

船舶の船籍

及び総トン

数の測度に

関する政令

（昭和28年

政令第 259

号。以下「旧

船籍令」と

いう｡)第２

条 第 ３ 項

（旧船籍令

第３条第２

項において

準用する場

合を含む｡)

の規定に基

づく船舶の

検査 

小型

船舶

検査

手数

料 

(1) 全部

の検査

又は上

甲板下

全部の

検査を

行う場

合 

１隻につき

37,000円 

(2) その

他の場

合 

１隻につき

26,000円 

53 旧船籍令第

３条第１項

の規定に基

づく船籍票

の書換え 

船籍

票記

載事

項変

更書

換え

手数 

(1) 総ト

ン数の

変更に

係る場

合にお

いて知

事が船 

１隻につき

28,000円 
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  料 舶の検

査を行

う と

き。 

 

(2) 総ト

ン数の

変更に

係る場

合にお

いて知

事が船

舶の検

査を行

わない

とき。 

１隻につき

4,300円 

(3) その

他の場

合 

１隻につき

4,300円 

54 旧船籍令第

４条第１項

又は第５条

第１項の規

定に基づく

船籍票の書

換え 

船籍

票書

換え

手数

料 

 １隻につき

4,300円 

55 旧船籍令第

５条第４項

の規定に基

づく船籍票

の交付 

船籍

港変

更後

の船

籍票

交付

手数

料 

 １隻につき

4,300円 

56 旧船籍令第

７条の規定

に基づく船

籍票の再交

付 

船籍

票再

交付

手数

料 

 １隻につき

4,300円 

57 旧船籍令第

７条の２第

１項の規定

に基づく船

籍票の検認 

船籍

票検

認手

数料 

 １隻につき

13,000円 

     
58 旧船籍令第

８条の３の

規定に基づ

く船籍簿の

謄本又は抄

本の交付 

船籍

簿の

謄本

又は

抄本

の交

付手 

 用紙１枚に

つき 

1,000円 
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（略） 

(6) 土木部関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

（略） 

35 長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律（平

成20年法律

第87号）第

５条第１項

から第３項 

長期

優良

住宅

建築

等計

画認

定申

請手 

(1) 建築

をしよ

うとす

る住宅

が一戸

建てで

ある場

合 

１件につき

7,600円（長

期優良住宅

の普及の促

進に関する

法律第６条

第２項の規

定による申 

 までの規定

に基づく長

期優良住宅

建築等計画

の認定の申

請に対する

審査 

数料  出を行う場

合にあって

は、次に掲

げる額を合

算 し た 額

（以下「建

築確認等手

数料額」と

い う ｡ )に

7,600円 を

加えた額） 

(1) （略） 

(2) 申請に

係る計画

に建築基

準法（昭

和25年法

律 第 201

号）第６

条第５項

の構造計

算適合性

判定を要

する部分

が含まれ

る場合に

あ っ て

は、新潟

県建築基

準条例第

23条第３

項に定め

る手数料

の 額 に

100分 の

108を 乗

数料 
     
（略） 

(6) 土木部関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

（略） 

35 長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律（平

成20年法律

第87号）第

５条第１項

から第３項 

長期

優良

住宅

建築

等計

画認

定申

請手 

(1) 建築

をしよ

うとす

る住宅

が一戸

建てで

ある場

合 

１件につき

7,600円（長

期優良住宅

の普及の促

進に関する

法律第６条

第２項の規

定による申 

 までの規定

に基づく長

期優良住宅

建築等計画

の認定の申

請に対する

審査 

数料  出を行う場

合にあって

は、次に掲

げる額を合

算 し た 額

（以下「建

築確認等手

数料額」と

い う ｡ )に

7,600円 を

加えた額） 

(1) （略） 

(2) 申請に

係る計画

に建築基

準法（昭

和25年法

律 第 201

号）第６

条第５項

の構造計

算適合性

判定を要

する部分

が含まれ

る場合に

あ っ て

は、新潟

県建築基

準条例第

23条第３

項に定め

る手数料

の 額 に

100分 の

105を 乗
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附 則 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

 

じて得た

額 

(3) （略） 
     
   （略） 

（略） 

 (7)～(9) （略） 

じて得た

額 

(3) （略） 
     
   （略） 

（略） 

 (7)～(9) （略） 
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新潟県条例第10号 

公立大学法人新潟県立大学の重要な財産を定める条例及び公立大学法人新潟県立看護大学の重要な財産を

定める条例の一部を改正する条例 

（公立大学法人新潟県立大学の重要な財産を定める条例の一部改正） 

第１条 公立大学法人新潟県立大学の重要な財産を定める条例（平成20年新潟県条例第49号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

（法第６条第４項の条例で定める重要な財産） 

第１条 公立大学法人新潟県立大学に係る地方独立

行政法人法（平成15年法律第118号。以下「法」

という｡)第６条第４項の条例で定める重要な財産

は、その保有する財産であって、その法第42条の

２第１項又は第２項の認可に係る申請の日におけ

る帳簿価額（現金及び預金にあっては、申請の日

におけるその額）が50万円以上のもの（その性質

上法第42条の２の規定により処分することが不適

当なものを除く｡)その他知事が定める財産とする。 

 

（法第44条第１項の条例で定める重要な財産） 

第２条 公立大学法人新潟県立大学に係る法第44条

第１項の条例で定める重要な財産は、予定価格（適

正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡

し、又は担保に供しようとする場合にあっては、

適正な見積価格）が7,000万円以上の不動産（土

地については、１件２万平方メートル以上のもの

に限る｡)若しくは動産又は不動産の信託の受益権

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公立大学法人新潟県立大学に係る地方独立行政法

人法（平成15年法律第118号）第44条第１項の条例

で定める重要な財産は、予定価格（適正な対価を得

てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に

供しようとする場合にあっては、適正な見積価格）

が7,000万円以上の不動産（土地については、１件

２万平方メートル以上のものに限る｡)若しくは動産

又は不動産の信託の受益権とする。 

（公立大学法人新潟県立看護大学の重要な財産を定める条例の一部改正） 

第２条 公立大学法人新潟県立看護大学の重要な財産を定める条例（平成24年新潟県条例第51号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 
  
（法第６条第４項の条例で定める重要な財産） 

第１条 公立大学法人新潟県立看護大学に係る地方

独立行政法人法（平成15年法律第118号。以下「法」

という｡)第６条第４項の条例で定める重要な財産

は、その保有する財産であって、その法第42条の

２第１項又は第２項の認可に係る申請の日におけ

る帳簿価額（現金及び預金にあっては、申請の日

 

 

 

 

 

 

 



号 外 １ 新  潟  県  報 平成26年３月31日(月) 

21 

におけるその額）が50万円以上のもの（その性質

上法第42条の２の規定により処分することが不適

当なものを除く｡)その他知事が定める財産とする。 

 

（法第44条第１項の条例で定める重要な財産） 

第２条 公立大学法人新潟県立看護大学に係る法第

44条第１項の条例で定める重要な財産は、予定価

格（適正な対価を得てする売払い以外の方法によ

り譲渡し、又は担保に供しようとする場合にあっ

ては、適正な見積価格）が7,000万円以上の不動

産（土地については、１件２万平方メートル以上

のものに限る｡)若しくは動産又は不動産の信託の

受益権とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公立大学法人新潟県立看護大学に係る地方独立行

政法人法（平成15年法律第118号）第44条第１項の

条例で定める重要な財産は、予定価格（適正な対価

を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担

保に供しようとする場合にあっては、適正な見積価

格）が7,000万円以上の不動産（土地については、

１件２万平方メートル以上のものに限る｡)若しくは

動産又は不動産の信託の受益権とする。 
  
附 則 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第11号 

新潟県県税条例の一部を改正する条例 

第１条 新潟県県税条例（平成18年新潟県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた項、号及び号の細目（以下この条におい

て「移動項等」という｡)に対応する同表の改正後の欄中項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた項、号及

び号の細目（以下この条において「移動後項等」という｡)が存在する場合には当該移動項等を当該移動後項等

とし、移動項等に対応する移動後項等が存在しない場合には当該移動項等（以下この条において「削除項等」

という｡)を削り、移動後項等に対応する移動項等が存在しない場合には当該移動後項等（以下この条において

「追加項等」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中附則別表の表示に下線が引かれた附則別表（以下この条において「移動附則別表」と

いう｡)を当該移動附則別表に対応する次の表の改正後の欄中附則別表の表示に下線が引かれた附則別表とする。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項、号及び号の細目の表示、削除項等並びに附則別表の表示を

除く。以下この条において「改正部分」という｡)に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の

表示、追加項等及び附則別表の表示を除く。以下この条において「改正後部分」という｡)が存在する場合には

当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を

削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
（不動産取得税の徴収猶予の申告） 

第47条 法第73条の25第１項、第73条の27の２第２

項、第73条の27の３第２項、第73条の27の４第２

項（法第73条の27の５第２項及び第73条の27の７

第２項において準用する場合を含む｡)及び第73条

の27の６第２項（住宅の用に供する土地の取得に

対する不動産取得税の徴収猶予等）の規定により

徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項

を記載した申告書に当該規定の適用があることを

証明するに足る書類を添付して、第43条第１項の

規定により当該不動産の取得の事実を申告する

際、併せてこれを知事に提出しなければならない。 

(1)～(4) （略） 

 

附 則 

 

（自動車税の税率の特例） 

第20条 次の各号に掲げる自動車（電気自動車（電

気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないも

のをいう。以下この条において同じ｡)、天然ガス

自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料と

して用いる自動車で施行規則で定めるものをいう。

以下この条において同じ｡)、メタノール自動車（専

らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動

車で施行規則で定めるものをいう。次項において

同じ｡)、混合メタノール自動車（メタノールとメ

タノール以外のものとの混合物で施行規則で定め

るものを内燃機関の燃料として用いる自動車で施

行規則で定めるものをいう。同項において同じ｡)

及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力

併用自動車（内燃機関を有する自動車で併せて電

気その他の施行規則で定めるものを動力源として

用いるものであって、廃エネルギーを回収する機

（不動産取得税の徴収猶予の申告） 

第47条 法第73条の25第１項、第73条の27の２第２

項、第73条の27の３第２項（法第73条の27の４第

２項及び第73条の27の６第２項において準用する

場合を含む｡)及び第73条の27の５第２項（住宅の

用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴

収猶予等）の規定により徴収猶予を受けようとす

る者は、次に掲げる事項を記載した申告書に当該

規定の適用があることを証明するに足る書類を添

付して、第43条第１項の規定により当該不動産の

取得の事実を申告する際、併せてこれを知事に提

出しなければならない。 

(1)～(4) （略） 

 

附 則 

 

（自動車税の税率の特例） 

第20条 次の各号に掲げる自動車（電気自動車（電

気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないも

のをいう。次項及び第３項において同じ｡)、天然

ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃

料として用いる自動車で施行規則で定めるものを

いう。次項及び第３項において同じ｡)、専らメタ

ノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で施

行規則で定めるもの、メタノールとメタノール以

外のものとの混合物で施行規則で定めるものを内

燃機関の燃料として用いる自動車で施行規則で定

めるもの及びガソリンを内燃機関の燃料として用

いる電力併用自動車（内燃機関を有する自動車で

併せて電気その他の施行規則で定めるものを動力

源として用いるものであって、廃エネルギーを回

収する機能を備えていることにより大気汚染防止

法（昭和43年法律第97号）第２条第14項に規定す
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能を備えていることにより大気汚染防止法（昭和

43年法律第97号）第２条第14項に規定する自動車

排出ガスの排出の抑制に資するもので施行規則で

定めるものをいう。次項及び第３項第３号におい

て同じ｡)並びにバス（一般乗合用のものに限る｡)

及び被けん引自動車を除く｡)に対する当該各号に

定める年度以後の年度分の自動車税の税率は、１

台につき、附則別表第１の自動車の区分の欄に掲

げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の重課税

率の欄に掲げる額とする。 

(1) ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料

として用いる自動車で平成15年３月31日までに

最初の道路運送車両法第７条第１項に規定する

新規登録（以下この条において「新車新規登録」

という｡)を受けたもの 新車新規登録を受けた

日から起算して14年を経過した日の属する年度 

(2) 軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車そ

の他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成

17年３月31日までに新車新規登録を受けたもの 

 新車新規登録を受けた日から起算して12年を

経過した日の属する年度 

２ 次に掲げる自動車（電気自動車、天然ガス自動

車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及

びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併

用自動車並びにバス（一般乗合用のものに限る｡)

及び被けん引自動車を除く｡)に対する平成26年度

分の自動車税の税率は、前項の規定にかかわらず、

１台につき、附則別表第２の自動車の区分の欄に

掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の重課

税率の欄に掲げる額とする。 

(1) ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料

として用いる自動車で平成13年３月31日までに

新車新規登録を受けたもの 

(2) 軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車そ

の他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成

15年３月31日までに新車新規登録を受けたもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので施

行規則で定めるものをいう。次項において同じ｡)

並びにバス（一般乗合用のものに限る｡)及び被け

ん引自動車を除く｡)に対する当該各号に定める年

度以後の年度分の自動車税の税率は、１台につき、

附則別表第１の自動車の区分の欄に掲げる自動車

の区分に応じ、それぞれ同表の重課税率の欄に掲

げる額とする。 

 

 

(1) ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料

として用いる自動車で平成13年３月31日までに

初めて道路運送車両法第７条第１項に規定する

新規登録（以下この条において「新車新規登録」

という｡)を受けたもの 新車新規登録を受けた

日から起算して14年を経過する日の属する年度 

(2) 軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車そ

の他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成

15年３月31日までに新車新規登録を受けたもの 

 新車新規登録を受けた日から起算して12年を

経過する日の属する年度 

２ 次に掲げる自動車が平成22年４月１日から平成

23年３月31日までの間に新車新規登録を受けた場

合にあっては平成23年度分の自動車税に限り、当

該自動車が同年４月１日から平成24年３月31日ま

での間に新車新規登録を受けた場合にあっては平

成24年度分の自動車税に限り、当該自動車の自動

車税の税率は、１台につき、附則別表第１の自動

車の区分の欄に掲げる自動車の区分に応じ、それ

ぞれ同表の最大軽課税率の欄に掲げる額とする。 

(1) 電気自動車 

 

 

(2) 次に掲げる天然ガス自動車 

 

 

ア 道路運送車両法第40条第３号に規定する車

両総重量（以下この号及び次項において「車

両総重量」という｡)が3.5トン以下の天然ガ

ス自動車のうち、同法第41条の規定により平

成17年10月１日以降に適用されるべきものと

して定められた自動車排出ガスに係る保安上

又は公害防止その他の環境保全上の技術基準

（以下この項及び次項において「排出ガス保

安基準」という｡)で施行規則で定めるもの（以

下この号において「平成17年天然ガス軽量車

基準」という｡)に適合し、かつ、窒素酸化物

の排出量が平成17年天然ガス軽量車基準に定

める窒素酸化物の値の４分の１を超えないも

ので施行規則で定めるもの 

イ 車両総重量が3.5トンを超える天然ガス自
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３ 次に掲げる自動車が平成24年４月１日から平成

25年３月31日までの間に新車新規登録を受けた場

合にあっては平成25年度分の自動車税に限り、当

該自動車が同年４月１日から平成26年３月31日ま

での間に新車新規登録を受けた場合にあっては平

成26年度分の自動車税に限り、当該自動車の自動

車税の税率は、１台につき、附則別表第２の自動

車の区分の欄に掲げる自動車の区分に応じ、それ

ぞれ同表の最大軽課税率の欄に掲げる額とする。 

(1) （略） 

(2) 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41

条の規定により平成21年10月１日（同法第40条

第３号に規定する車両総重量が3.5トンを超え

12トン以下のものにあっては、平成22年10月１

日）以降に適用されるべきものとして定められ

た自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止そ

の他の環境保全上の技術基準（第４号及び第５

項第５号において「排出ガス保安基準」という｡)

で施行規則で定めるもの（以下この号及び第５

動車のうち、道路運送車両法第41条の規定に

より平成17年10月１日以降に適用されるべき

ものとして定められた排出ガス保安基準で施

行規則で定めるもの（以下この号において「平

成17年天然ガス重量車基準」という｡)に適合

し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年天

然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の

10分の９を超えないもので施行規則で定める

もの 

(3) 充電機能付電力併用自動車（電力併用自動車

のうち、動力源として用いる電気を外部から充

電する機能を備えているもので施行規則で定め

るものをいう。次項において同じ｡) 

(4) エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭

和54年法律第49号）第80条第１号に規定するエ

ネルギー消費効率（次項から第５項までにおい

て「エネルギー消費効率」という｡)が同法第78

条第１項の規定により定められる製造事業者等

の判断の基準となるべき事項を勘案して施行規

則で定めるエネルギー消費効率（次項において

「基準エネルギー消費効率」という｡)であって

平成22年度以降の各年度において適用されるべ

きものとして定められたもの（第５項において

「平成22年度基準エネルギー消費効率」とい

う｡)に100分の125を乗じて得た数値以上の自動

車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両

法第41条の規定により平成17年10月１日以降に

適用されるべきものとして定められた排出ガス

保安基準に定める窒素酸化物の値で施行規則で

定めるもの（次項及び第４項において「平成17

年窒素酸化物排出許容限度」という｡)の４分の

１を超えないもので施行規則で定めるもの 

３ 次に掲げる自動車が平成24年４月１日から平成

25年３月31日までの間に新車新規登録を受けた場

合にあっては平成25年度分の自動車税に限り、当

該自動車が同年４月１日から平成26年３月31日ま

での間に新車新規登録を受けた場合にあっては平

成26年度分の自動車税に限り、当該自動車の自動

車税の税率は、１台につき、附則別表第１の自動

車の区分の欄に掲げる自動車の区分に応じ、それ

ぞれ同表の最大軽課税率の欄に掲げる額とする。 

(1) （略） 

(2) 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41

条の規定により平成21年10月１日（車両総重量

が3.5トンを超え12トン以下のものにあっては、

平成22年10月１日）以降に適用されるべきもの

として定められた排出ガス保安基準で施行規則

で定めるもの（以下この号において「平成21年

天然ガス車基準」という｡)に適合し、かつ、窒

素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に

定める窒素酸化物の値の10分の９を超えないも
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項第２号において「平成21年天然ガス車基準」

という｡)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量

が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物

の値の10分の９を超えないもので施行規則で定

めるもの 

(3) 充電機能付電力併用自動車（電力併用自動車

のうち、動力源として用いる電気を外部から充

電する機能を備えているもので施行規則で定め

るものをいう。第５項第３号において同じ｡) 

(4) エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭

和54年法律第49号）第80条第１号イに規定する

エネルギー消費効率（以下この条において「エ

ネルギー消費効率」という｡)が同法第78条第１

項の規定により定められるエネルギー消費機器

等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を

勘案して施行規則で定めるエネルギー消費効率

（第５項第４号及び第７項において「基準エネ

ルギー消費効率」という｡)であって平成27年度

以降の各年度において適用されるべきものとし

て定められたもの（以下この条において「平成

27年度基準エネルギー消費効率」という｡)に100

分の110を乗じて得た数値以上の自動車のうち、

窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第41条の

規定により平成17年10月１日以降に適用される

べきものとして定められた排出ガス保安基準に

定める窒素酸化物の値で施行規則で定めるもの

（以下この条において「平成17年窒素酸化物排

出許容限度」という｡)の４分の１を超えないも

ので施行規則で定めるもの 

４ エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギ

ー消費効率以上の自動車のうち窒素酸化物の排出

量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の４分の１

を超えないもので施行規則で定めるもの（前項の

規定の適用を受ける自動車を除く｡)が平成24年４

月１日から平成25年３月31日までの間に新車新規

登録を受けた場合にあっては平成25年度分の自動

車税に限り、当該自動車が同年４月１日から平成

26年３月31日までの間に新車新規登録を受けた場

合にあっては平成26年度分の自動車税に限り、当

該自動車の自動車税の税率は、１台につき、附則

別表第２の自動車の区分の欄に掲げる自動車の区

分に応じ、それぞれ同表の中間軽課税率の欄に掲

げる額とする。 

５ 次に掲げる自動車が平成26年４月１日から平成

27年３月31日までの間に新車新規登録を受けた場

合にあっては平成27年度分の自動車税に限り、当

該自動車が同年４月１日から平成28年３月31日ま

での間に新車新規登録を受けた場合にあっては平

成28年度分の自動車税に限り、当該自動車の自動

車税の税率は、１台につき、附則別表第１の自動

車の区分の欄に掲げる自動車の区分に応じ、それ

ので施行規則で定めるもの 

 

 

 

 

(3) 充電機能付電力併用自動車 

 

 

 

(4) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効

率であって平成27年度以降の各年度において適

用されるべきものとして定められたもの（次項

及び第５項において「平成27年度基準エネルギ

ー消費効率」という｡)に100分の110を乗じて得

た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出

量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の４分の

１を超えないもので施行規則で定めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギ

ー消費効率以上の自動車のうち窒素酸化物の排出

量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の４分の１

を超えないもので施行規則で定めるもの（前項の

規定の適用を受ける自動車を除く｡)が平成24年４

月１日から平成25年３月31日までの間に新車新規

登録を受けた場合にあっては平成25年度分の自動

車税に限り、当該自動車が同年４月１日から平成

26年３月31日までの間に新車新規登録を受けた場

合にあっては平成26年度分の自動車税に限り、当

該自動車の自動車税の税率は、１台につき、附則

別表第１の自動車の区分の欄に掲げる自動車の区

分に応じ、それぞれ同表の中間軽課税率の欄に掲

げる額とする。 
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ぞれ同表の最大軽課税率の欄に掲げる額とする。 

(1) 電気自動車 

(2) 天然ガス自動車のうち、平成21年天然ガス車

基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平

成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値

の10分の９を超えないもので施行規則で定める

もの 

(3) 充電機能付電力併用自動車 

(4) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネル

ギー消費効率に100分の120を乗じて得た数値以

上かつ平成32年度基準エネルギー消費効率（基

準エネルギー消費効率であって平成32年度以降

の各年度において適用されるべきものとして定

められたものをいう｡)以上の自動車のうち、窒

素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許

容限度の４分の１を超えないもので施行規則で

定めるもの 

(5) 軽油を内燃機関の燃料として用いる乗用車

（第３号に掲げる自動車に該当するものを除

く｡)のうち、道路運送車両法第41条の規定によ

り平成21年10月１日以降に適用されるべきもの

として定められた排出ガス保安基準で施行規則

で定めるものに適合するもの 

６ エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギ

ー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上の

自動車のうち窒素酸化物の排出量が平成17年窒素

酸化物排出許容限度の４分の１を超えないもので

施行規則で定めるもの（前項の規定の適用を受け

る自動車を除く｡)が平成26年４月１日から平成27

年３月31日までの間に新車新規登録を受けた場合

にあっては平成27年度分の自動車税に限り、当該

自動車が同年４月１日から平成28年３月31日まで

の間に新車新規登録を受けた場合にあっては平成

28年度分の自動車税に限り、当該自動車の自動車

税の税率は、１台につき、附則別表第１の自動車

の区分の欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞ

れ同表の中間軽課税率の欄に掲げる額とする。 

７ 第３項（第４号に係る部分に限る｡)及び第４項

の規定は、平成27年度基準エネルギー消費効率を

算定する方法として施行規則で定める方法により

エネルギー消費効率を算定していない自動車であ

って、平成22年度基準エネルギー消費効率（基準

エネルギー消費効率であって平成22年度以降の各

年度において適用されるべきものとして定められ

たものをいう｡)を算定する方法として施行規則で

定める方法によりエネルギー消費効率を算定して

いるものについて準用する。この場合において、

第３項第４号中「平成27年度以降」とあるのは「平

成22年度以降」と､｢平成27年度基準エネルギー消

費効率」とあるのは「平成22年度基準エネルギー

消費効率」と､｢100分の110」とあるのは「100分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第３項（第４号に係る部分に限る｡)及び前項の

規定は、平成27年度基準エネルギー消費効率を算

定する方法として施行規則で定める方法によりエ

ネルギー消費効率を算定していない自動車であっ

て、平成22年度基準エネルギー消費効率を算定す

る方法として施行規則で定める方法によりエネル

ギー消費効率を算定しているものについて準用す

る。この場合において、第３項第４号中「基準エ

ネルギー消費効率であって平成27年度以降の各年

度において適用されるべきものとして定められた

もの（次項及び第５項において「平成27年度基準

エネルギー消費効率」という｡)に100分の110」と

あるのは「前項第４号に規定する平成22年度基準

エネルギー消費効率に100分の138」と、前項中「平



号 外 １ 新  潟  県  報 平成26年３月31日(月) 

27 

の138」と、第４項中「平成27年度基準エネルギ

ー消費効率」とあるのは「平成22年度基準エネル

ギー消費効率に100分の125を乗じて得た数値」と

読み替えるものとする。 

８ 附則別表第１の第２号に掲げるもの及び第５号

中トラックに類するもので最大積載量の定めのあ

るもののうち、最大乗車定員が４人以上であるも

のの税率は、第１項、第５項及び第６項の規定に

かかわらず、同表に掲げる当該最大積載量に応じ

た年額に、附則別表第３の自動車の区分の欄に掲

げる自動車の区分に応じ、第１項に規定する自動

車にあっては同表の重課税率の欄に掲げる額を、

第５項に規定する自動車にあっては最大軽課税率

の欄に掲げる額を、第６項に規定する自動車にあ

っては中間軽課税率の欄に掲げる額を加算した額

とする。 

 

９ 附則別表第２の第２号に掲げるもの及び第５号

中トラックに類するもので最大積載量の定めのあ

るもののうち、最大乗車定員が４人以上であるも

のの税率は、第２項から第４項まで及び第７項の

規定にかかわらず、同表に掲げる当該最大積載量

に応じた年額に、附則別表第４の自動車の区分の

欄に掲げる自動車の区分に応じ、第２項に規定す

る自動車にあっては同表の重課税率の欄に掲げる

額を、第３項（第７項において読み替えて準用す

る場合を含む｡)に規定する自動車にあっては最大

軽課税率の欄に掲げる額を、第４項（第７項にお

いて読み替えて準用する場合を含む｡)に規定する

自動車にあっては中間軽課税率の欄に掲げる額を

加算した額とする。 

10 （略） 

 

第21条 法第147条第３項（積雪地域の自動車税の

標準税率）に規定する自動車税の税率は、前条の

規定にかかわらず、附則別表第１から附則別表第

４までに掲げる税率に、10分の10から第60条第１

項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める月数に10分の0.75を乗じた数を控除した割

合を乗じたものとする。 

２ （略） 

 

第22条 第61条第１項各号のいずれかに該当する自

動車で知事の承認を受けたものに対して課する自

動車税の税率は、前２条の規定にかかわらず、附

則別表第１から附則別表第４までに掲げる税率並

びに前条第１項の規定による税率に２分の１を乗

じたものとする。 

２ （略） 

 

附則別表第２ 

成27年度基準エネルギー消費効率」とあるのは「第

２項第４号に規定する平成22年度基準エネルギー

消費効率に100分の125を乗じて得た数値」と読み

替えるものとする。 

６ 附則別表第１の第２号に掲げるもの及び第５号

中トラックに類するもので最大積載量の定めのあ

るもののうち、最大乗車定員が４人以上であるも

のの税率は、前各項の規定にかかわらず、同表に

掲げる当該最大積載量に応じた年額に、附則別表

第２の自動車の区分の欄に掲げる自動車の区分に

応じ、第１項に規定する自動車にあっては同表の

重課税率の欄に掲げる額を、第２項又は第３項（前

項において読み替えて準用する場合を含む｡)に規

定する自動車にあっては最大軽課税率の欄に掲げ

る額を、第４項（前項において読み替えて準用す

る場合を含む｡)に規定する自動車にあっては中間

軽課税率の欄に掲げる額を加算した額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ （略） 

 

第21条 法第147条第３項（積雪地域の自動車税の

標準税率）に規定する自動車税の税率は、前条の

規定にかかわらず、附則別表第１及び附則別表第

２に掲げる税率に、10分の10から第60条第１項各

号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る月数に10分の0.75を乗じた数を控除した割合を

乗じたものとする。 

２ （略） 

 

第22条 第61条第１項各号のいずれかに該当する自

動車で知事の承認を受けたものに対して課する自

動車税の税率は、前２条の規定にかかわらず、附

則別表第１及び附則別表第２に掲げる税率並びに

前条第１項の規定による税率に２分の１を乗じた

ものとする。 

２ （略） 

 

附則別表第１ 
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（略） 

 

附則別表第４ 

（略） 

（略） 

 

附則別表第２ 

（略） 
  

第２条 新潟県県税条例の一部を次のように改正する。 

附則の次に次の１表を加える。 

附則別表第１ 

自 動 車 の 区 分 税率（年額） 

重 課 税 率 最大軽課税率 中間軽課税率 

(1) 乗

用車 

営業

用 

電気を動力源とする自動車で施行規

則で定めるもの（以下「電気自動車」

という｡) 

 2,000円  

  総排気量が１リットル以下のもの 8,600円 2,000円 4,000円 

  総排気量が１リットルを超え1.5リ

ットル以下のもの 

9,700円 2,500円 4,500円 

  総排気量が1.5リットルを超え２リ

ットル以下のもの 

10,900円 2,500円 5,000円 

  総排気量が２リットルを超え2.5リ

ットル以下のもの 

15,800円 3,500円 7,000円 

  総排気量が2.5リットルを超え３リ

ットル以下のもの 

18,000円 4,000円 8,000円 

  総排気量が３リットルを超え3.5リ

ットル以下のもの 

20,500円 4,500円 9,000円 

  総排気量が3.5リットルを超え４リ

ットル以下のもの 

23,500円 5,500円 10,500円 

  総排気量が４リットルを超え4.5リ

ットル以下のもの 

27,100円 6,000円 12,000円 

  総排気量が4.5リットルを超え６リ

ットル以下のもの 

31,200円 7,000円 14,000円 

  総排気量が６リットルを超えるもの 46,800円 10,500円 20,500円 

 自家

用 

電気自動車  7,500円  

 総排気量が１リットル以下のもの 33,900円 7,500円 15,000円 

 総排気量が１リットルを超え1.5リ

ットル以下のもの 

39,600円 9,000円 17,500円 

 総排気量が1.5リットルを超え２リ

ットル以下のもの 

45,400円 10,000円 20,000円 

 総排気量が２リットルを超え2.5リ

ットル以下のもの 

51,700円 11,500円 22,500円 

 総排気量が2.5リットルを超え３リ

ットル以下のもの 

58,600円 13,000円 25,500円 

 総排気量が３リットルを超え3.5リ

ットル以下のもの 

66,700円 14,500円 29,000円 

 総排気量が3.5リットルを超え４リ

ットル以下のもの 

76,400円 17,000円 33,500円 

 総排気量が４リットルを超え4.5リ 87,900円 19,500円 38,500円 

  ットル以下のもの    

  総排気量が4.5リットルを超え６リ

ットル以下のもの  

101,200円 22,000円 44,000円 

 総排気量が６リットルを超えるもの 127,600円 28,000円 55,500円 

(2) ト 営業 電気自動車  2,000円  
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ラッ

ク 

用 最大積載量が１トン以下のもの 7,100円 2,000円 3,500円 

 最大積載量が１トンを超え２トン以

下のもの 

9,900円 2,500円 4,500円 

  最大積載量が２トンを超え３トン以

下のもの 

13,200円 3,000円 6,000円 

  最大積載量が３トンを超え４トン以

下のもの 

16,500円 4,000円 7,500円 

  最大積載量が４トンを超え５トン以

下のもの 

20,300円 5,000円 9,500円 

  最大積載量が５トンを超え６トン以

下のもの 

24,200円 5,500円 11,000円 

  最大積載量が６トンを超え７トン以

下のもの 

28,000円 6,500円 13,000円 

  最大積載量が７トンを超え８トン以

下のもの 

32,400円 7,500円 15,000円 

  最大積載量が８トンを超えるもの 32,400円に最

大積載量が８

トンを超える

１トンまでごと

に5,100円を加

算した額 

7,500円に最大

積載量が８ト

ンを超える１

トンまでごとに

1,200円を加算

した額 

15,000円に最

大積載量が８

トンを超える

１トンまでごと

に2,400円を加

算した額 

 自家

用 

電気自動車  2,000円  

 最大積載量が１トン以下のもの 8,800円 2,000円 4,000円 

  最大積載量が１トンを超え２トン以

下のもの 

12,600円 3,000円 6,000円 

  最大積載量が２トンを超え３トン以

下のもの 

17,600円 4,000円 8,000円 

  最大積載量が３トンを超え４トン以

下のもの 

22,500円 5,500円 10,500円 

  最大積載量が４トンを超え５トン以

下のもの 

28,000円 6,500円 13,000円 

  最大積載量が５トンを超え６トン以

下のもの 

33,000円 7,500円 15,000円 

  最大積載量が６トンを超え７トン以

下のもの 

38,500円 9,000円 17,500円 

  最大積載量が７トンを超え８トン以

下のもの 

44,500円 10,500円 20,500円 

  最大積載量が８トンを超えるもの 44,500円に最

大積載量が８

トンを超える

１トンまでごと

に6,900円を加

算した額 

10,500円に最

大積載量が８

トンを超える

１トンまでごと

に1,600円を加

算した額 

20,500円に最

大積載量が８

トンを超える

１トンまでごと

に3,200円を加

算した額 

 けん

引車 

営業用 小型自動車に属するもの 8,200円 2,000円 4,000円 

普通自動車に属するもの 16,600円 4,000円 8,000円 

  自家用 小型自動車に属するもの 11,200円 3,000円 5,500円 

   普通自動車に属するもの 22,600円 5,500円 10,500円 

(3) バ

ス 

営業

用 

一般乗

合用の 

乗車定員が30人以下のもの  3,000円 6,000円 

乗車定員が30人を超え40人   4,000円 7,500円 

  もの 以下のもの     
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   乗車定員が40人を超え50人

以下のもの 

 4,500円 9,000円 

  乗車定員が50人を超え60人

以下のもの 

 5,000円 10,000円 

  乗車定員が60人を超え70人

以下のもの 

 6,000円 11,500円 

  乗車定員が70人を超え80人

以下のもの 

 6,500円 13,000円 

  乗車定員が80人を超えるも

の 

 7,500円 14,500円 

  一般乗

合用の

もの以

外のも

の 

乗車定員が30人以下のもの 29,100円 7,000円 13,500円 

  乗車定員が30人を超え40人

以下のもの 

35,200円 8,000円 16,000円 

  乗車定員が40人を超え50人

以下のもの 

41,800円 9,500円 19,000円 

  乗車定員が50人を超え60人

以下のもの 

48,400円 11,000円 22,000円 

   乗車定員が60人を超え70人

以下のもの 

55,500円 13,000円 25,500円 

   乗車定員が70人を超え80人

以下のもの 

62,700円 14,500円 28,500円 

   乗車定員が80人を超えるも

の 

70,400円 16,000円 32,000円 

 自 家 用 乗車定員が30人以下のもの 36,300円 8,500円 16,500円 

  乗車定員が30人を超え40人

以下のもの 

45,100円 10,500円 20,500円 

  乗車定員が40人を超え50人

以下のもの 

53,900円 12,500円 24,500円 

  乗車定員が50人を超え60人

以下のもの 

62,700円 14,500円 28,500円 

  乗車定員が60人を超え70人

以下のもの 

72,000円 16,500円 33,000円 

  乗車定員が70人を超え80人

以下のもの 

81,400円 18,500円 37,000円 

  乗車定員が80人を超えるも

の 

91,300円 21,000円 41,500円 

(4) 三

輪の

小型

自動

車 

三輪の小型自

動車 

営業用 5,100円 1,500円 2,500円 

自家用 6,900円 1,500円 3,000円 

(5) 特

種用

途自 

キャ

ンピ

ング 

電気自動車  5,900円  

総排気量が１リットル以下のもの 27,100円 5,900円 12,000円 

総排気量が１リットルを超え1.5リ 31,700円 6,900円 14,000円 

動車 車 ットル以下のもの    

  総排気量が1.5リットルを超え２リ

ットル以下のもの 

36,300円 7,900円 16,000円 

  総排気量が２リットルを超え2.5リ

ットル以下のもの 

41,400円 9,000円 18,000円 

     

  総排気量が2.5リットルを超え３リ 46,900円 10,200円 20,500円 
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  ットル以下のもの    

  総排気量が３リットルを超え3.5リ

ットル以下のもの 

53,300円 11,600円 23,500円 

  総排気量が3.5リットルを超え４リ

ットル以下のもの 

61,100円 13,300円 27,000円 

  総排気量が４リットルを超え4.5リ

ットル以下のもの 

70,300円 15,300円 31,000円 

  総排気量が4.5リットルを超え６リ

ットル以下のもの 

80,900円 17,600円 35,500円 

  総排気量が６リットルを超えるもの 102,100円 22,200円 44,500円 

 霊きゅう車 9,700円 2,200円 4,500円 

 乗用

車に

類す

るも

の 

営業用 電気自動車  1,900円  

 総排気量が２リットル以下

のもの 

8,600円 1,900円 4,000円 

 総排気量が２リットルを超

えるもの 

15,800円 3,500円 7,000円 

 自家用 電気自動車  7,400円  

 総排気量が２リットル以下

のもの 

33,900円 7,400円 15,000円 

 総排気量が２リットルを超

えるもの 

45,400円 9,900円 20,000円 

 トラ

ック

に類

する

もの 

最大積載量の定めのあるもの 第２号に掲げる当該税率の額 

最大積

載量の

定めの

ないも

の 

車両重量が３トン以下のも

の 

12,600円 2,900円 6,000円 

車両重量が３トンを超え10

トン以下のもの 

28,000円 6,400円 13,000円 

車両重量が10トンを超える

もの 

28,000円に車

両重量が10ト

ンを超える10

トンまでごとに

11,100円を加

算した額 

6,400円に車両

重量が10トン

を超える10ト

ンまでごとに

2,600円を加算

した額 

13,000円に車

両重量が10ト

ンを超える10

トンまでごとに

5,100円を加算

した額 

 バス

に類

する

もの 

営業用 普通自動車に属するもの 15,900円 3,700円 7,500円 

小型自動車に属するもの 13,200円 3,000円 6,000円 

自家用 普通自動車に属するもの 45,100円 10,300円 20,500円 

小型自動車に属するもの 36,300円 8,300円 16,500円 

 三輪の小型自動車に類するもの 第４号に掲げる当該税率の額 

附則別表第２の次に次の１表を加える。 

附則別表第３ 

自 動 車 の 区 分 税率（年額） 

重 課 税 率 最大軽課税率 中間軽課税率 

営業用 電気自動車  1,000円  

 総排気量が１リットル以下のもの 4,100円 1,000円 1,800円 

 総排気量が１リットルを超え1.5リットル

以下のもの 

5,200円 1,200円 2,300円 

 総排気量が1.5リットルを超えるもの 6,900円 1,600円 3,200円 

自家用 電気自動車  1,300円  

 総排気量が１リットル以下のもの 5,700円 1,300円 2,600円 

 総排気量が１リットルを超え1.5リットル 6,900円 1,600円 3,200円 
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 以下のもの    

 総排気量が1.5リットルを超えるもの 8,800円 2,000円 4,000円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、地方税法等の一部を改正する法律（平成26年法律第 号。以下「改正法」という｡)の施行の日

から施行する。 

（不動産取得税に関する経過措置） 

２ 改正後の新潟県県税条例（以下「新県税条例」という｡)第47条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行

日」という｡)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に

対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 

（自動車税に関する経過措置） 

３ 新県税条例附則第20条の規定は、平成26年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成25年度分までの

自動車税については、なお従前の例による。 

４ 施行日がエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律（平成25年法律第25号。以下こ

の項において「合理化法改正法」という｡)の施行の日前である場合には、合理化法改正法の施行の日の前日ま

での間における新県税条例附則第20条第３項第４号の規定の適用については、同号中「エネルギーの使用の合

理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）第80条第１号イ」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関す

る法律（昭和54年法律第49号）第80条第１号」と､｢エネルギー消費機器等製造事業者等」とあるのは「製造事

業者等」とする。 

（この条例の失効） 

５ この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法（昭和25年法律第226

号）の規定の内容が当該規定に対応する新県税条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおい

てその効力を失う。 
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新潟県条例第12号 

新潟県行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例 

新潟県行政財産使用料徴収条例（昭和39年新潟県条例第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 

行政財産使用料の基準 

区

分 

使用の種類 単

位 

使用料（単位 円） 

土

地 

（略） 

電気

通信

施設

その

他こ

れに

類す

るも

の以

外の

もの 

建物

又は

これ

に類

する

もの

の敷

地 

使用

許可

期間

が１

月未

満の

場合 

 県有財産台帳価格

の100分の５に相

当する額に12分の

１を乗じて得た額

に1.08を乗じて得

た額 

（略） 

（略） 

建

物 

（略） 

その他のもの １

月 

県有財産台帳価格

の1,000分の６に

土地使用料相当額

の12分の１（借地

については県が負

担している地代相

当月額）を加算し

た額に1.08を乗じ

て得た額 

（略） 

 備考 （略） 

別表（第２条関係） 

行政財産使用料の基準 

区

分 

使用の種類 単

位 

使用料（単位 円） 

土

地 

（略） 

電気

通信

施設

その

他こ

れに

類す

るも

の以

外の

もの 

建物

又は

これ

に類

する

もの

の敷

地 

使用

許可

期間

が１

月未

満の

場合 

 県有財産台帳価格

の100分の５に相

当する額に12分の

１を乗じて得た額

に1.05を乗じて得

た額 

（略） 

（略） 

建

物 

（略） 

その他のもの １

月 

県有財産台帳価格

の1,000分の６に

土地使用料相当額

の12分の１（借地

については県が負

担している地代相

当月額）を加算し

た額に1.05を乗じ

て得た額 

（略） 

 備考 （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使

用料については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第13号 

新潟県交通安全対策会議条例の一部を改正する条例 

新潟県交通安全対策会議条例（昭和45年新潟県条例第48号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「追加号」という｡)を加える。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加号を除く。以下「改正後部分」という｡)に対応

する同表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当

該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（委員及び特別委員） 

第３条 次の各号に掲げる委員の定数は、当該各号

に定めるとおりとする。 

(1) 法第17条第３項第４号に規定する知事の事務

部局に属する職員のうちから指名される委員 

10人以内 

(2) 法第17条第３項第６号に規定する市町村長の

うちから任命される委員      ２人以内 

(3) （略） 

(4) 法第17条第３項第７号に規定する知事が必要

と認めて任命する委員       ５人以内 

２ 前項第２号から第４号までに規定する委員の任

期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

その前任者の残任期間とする。 

３～６ （略） 

（委員及び特別委員） 

第３条 次の各号に掲げる委員の定数は、当該各号

に定めるとおりとする。 

(1) 法第17条第３項第４号に規定する知事の事務

部局に属する職員のうちから指名される委員 

10人 

(2) 法第17条第３項第６号に規定する市町村長の

うちから任命される委員        ２人 

(3) （略） 

 

 

２ 市町村長及び消防機関の長のうちから任命され

る委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委

員の任期は、その前任者の残任期間とする。 

３～６ （略） 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第14号 

新潟県民会館条例の一部を改正する条例 

新潟県民会館条例（昭和42年新潟県条例第36号）の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第８条、第15条関係） 

(1) 大ホールの使用料（全部使用の場合） 

使 用 時 間 使   用   料（円） 収 容 人 員 

入場料を

徴収しな

い場合 

入場料を徴収する場合 

入 場 料 が

3,000 円 以

下の場合 

入 場 料 が

3,001 円 以

上 5,000 円

以下の場合 

入 場 料 が

5,001 円 以

上 7,000 円

以下の場合 

入 場 料 が

7,001 円 以

上 9,000 円

以下の場合 

入 場 料 が

9,001 円 以

上の場合 

平 日 午前 

午後 

夜間 

全日 

46,000 

81,700 

114,300 

234,000 

50,600 

89,800 

125,700 

257,500 

59,800 

106,100 

148,500 

304,300 

78,200 

138,900 

194,300 

397,900 

92,000 

163,300 

228,500 

468,000 

115,000 

204,200 

285,700 

585,100 

1,730人（オ

ーケストラ

ピットを使

用する場合

は1,648人、

花道を使用

する場合は

1,710人） 

土 曜

日、日

曜日及

び休日 

午前 

午後 

夜間 

全日 

69,000 

109,400 

142,000 

301,000 

75,900 

120,300 

156,200 

331,100 

89,700 

142,300 

184,600 

391,300 

117,400 

186,100 

241,500 

511,600 

138,000 

218,900 

284,100 

601,900 

172,600 

273,600 

355,200 

752,400 

備    考  準備、練習又は後片付けのために使用する場合の使用料は、この表に定める入場料を徴

収しない場合の使用料の70パーセントに相当する額とする。 

(2) 大ホールの使用料（２階席を除く使用の場合） 

使 用 時 間 使   用   料（円） 収 容 人 員 

入場料を

徴収しな

い場合 

入場料を徴収する場合 

入 場 料 が

3,000 円 以

下の場合 

入 場 料 が

3,001 円 以

上 5,000 円

以下の場合 

入 場 料 が

5,001 円 以

上 7,000 円

以下の場合 

入 場 料 が

7,001 円 以

上 9,000 円

以下の場合 

入 場 料 が

9,001 円 以

上の場合 

平 日 午前 

午後 

夜間 

全日 

32,200 

57,200 

80,000 

163,900 

35,400 

62,800 

87,900 

180,200 

41,900 

74,300 

104,000 

213,000 

54,700 

97,200 

136,000 

278,500 

64,400 

114,400 

159,900 

327,600 

80,500 

143,000 

200,100 

409,600 

1,136人（オ

ーケストラ

ピットを使

用する場合

は1,054人、

花道を使用

する場合は

1,116人） 

土 曜

日、日

曜日及

び休日 

午前 

午後 

夜間 

全日 

48,300 

76,600 

99,500 

210,700 

53,200 

84,200 

109,300 

231,700 

62,700 

99,600 

129,300 

273,900 

82,200 

130,200 

169,100 

358,100 

96,600 

153,300 

198,800 

421,300 

120,900 

191,500 

248,600 

526,700 

(3) 小ホールの使用料 

使 用 時 間 使   用   料（円） 収 容 人 員 

入場料を

徴収しな

い場合 

入場料を徴収する場合 

入場料が1,000

円以下の場合 

入場料が1,001

円以上3,000円

以下の場合 

入場料が3,001

円以上5,000円

以下の場合 

入場料が5,001

円以上の場合 

平 日 午前 

午後 

夜間 

全日 

5,790 

10,300 

14,100 

27,300 

6,090 

10,800 

14,800 

28,600 

6,380 

11,300 

15,500 

29,900 

12,500 

22,300 

30,700 

58,900 

16,500 

29,200 

40,000 

77,100 

300人 

土 曜

日、日

曜日及 

午前 

午後 

夜間 

8,210 

15,100 

21,400 

8,620 

15,800 

22,500 

9,030 

16,700 

23,600 

17,800 

32,800 

46,400 

23,200 

42,900 

60,700 
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び休日 全日 40,700 42,800 44,800 88,300 115,400  

備    考 １ 準備、練習又は後片付けのために使用する場合（２に規定する練習を目的として使用

する場合を除く｡)の使用料は、この表に定める入場料を徴収しない場合の使用料の70パ

ーセントに相当する額とする。 

２ 練習を目的として使用する場合（引き続き練習以外の目的で使用する場合及び引き続

き、又は同時に練習以外の目的で大ホールを使用する場合を除く｡)の使用料は、この表

に定める入場料を徴収しない場合の使用料の30パーセントに相当する額とする。 

(4) 会議室及び楽屋の使用料 

区   分 使 用 時 間 使 用 料（円） 収 容 人 員 等 

会議室 談 話 室 （ Ａ ） 午    前 

午後又は夜間 

全    日 

8,530 

11,300 

28,500 

収容人員（応接セット使用） ６人 

２階 33平方メートル 

談 話 室 （ Ｂ ） 午    前

午後又は夜間

全    日 

5,790 

7,520 

19,200 

収容人員（円卓、いす使用） 10人 

２階 36平方メートル 

第 １ 会 議 室 午    前 

午後又は夜間 

全    日 

4,080 

5,310 

13,700 

収容人員（机、いす使用） 42人 

２階 57平方メートル 

第 ２ 会 議 室 

第 ３ 会 議 室 

第 ４ 会 議 室 

午    前 

午後又は夜間 

全    日 

2,920 

3,690 

9,820 

収容人員（机、いす使用） 24人 

第２会議室 ２階 51平方メートル 

第３会議室 ２階 51平方メートル 

第４会議室 ２階 43平方メートル 

楽 屋 第 １ 楽 屋 午    前 

午後又は夜間 

全    日 

2,400 

3,690 

9,410 

３畳和室付き 

化粧台 ２ 

地下１階 26平方メートル 

第 ２ 楽 屋 

第 ３ 楽 屋 

午    前 

午後又は夜間 

全    日 

2,400 

3,690 

9,410 

化粧台 ７ 

第２楽屋 地下１階 23平方メートル 

第３楽屋 地下１階 22平方メートル 

第 ４ 楽 屋 午    前 

午後又は夜間 

全    日 

2,920 

4,530 

11,100 

化粧台 10 

地下１階 33平方メートル 

リ ハ ー サ ル 室 

（兼大部屋） 

午    前 

午後又は夜間 

全    日 

3,790 

5,740 

13,400 

地下１階 119平方メートル 

小ホール 第１楽屋 

小ホール 第２楽屋 

午前、午後又

は夜間 

全    日 

2,750 

 

6,990 

化粧台 ５ 

中３階 21平方メートル 

第 １ 浴 室 

第 ２ 浴 室 

午前、午後又

は夜間 

全    日 

1,780 

 

3,570 

地下１階 ５平方メートル 

(5) ギャラリーの使用料 

区   分 使 用 時 間 使 用 料（円） 区   割   等 

入場料を徴収しない場

合 

入場料を徴収する場

合 

ギャラリー（Ａ） 午前９時から

午後５時まで 

2,440（１区割当たり） 3,840（１区割当たり） 12区割  

３階 579平方メートル 

ギャラリー（Ｂ） 午前９時から

午後５時まで 

2,440（１区割当たり） 3,840（１区割当たり） ８区割 

３階 412平方メートル 

備     考 準備又は後片付けのために使用する場合の使用料は、この表に定める入場料を徴収し

ない場合の使用料の70パーセントに相当する額とする。 
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注 １ 「入場料」とは、名称のいかんを問わず、１回の入場の対価として徴収する１人当たりの金額をいい、

その金額に区分がある場合は、その最高の金額をもつて入場料とする。 

２ 「午前」とは午前９時から正午までを､｢午後」とは午後１時から午後５時までを､｢夜間」とは午後６

時から午後10時までを､｢全日」とは午前９時から午後10時までをいう。 

３ 「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第３条に規定する休日をいう。 

４ 施設を使用する時間がこの表に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。 

５ あらかじめ承認された使用時間を超過して使用する場合の超過時間の使用料は、１時間を単位として、

使用料の時間割計算による額の120パーセントに相当する額とする。この場合において、１時間に満たな

い時間は、１時間とする。 

６ １回の使用に係る使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定（第８条に係る場合に限る｡)は、この条例の施行の日以後に使用の承認を受ける者につ

いて適用し、同日前に使用の承認を受けている者については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表の規定（第15条に係る場合に限る｡)は、この条例の施行の日以後における使用に係る料金につ

いて適用し、同日前における使用に係る料金については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第15号 

新潟県立自然科学館条例の一部を改正する条例 

新潟県立自然科学館条例（昭和56年新潟県条例第48号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改

正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（入館料） 

第６条 自然科学館に観覧のため入館しようとする

者は、次の表に掲げる入館料を納めなければなら

ない。 

区   分 個人 

 

団体（20人以上の場

合に限る｡) 

（略） 

その他（学齢に達

しない者を除く｡) 

570円 １人につき460円 

  

（定期入館料） 

第７条 前条の規定にかかわらず、次の表に掲げる

定期入館料を納めた者は、６か月間に限り、規則

で定めるところにより交付する定期入館券を提示

して、観覧のため入館することができる。 

区    分 定 期 入 館 料 

小 学 校 の 児 童 

中 学 校 の 生 徒 

中等教育学校の前

期課程の生徒 

410円 

その他（学齢に達

しない者を除く｡) 

2,260円 

 

（プラネタリウム観覧料） 

第９条 プラネタリウムを観覧しようとする者は、

前３条に規定する入館料のほか、次の表に掲げる

観覧料を納めなければならない。 

区    分 観  覧  料 

（略） 

その他（学齢に達

しない者を除く｡) 

210円 

  

（入館料） 

第６条 自然科学館に観覧のため入館しようとする

者は、次の表に掲げる入館料を納めなければなら

ない。 

区   分 個人 

 

団体（20人以上の場

合に限る｡) 

（略） 

その他（学齢に達

しない者を除く｡) 

550円 １人につき450円 

  

（定期入館料） 

第７条 前条の規定にかかわらず、次の表に掲げる

定期入館料を納めた者は、６か月間に限り、規則

で定めるところにより交付する定期入館券を提示

して、観覧のため入館することができる。 

区    分 定 期 入 館 料 

小 学 校 の 児 童 

中 学 校 の 生 徒 

中等教育学校の前

期課程の生徒 

400円 

その他（学齢に達

しない者を除く｡) 

2,200円 

 

（プラネタリウム観覧料） 

第９条 プラネタリウムを観覧しようとする者は、

前３条に規定する入館料のほか、次の表に掲げる

観覧料を納めなければならない。 

区    分 観  覧  料 

（略） 

その他（学齢に達

しない者を除く｡) 

200円 

  

附 則 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第16号 

新潟県立歴史博物館条例の一部を改正する条例 

新潟県立歴史博物館条例（平成12年新潟県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改

正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第３条関係） 

区   分 観 覧 料 

個人 

 

団体（20人以上

の団体に限る｡) 

（略） 

その他（学齢に達し

ない者並びに小学校、

中学校、中等教育学

校の前期課程並びに

特別支援学校の小学

部及び中学部の児童

及び生徒を除く｡) 

510円 （略） 

 

別表第２（第８条関係） 

区   分 使 用 時 間 施設使用料 

研修室 全面

使用 

午前９時から

正午まで 

3,900円 

午後１時から

午後５時まで 

5,240円 

午前９時から

午後５時まで 

9,150円 

半面

使用 

午前９時から

正午まで 

1,950円 

午後１時から

午後５時まで 

2,620円 

午前９時から

午後５時まで 

4,570円 

講    堂 午前９時から

正午まで 

11,000円 

午後１時から

午後５時まで 

14,700円 

午前９時から

午後５時まで 

25,700円 

  

別表第１（第３条関係） 

区   分 観 覧 料 

個人 

 

団体（20人以上

の団体に限る｡) 

（略） 

その他（学齢に達し

ない者並びに小学校、

中学校、中等教育学

校の前期課程並びに

特別支援学校の小学

部及び中学部の児童

及び生徒を除く｡) 

500円 （略） 

  

別表第２（第８条関係） 

区   分 使 用 時 間 施設使用料 

研修室 全面

使用 

午前９時から

正午まで 

3,800円 

午後１時から

午後５時まで 

5,100円 

 

午前９時から

午後５時まで 

8,900円 

 

半面

使用 

午前９時から

正午まで 

1,900円 

 

午後１時から

午後５時まで 

2,550円 

 

午前９時から

午後５時まで 

4,450円 

 

講    堂 午前９時から

正午まで 

10,700円 

 

午後１時から

午後５時まで 

14,300円 

 

午前９時から

午後５時まで 

25,000円 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受ける者について適用し、同日前に使

用の許可を受けている者については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第17号 

新潟県関岬キャンプ場条例の一部を改正する条例 

新潟県関岬キャンプ場条例（平成７年新潟県条例第22号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第６条、第９条、第16条関係） 

区分 単位 使用料 

オートキャンプ

サイト 

１サイト１夜

につき 

9,260円 

一般キャンプサ

イト 

１サイト１夜

につき 

4,630円 

シャワー １回につき 310円 

備考 （略） 

別表（第６条、第９条、第16条関係） 

区分 単位 使用料 

オートキャンプ

サイト 

１サイト１夜

につき 

9,000円 

一般キャンプサ

イト 

１サイト１夜

につき 

4,500円 

シャワー １回につき 300円 

 備考 （略） 

附 則 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

 

新潟県条例第18号 

新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例の一部を改正する条例 

新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例（平成17年新潟県条例第97号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（公表） 

第14条 知事は、次の各号に掲げるときは、当該各

号に定める事項を公表することができる。 

(1) （略） 

(2) 知事が、法第18条の19の規定による命令をし

たとき 基準に適合しない作業が行われている

旨 

(3)・(4) （略） 

（公表） 

第14条 知事は、次の各号に掲げるときは、当該各

号に定める事項を公表することができる。 

(1) （略） 

(2) 知事が、法第18条の18の規定による命令をし

たとき 基準に適合しない作業が行われている

旨 

(3)・(4) （略） 

附 則 

 この条例は、大気汚染防止法の一部を改正する法律（平成25年法律第58号）の施行の日又はこの条例の公布の

日のいずれか遅い日から施行する。 
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新潟県条例第19号 

新潟県防災会議条例の一部を改正する条例 

新潟県防災会議条例（昭和37年新潟県条例第42号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（委員及び専門委員） 

第２条 知事の部内の職員のうちから指名される委

員、市町村長及び消防機関の長のうちから任命さ

れる委員、指定公共機関又は指定地方公共機関の

役員又は職員のうちから任命される委員並びに自

主防災組織を構成する者又は学識経験のある者の

うちから任命される委員の定数は、それぞれ16人

以内、４人以内、23人以内及び10人以内とする。 

２～４ （略） 

（委員及び専門委員） 

第２条 知事の部内の職員のうちから指名される委

員、市町村長及び消防機関の長のうちから任命さ

れる委員、指定公共機関又は指定地方公共機関の

役員又は職員のうちから任命される委員並びに自

主防災組織を構成する者又は学識経験のある者の

うちから任命される委員の定数は、それぞれ16人

以内、４人以内、20人以内及び10人以内とする。 

２～４ （略） 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第20号 

新潟県保健環境科学研究所等使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

新潟県保健環境科学研究所等使用料及び手数料条例（昭和43年新潟県条例第７号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

  別表第１（第２条関係） 

区分 試験、検査等

の種類 

使用料等の額 

単位 料金（円） 

１ 臨

床検

査 

検査及びエ

ックス線診断 

（略） 健康保険法（大

正11年法律第70

号）の規定によ

る療養の給付に

要する費用の額

の算定方法（以

下「健康保険法

の規定による算

定方法」とい

う｡)により算定

した額の10分の

８（実費又は健

康保険法の規定

による算定方法

に基づく使用薬

剤の薬価及び特

定保険医療材料

の材料価格（以

下「薬価等」と

いう｡)に係る部

分については、

10分の10）に相

当する額に100

分の108を乗じ

て得た額（その

額に、５円未満

の端数があると

きはこれを切り

捨て、５円以上

10円未満の端数

があるときはこ

れを10円に切り

上げる｡) 

（略） 

４ 飲

料水

の水

質試

験 

(1) 飲用井戸

等の水質試

験 

(2)・(3) 

（略） 

（略） 

 

 

（略） 

16,300 

 

 

（略） 

別表第１（第２条関係） 

区分 試験、検査等

の種類 

使用料等の額 

単位 料金（円） 

１ 臨

床検

査 

検査及びエ

ックス線診断 

（略） 健康保険法（大

正11年法律第70

号）の規定によ

る療養の給付に

要する費用の額

の算定方法（以

下「健康保険法

の規定による算

定方法」とい

う｡)により算定

した額の10分の

８（実費又は健

康保険法の規定

による算定方法

に基づく使用薬

剤の薬価及び特

定保険医療材料

の材料価格（以

下「薬価等」と

いう｡)に係る部

分については、

10分の10）に相

当する額に100

分の105を乗じ

て得た額（その

額に、５円未満

の端数があると

きはこれを切り

捨て、５円以上

10円未満の端数

があるときはこ

れを10円に切り

上げる｡) 

（略） 

４ 飲

料水

の水

質試

験 

(1) 飲用井戸

等の水質試

験 

(2)・(3) 

（略） 

（略） 

 

 

（略） 

16,200 

 

 

（略） 
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（略） 

13 文

書料 

試 験 成 績

書、検査成績

書、診断書及

び証明書 

（略） 1,620 

 備考 （略） 

 

別表第２（第２条関係） 

適用対象者 検査の種

類 

使用料等の額 

単位 料金 

１ 防疫関

係検査 

(1)～(4) 

   （略） 

 

細菌学

的検査 

１ 顕微

鏡検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

健康保険法の規

定による算定方

法により算定し

た額の1,000分

の615（実費等に

係る部分につい

ては、10分の10）

に相当する額に

100分の108を乗

じて得た額（そ

の額に、５円未

満の端数がある

ときはこれを切

り捨て、５円以

上10円未満の端

数があるときは

これを10円に切

り上げる｡) 

（略） 

２ 結核関

係検査 

(1)・(2) 

   （略） 

（略） （略） 健康保険法の規

定による算定方

法により算定し

た額の100分の

71（実費等に係

る部分について

は、10分の10）

に相当する額に

100分の108を乗

じて得た額（そ

の額に、５円未

満の端数がある

ときはこれを切

り捨て、５円以

上10円未満の端

数があるときは

これを10円に切

り上げる｡) 

  

（略） 

13 文

書料 

試 験 成 績

書、検査成績

書、診断書及

び証明書 

（略） 1,580 

 備考 （略） 

 

別表第２（第２条関係） 

適用対象者 検査の種

類 

使用料等の額 

単位 料金 

１ 防疫関

係検査 

(1)～(4) 

   （略） 

細菌学

的検査 

１ 顕微

鏡検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

健康保険法の規

定による算定方

法により算定し

た額の1,000分

の615（実費等に

係る部分につい

ては、10分の10）

に相当する額に

100分の105を乗

じて得た額（そ

の額に、５円未

満の端数がある

ときはこれを切

り捨て、５円以

上10円未満の端

数があるときは

これを10円に切

り上げる｡) 

（略） 

２ 結核関

係検査 

(1)・(2) 

   （略） 

（略） （略） 健康保険法の規

定による算定方

法により算定し

た額の100分の

71（実費等に係

る部分について

は、10分の10）

に相当する額に

100分の105を乗

じて得た額（そ

の額に、５円未

満の端数がある

ときはこれを切

り捨て、５円以

上10円未満の端

数があるときは

これを10円に切

り上げる｡) 
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附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第21号 

新潟ユニゾンプラザ条例の一部を改正する条例 

新潟ユニゾンプラザ条例（平成８年新潟県条例第８号）の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第８条、第15条関係） 

(1) 多目的ホールの使用料 

使 用 時 間 使   用   料（円） 

入場料を徴収し

ない場合 

入 場 料 を 徴 収 す る 場 合 

入場料が3,000

円未満の場合 

入場料が3,000

円以上5,000円

未満の場合 

入場料が5,000

円以上の場合 

平     日 午     前 

午     後 

夜     間 

全     日 

19,300 

26,200 

28,300 

66,400 

21,300 

29,300 

31,500 

73,900 

27,100 

36,700 

39,800 

93,200 

31,000 

42,000 

45,100 

106,100 

日曜日、土曜日

及び祝日 

午     前 

午     後 

夜     間 

全     日 

29,000 

38,800 

42,000 

99,700 

32,000 

43,000 

46,200 

110,800 

40,600 

54,500 

58,700 

139,800 

46,500 

61,800 

67,100 

159,200 

(2) 会議室、研修室等の使用料 

区        分 使 用 時 間 使 用 料（円） 

大 研 修 室 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

18,800 

25,000 

21,900 

59,100 

大 会 議 室 全 面 使 用 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

16,300 

21,600 

18,900 

51,100 

分 割 使 用 （ 西 側 ） 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

9,150 

12,200 

10,700 

28,900 

分 割 使 用 （ 東 側 ） 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

10,700 

14,300 

12,500 

33,800 

中 研 修 室 全 面 使 用 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

14,500 

19,300 

16,900 

45,700 

分 割 使 用 （ 南 側 ） 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

7,920 

10,600 

9,260 

25,000 

分 割 使 用 （ 北 側 ） 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

8,740 

11,600 

10,200 

27,500 
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小 研 修 室 １ 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

5,760 

7,610 

6,690 

18,100 

小 研 修 室 ２ 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

7,100 

9,460 

8,230 

22,300 

小 研 修 室 ３ 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

6,990 

9,360 

8,230 

22,100 

小 研 修 室 ４ 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

5,450 

7,300 

6,380 

17,200 

特 別 会 議 室 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

13,500 

18,000 

15,700 

42,500 

介 護 実 習 室 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

7,920 

10,600 

9,260 

25,000 

調 理 実 習 室 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

5,760 

7,410 

6,580 

17,800 

講 師 控 室 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

3,090 

4,010 

3,600 

9,670 

応 接 室 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

4,110 

5,250 

4,730 

12,700 

楽 屋 １ 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

2,620 

2,620 

2,620 

7,090 

楽 屋 ２ 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

2,620 

2,620 

2,620 

7,090 

和 室 午         前 

午         後 

夜         間 

全         日 

2,880 

3,810 

3,390 

9,050 

注 １ 「入場料」とは、名称のいかんを問わず、１回の入場の対価として徴収する１人当たりの金額をいい、

その金額に区分がある場合は、その最高の金額をもって入場料とする。 
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２ 「午前」とは午前９時から正午までを､｢午後」とは午後１時から午後５時までを､｢夜間」とは午後５

時30分から午後９時までを､｢全日」とは午前９時から午後９時までをいう。 

   ３ 施設を使用する時間がこの表に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。 

   ４ あらかじめ承認された使用時間を超過して使用する場合の超過時間の使用料は、１時間を単位として、

この表に定める額の時間割計算による額の120パーセントに相当する額とする。 

   ５ 準備又は練習のために多目的ホールを使用する場合の使用料は、この表に定める入場料を徴収しない

場合の額の70パーセントに相当する額とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定（第８条に係る場合に限る｡)は、この条例の施行の日以後に使用の承認を受ける者につ

いて適用し、同日前に使用の承認を受けている者については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表の規定（第15条に係る場合に限る｡)は、この条例の施行の日以後における使用に係る料金につ

いて適用し、同日前における使用に係る料金については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第22号 

新潟県薬事法施行条例及び新潟県手数料条例の一部を改正する条例 

（新潟県薬事法施行条例の一部改正） 

第１条 新潟県薬事法施行条例（平成12年新潟県条例第24号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この条において「移動号」という｡)に対応する同

表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この条において「移動後号」という｡)が存在する場合に

は当該移動号を当該移動後号とし、移動号に対応する移動後号が存在しない場合には当該移動号（以下この条

において「削除号」という｡)を削る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除号を除く。以下この条において「改正部分」

という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示を除く。以下この条において「改正後

部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が

存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部

分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
（事務処理の特例） 

第３条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の17の２第１項の規定に基づき、法及び法の施

行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる

もの（専ら動物のために使用されることが目的と

されている医薬品、医薬部外品又は医療機器に係

るものを除く｡)は、新潟市が処理することとする。 

(1)～(4) （略） 

(5) 法第24条第２項の規定による許可の更新（法

第25条第３号の許可に係るもの及び薬事法の一

部を改正する法律（平成18年法律第69号）附則

第８条の規定により引き続き薬種商販売業を営

む者に係るものに限る。第７号において同じ｡) 

 

 

 

(6)～(10) （略） 

(11) 法第40条第１項及び第２項において準用す

る法第10条第１項の規定による休廃止等の届出

の受理 

(12)・(13) （略） 

(14) 法第70条第１項の規定による命令（医薬品

の販売業者（法第31条に規定する配置販売業者

を除く｡)及び法第39条第１項又は法第39条の３

第１項の医療機器の販売業者又は賃貸業者に係

るものに限る｡) 

 

 

(15)～(21) （略） 

(22) 政令第44条の規定による許可証の交付（法

第25条第２号の許可に係るものを除く。次号か

ら第27号までにおいて同じ｡) 

(23)～(27) （略） 

(28) 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

（平成21年政令第２号。以下「改正政令」とい

（事務処理の特例） 

第３条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の17の２第１項の規定に基づき、法及び法の施

行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる

もの（専ら動物のために使用されることが目的と

されている医薬品、医薬部外品又は医療機器に係

るものを除く｡)は、新潟市が処理することとする。 

(1)～(4) （略） 

(5) 法第24条第２項の規定による許可の更新（法

第25条第３号の許可に係るもの並びに薬事法の

一部を改正する法律（平成18年法律第69号。以

下「改正法」という｡)附則第５条の規定により

引き続きその業務を行う既存薬種商及び改正法

附則第８条の規定により引き続き薬種商販売業

を営む者に係るものに限る。第７号において同

じ｡) 

(6)～(10) （略） 

(11) 法第40条第１項及び第２項において準用す

る法第10条の規定による休廃止等の届出の受理 

 

(12)・(13) （略） 

(14) 法第70条第１項の規定による命令（政令第

３条第３号に規定する薬局製造販売医薬品（以

下「薬局製造販売医薬品」という｡)の製造販売

業者及び製造業者、医薬品の販売業者（法第31

条に規定する配置販売業者を除く｡)並びに法第

39条第１項又は法第39条の３第１項の医療機器

の販売業者又は賃貸業者に係るものに限る｡) 

(15)～(21) （略） 

(22) 政令第44条第１項の規定による許可証の交

付（法第25条第２号の許可に係るものを除く。

次号から第27号までにおいて同じ｡) 

(23)～(27) （略） 

(28) 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

（平成21年政令第２号。以下「改正政令」とい
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う｡)附則第３条の規定によりなおその効力を有

することとされる改正政令第１条の規定による

改正前の政令（以下「旧令」という｡)第45条第

１項の規定による許可証の書換え交付 

 

 

(29) 改正政令附則第３条の規定によりなおその

効力を有することとされる旧令第46条第１項の

規定による許可証の再交付 

 

 

(30) 改正政令附則第３条の規定によりなおその

効力を有することとされる旧令第46条第３項の

規定による許可証の返納の受理 

 

 

(31) 改正政令附則第３条の規定によりなおその

効力を有することとされる旧令第47条の規定に

よる許可証の返納の受理 

 

 

(32) 改正政令附則第３条の規定によりなおその

効力を有することとされる旧令第48条の規定に

よる許可台帳の備付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

(33) （略） 

 

 

 

 

(34) 薬事法施行規則等の一部を改正する省令

（平成26年厚生労働省令第８号）附則第９条第

１項、第２項、第４項及び第５項の規定による

届出等の受理 

(35) （略） 

(36) （略） 

 

別表（第２条関係） 

手数料を納めなければならない者 手数料の額 
 
（略） 
  
２ 法第４条第４項に規定する薬

局開設の許可の更新を受けよう

とする者 

（略） 

  

う｡)附則第３条の規定によりなおその効力を有

することとされる改正政令第１条の規定による

改正前の政令（以下「旧令」という｡)第45条第

１項及び改正政令附則第４条の規定によりなお

その効力を有することとされる旧令第45条第１

項の規定による許可証の書換え交付 

(29) 改正政令附則第３条の規定によりなおその

効力を有することとされる旧令第46条第１項及

び改正政令附則第４条の規定によりなおその効

力を有することとされる旧令第46条第１項の規

定による許可証の再交付 

(30) 改正政令附則第３条の規定によりなおその

効力を有することとされる旧令第46条第３項及

び改正政令附則第４条の規定によりなおその効

力を有することとされる旧令第46条第３項の規

定による許可証の返納の受理 

(31) 改正政令附則第３条の規定によりなおその

効力を有することとされる旧令第47条及び改正

政令附則第４条の規定によりなおその効力を有

することとされる旧令第47条の規定による許可

証の返納の受理 

(32) 改正政令附則第３条の規定によりなおその

効力を有することとされる旧令第48条及び改正

政令附則第４条の規定によりなおその効力を有

することとされる旧令第48条の規定による許可

台帳の備付け 

(33)  改正政令附則第４条の規定によりなおその

効力を有することとされる旧令第44条第１項の

規定による許可証の交付 

(34)  改正政令附則第５条の規定によりなおその

効力を有することとされる旧令第51条の規定に

よる認定 

(35) （略） 

(36) 改正省令附則第４条第１項の規定による届

出の受理 

(37) 改正省令附則第４条第２項の規定による届

出の受理 

(38) 改正省令附則第４条第３項の規定による変

更の届出の受理 

 

 

(39) （略） 

(40) （略） 

 

別表（第２条関係） 

手数料を納めなければならない者 手数料の額 
 
（略） 
  
２ 法第４条第２項に規定する薬

局開設の許可の更新を受けよう

とする者 

（略） 
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（略） 

４ 医薬品、医薬部外品、化粧品

又は医療機器（専ら動物のため

に使用されることが目的とされ

ているものを除く｡)（以下「医

薬品等」という｡)に係る法第12

条第１項に規定する製造販売業

の許可を受けようとする者 

(1)・(2) （略） 

(3) 政令第３条第３号に規定す

る薬局製造販売医薬品（以下

「薬局製造販売医薬品」とい

う｡)の製造販売に係る許可 

(4)～(9) （略） 

（略） 

（略） 

19の２ 法第36条の８第１項に規

定する試験を受けようとする者 

（略） 

19の３ 法第36条の８第２項に規

定する登録を受けようとする者 

（略） 

（略） 

36 改正政令附則第６条の規定に

よりなおその効力を有すること

とされる旧令第45条第１項に規

定する医薬品の販売業の許可証

の書換え交付を受けようとする

者 

（略） 

37 改正政令附則第６条の規定に

よりなおその効力を有すること

とされる旧令第46条第１項に規

定する医薬品の販売業の許可証

の再交付を受けようとする者 

 

（略） 

（略） 
  

（略） 

４ 医薬品、医薬部外品、化粧品

又は医療機器（専ら動物のため

に使用されることが目的とされ

ているものを除く｡)（以下「医

薬品等」という｡)に係る法第12

条第１項に規定する製造販売業

の許可を受けようとする者 

(1)・(2) （略） 

(3) 薬局製造販売医薬品の製造

販売に係る許可 

 

 

(4)～(9) （略） 

（略） 

（略） 

19の２ 法第36条の４第１項に規

定する試験を受けようとする者 

（略） 

19の３ 法第36条の４第２項に規

定する登録を受けようとする者 

（略） 

（略） 

36 改正政令附則第２条、第４条

又は第６条の規定によりなおそ

の効力を有することとされる旧

令第45条第１項に規定する医薬

品の販売業の許可証の書換え交

付を受けようとする者 

（略） 

37 改正政令附則第２条、第４条

又は第６条の規定によりなおそ

の効力を有することとされる旧

令第46条第１項に規定する医薬

品の販売業の許可証の再交付を

受けようとする者 

（略） 

（略） 
  

  
（新潟県手数料条例の一部改正） 

第２条 新潟県手数料条例（平成12年新潟県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  

別表（第３条関係） 

(1)～(4) （略） 

(5) 農林水産部関係 

 対象となる事務 名 称 区 分 金 額 

（略） 
     
31

の

２ 

 

 

薬事法第36条の

８第２項の規定

に基づく動物用

医薬品の販売従

事登録の申請に

 （略）  （略） 

別表（第３条関係） 

(1)～(4) （略） 

(5) 農林水産部関係 

 対象となる事務 名 称 区 分 金 額 

（略） 
     
31

の

２ 

 

 

薬事法第36条の

４第２項の規定

に基づく動物用

医薬品の販売従

事登録の申請に

 （略）  （略） 
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 対する審査 
      
（略） 
     
33

の

２ 

 

 

 
薬事法の一部を

改正する法律の

施行に伴う関係

政令の整備等及

び経過措置に関

する政令（平成

21年政令第２

号）附則第３条

又は第６条の規

定によりなおそ

の効力を有する

こととされる同

令第１条の規定

による改正前の

薬事法施行令

（以下「旧薬事

令」という｡)第

45条第１項の規

定に基づく動物

用医薬品の販売

業の許可証又は

動物用医薬品の

販売若しくは授

与の相手方の変

更の許可証の書

換え交付 

 

 
(略) 

 
（略） 

     
（略） 

(6)～(9) （略） 

 対する審査 
      
（略） 
     
33

の

２ 

 

 

 
薬事法の一部を

改正する法律の

施行に伴う関係

政令の整備等及

び経過措置に関

する政令（平成

21年政令第２

号）附則第２条

から第４条まで

又は第６条の規

定によりなおそ

の効力を有する

こととされる同

令第１条の規定

による改正前の

薬事法施行令

（以下「旧薬事

令」という｡)第

45条第１項の規

定に基づく動物

用医薬品の販売

業の許可証又は

動物用医薬品の

販売若しくは授

与の相手方の変

更の許可証の書

換え交付 

 
(略) 

 
（略） 

     
（略） 

(6)～(9) （略） 
  
附 則 

この条例は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律（平成25年法律第103号）の施行の日又はこの条例の公

布の日のいずれか遅い日から施行する。 
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新潟県条例第23号 

新潟県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例 

新潟県看護職員修学資金貸与条例（昭和39年新潟県条例第22号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下本則において「追加号」という｡)を加える。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加号を除く。以下本則において「改正後部分」と

いう｡)に対応する同表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下本則において「改正部分」という｡)が存在する

場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正

後部分を加える。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

  （趣旨） 

第１条 この条例は、県内において保健師、助産師、

看護師又は准看護師（以下「看護職員」という｡)

の業務（以下「業務」という｡)に従事する職員の

充足に資するため、県内の学校若しくは養成所に

在学する者で将来県内において看護職員の業務に

従事しようとするもの又は県内の大学院の修士課

程に在学する者で将来県内において看護職員の業

務に従事し、若しくは大学における看護に係る教

育（以下「教育」という｡)に従事しようとするも

のに対し、毎年度予算の範囲内で貸与する修学資

金について必要な事項を定めるものとする。 

 

（貸与） 

第２条 （略） 

２ 一般貸与は、県内に所在する第１号から第４号

までに掲げる学校若しくは養成所（以下「養成施

設」という｡)に在学している者であつて学業成績

が優秀で、経済的理由により修学に困難があり、

かつ、将来県内において業務に従事しようとする

もの又は看護に関する専門知識を修得するために

県内に所在する大学に置かれた第５号に掲げる県

内の大学院の修士課程（以下「大学院修士課程」

という｡)に在学し、かつ、県内において現に業務

に従事している者であつて将来県内において業務

若しくは教育に従事しようとするものに対して行

うものとする。 

(1)～(4) （略） 

(5) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第97条に

規定する大学院の看護に関する修士課程 

３ （略） 

 

（修学資金の額） 

第３条 修学資金の額は、次の表に定めるとおりと

する。 

区  分 修学資金の額（月額） 

一般貸与 特別貸与 

（略） 

看護に関する専

門知識を修得す 

50,000円  

（趣旨） 

第１条 この条例は、県内において保健師、助産師、

看護師又は准看護師（以下「看護職員」という｡)

の業務（以下「業務」という｡)に従事する職員の

充足に資するため、県内の学校又は養成所に在学

する者で将来県内において看護職員の業務に従事

しようとするものに対し、毎年度予算の範囲内で

貸与する修学資金について必要な事項を定めるも

のとする。 

 

 

 

 

（貸与） 

第２条 （略） 

２ 一般貸与は、県内に所在する次の各号に掲げる

学校又は養成所（以下「養成施設」という｡)に在

学している者であつて、学業成績が優秀で、経済

的理由により修学に困難があり、かつ、将来県内

において業務に従事しようとするものに対して行

うものとする。 

 

 

 

 

 

 

(1)～(4) （略） 

 

 

３ （略） 

 

（修学資金の額） 

第３条 修学資金の額は、次の表に定めるとおりと

する。 

区  分 修学資金の額（月額） 

一般貸与 特別貸与 

（略） 
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るために大学院

修士課程に在学

している者 

  

 

（貸与期間） 

第４条 修学資金を貸与する期間は、貸与決定の月

から卒業又は修了の月までとする。 

 

（返還の債務の当然免除） 

第７条 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該

当することとなつたときは、修学資金の返還の債

務を免除するものとする。 

(1) 養成施設に在学し一般貸与を受けた者にあつ

ては養成施設を卒業した日（当該養成施設を卒

業後引き続き他種の養成施設において修学した

場合は、これを卒業した日。以下この条におい

て同じ｡)から１年６月以内に看護職員の免許を

取得し、直ちに県内において業務に従事した場

合であつて、他種の養成施設における修学によ

り業務に従事できなかつた期間（以下「修学期

間」という｡)を除き、県内において業務に継続

して従事した期間が３年以上、大学院修士課程

に在学し一般貸与を受けた者にあつては大学院

修士課程を修了後、引き続き修了前から従事す

る施設において業務に従事し、又は直ちに当該

大学において教育に従事した場合であつて、当

該業務又は教育に継続して従事した期間が５年

以上であるとき。 

(2) （略） 

(3) 養成施設を卒業した日から１年６月以内に看

護職員の免許を取得し、直ちに県内（特別貸与

を受けた者にあつては、特定医療施設等）にお

いて業務に従事した場合又は大学院修士課程を

修了後、引き続き修了前から従事する施設にお

いて業務に従事し、若しくは直ちに当該大学に

おいて教育に従事した場合であつて、当該業務

又は教育に継続して従事している期間中に業務

若しくは教育に係る理由により死亡し、又は当

該業務若しくは教育に起因する心身の故障のた

め業務若しくは教育を継続することができなく

なつたとき。 

２ （略） 

 

（返還） 

第８条 修学資金は、修学生に次の各号のいずれか

に該当する理由が生じた場合には、その理由の生

じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受け

た期間（第６条第２項の規定により修学資金が、

貸与されなかつた期間を除く｡)に相当する期間（第

10条又は第11条の規定により返還債務の履行が猶

 

 

 

 

（貸与期間） 

第４条 修学資金を貸与する期間は、貸与決定の月

から卒業の月までとする。 

 

（返還の債務の当然免除） 

第７条 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該

当することとなつたときは、修学資金の返還の債

務を免除するものとする。 

(1) 一般貸与を受けた者にあつては、養成施設を

卒業した日（当該養成施設を卒業後引き続き他

種の養成施設において修学した場合は、これを

卒業した日。以下この条において同じ｡)から１

年６月以内に看護職員の免許を取得し、直ちに

県内において業務に従事した場合であつて、他

種の養成施設における修学により業務に従事で

きなかつた期間（以下「修学期間」という｡)を

除き、県内において業務に継続して従事した期

間が３年以上であるとき。 

 

 

 

 

 

 

(2) （略） 

(3) 養成施設を卒業した日から１年６月以内に看

護職員の免許を取得し、直ちに県内（特別貸与

を受けた者にあつては、特定医療施設等）にお

いて業務に従事した場合であつて、当該業務に

継続して従事している期間中に業務上の理由に

より死亡し、又は業務に起因する心身の故障の

ため業務を継続することができなくなつたとき。 

 

 

 

 

 

２ （略） 

 

（返還） 

第８条 修学資金は、修学生に次の各号のいずれか

に該当する理由が生じた場合には、その理由の生

じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受け

た期間（第６条第２項の規定により修学資金が、

貸与されなかつた期間を除く｡)に相当する期間（第

10条又は第11条の規定により返還債務の履行が猶
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予されたときは、この期間と当該猶予された期間

とを合算した期間）内に、月賦で又は一時に返還

しなければならない。 

(1)～(3) （略） 

(3)の２ 大学院修士課程を修了後、引き続き修了

前から従事する施設において業務に従事せず、

又は直ちに当該大学において教育に従事しなか

つたとき。 

(4) 返還の債務の当然免除を受ける前に業務外の

理由により死亡し、又は県内において業務に従

事しなくなつたとき（大学院修士課程に係る修

学資金を受けた者にあつては、大学院修士課程

を修了後、修了前から従事する施設における業

務又は当該大学において従事する教育外の理由

により死亡し、又は当該業務若しくは教育に従

事しなくなつたとき｡)。 

 

（返還の債務の裁量免除） 

第９条 知事は、修学生が次の各号の一に該当する

に至つたときは、貸与した修学資金のうち履行期

が到来していない部分に係る返還の債務の全部又

は一部を免除することができる。 

(1) 修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間

以上県内において業務に従事したとき（大学院

修士課程に係る修学資金を受けた者にあつては、

大学院修士課程を修了後、修了前に従事してい

た施設において業務に従事し、又は当該大学に

おいて教育に従事したとき｡)。 

(2) （略） 

  

（返還の当然猶予） 

第10条 知事は、修学生が次の各号の一に該当する

場合には、当該各号に掲げる理由が継続する期間

中において、修学資金の返還の債務の履行を猶予

することができる。 

(1) 第６条第１項の規定により修学資金の貸与を

停止された後も引き続き当該養成施設又は大学

院修士課程に在学しているとき。 

(2) （略） 

 

（返還の裁量猶予） 

第11条 知事は、修学生が次の各号の一に該当する

場合には、当該各号に掲げる理由が継続する期間

中において、履行期の到来していない修学資金の

返還の債務の履行を猶予することができる。 

(1) 第７条第１項第１号又は第２号に規定する場

合を除くほか、県内において業務に従事してい

るとき（大学院修士課程に係る修学資金を受け

た者にあつては、大学院修士課程を修了後、修

了前に従事していた施設において業務に従事し、

又は当該大学において教育に従事していると

予されたときは、この期間と当該猶予された期間

とを合算した期間）内に、月賦で又は一時に返還

しなければならない。 

(1)～(3) （略） 

 

 

 

 

(4) 返還の債務の当然免除を受ける前に業務外の

理由により死亡し、又は県内において業務に従

事しなくなつたとき。 

 

 

 

 

 

 

（返還の債務の裁量免除） 

第９条 知事は、修学生が次の各号の一に該当する

に至つたときは、貸与した修学資金のうち履行期

が到来していない部分に係る返還の債務の全部又

は一部を免除することができる。 

(1) 修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間

以上県内において業務に従事したとき。 

 

 

 

 

(2) （略） 

  

（返還の当然猶予） 

第10条 知事は、修学生が次の各号の一に該当する

場合には、当該各号に掲げる理由が継続する期間

中において、修学資金の返還の債務の履行を猶予

することができる。 

(1) 第６条第１項の規定により修学資金の貸与を

停止された後も引き続き当該養成施設に在学し

ているとき。 

(2) （略） 

 

（返還の裁量猶予） 

第11条 知事は、修学生が次の各号の一に該当する

場合には、当該各号に掲げる理由が継続する期間

中において、履行期の到来していない修学資金の

返還の債務の履行を猶予することができる。 

(1) 第７条第１項第１号又は第２号に規定する場

合を除くほか、県内において業務に従事してい

るとき。 
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き｡)。 

(2) （略） 

 

(2) （略） 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（新潟県看護職員臨時修学資金貸与条例の一部改正） 

２ 新潟県看護職員臨時修学資金貸与条例（平成22年新潟県条例第40号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（貸与） 

第２条 （略） 

２ 臨時一般貸与は、新潟県看護職員修学資金貸与

条例（昭和39年新潟県条例第22号。以下「基本貸

与条例」という｡)第２条第２項第１号から第４号

までに掲げる学校又は養成所（以下「養成施設」

という｡)に在学している者であって、学業成績が

優秀で、経済的理由により修学に困難があり、か

つ、将来県内において業務に従事しようとするも

のに対して行うものとする。 

３ （略） 

（貸与） 

第２条 （略） 

２ 臨時一般貸与は、新潟県看護職員修学資金貸与

条例（昭和39年新潟県条例第22号。以下「基本貸

与条例」という｡)第２条第２項各号に掲げる学校

又は養成所（以下「養成施設」という｡)に在学し

ている者であって、学業成績が優秀で、経済的理

由により修学に困難があり、かつ、将来県内にお

いて業務に従事しようとするものに対して行うも

のとする。 

３ （略） 

 

 

新潟県条例第24号 

新潟県介護保険法関係手数料条例の一部を改正する条例 

新潟県介護保険法関係手数料条例（平成10年新潟県条例第33号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 

手数料を納めなけれ

ばならない者 

名   称 手数料の額 

（略） 

２ 法第69条の２第

１項の規定により

介護支援専門員実

務研修を受けよう

とする者 

介護支援専

門員実務研

修事務手数

料 

１件につき 

13,100円 

（略） 

 備考 （略） 

別表（第２条関係） 

手数料を納めなけれ

ばならない者 

名   称 手数料の額 

（略） 

２ 法第69条の２第

１項の規定により

介護支援専門員実

務研修を受けよう

とする者 

介護支援専

門員実務研

修事務手数

料 

１件につき 

13,000円 

（略） 

 備考 （略） 

附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第25号 

新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター条例の一部を改正する条例 

新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター条例（平成13年新潟県条例第96号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改

正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

  別表第１（第６条、第９条、第16条関係） 

区     分 単位 使用料 

会 議 室 （略） 310円 

大 研 修 室 1,240円 

小 研 修 室 620円 

栄 養 実 習 室 1,240円 

フィット

ネスホー

ル 

一     般 （略） 260円 

生  徒  等 （略） 

１月券

による

使用 

一 般 （略） 2,060円 

生徒等 820円 

温 水 プ ー ル （略） 460円 

 備考 （略） 

 

別表第２（第８条、第９条、第16条関係） 

名 称 内容 単位 使 用 料 

体

力

測

定 

総合コー

ス 

（略） （略） 一 般 5,140円 

生徒等 2,570円 

ハイパワ

ーコース 

（略） 一 般 2,980円 

生徒等 1,490円 

ミドルパ

ワーＡコ

ース 

（略） 一 般 3,290円 

生徒等 1,650円 

ミドルパ

ワーＢコ

ース 

（略） 一 般 3,910円 

生徒等 1,950円 

ローパワ

ーコース 

（略） 一 般 3,600円 

生徒等 1,800円 

動 作 分 析 （略） 一 般 5,140円 

生徒等 2,570円 

生活習慣しっ

かり改善コー

ス 

（略） （略） 23,660円 

 備考 （略） 

 

別表第４（第９条、第16条関係） 

区  分 単 位 手 数 料 

文書 普通の

もの 

（略） 1,620円 

 

複雑な

もの 

3,780円 

 

特殊な 5,400円 

別表第１（第６条、第９条、第16条関係） 

区     分 単位 使用料 

会 議 室 （略） 100円 

大 研 修 室 400円 

小 研 修 室 200円 

栄 養 実 習 室 400円 

フィット

ネスホー

ル 

一     般 （略） 250円 

生  徒  等 （略） 

１月券

による

使用 

一 般 （略） 2,000円 

生徒等 800円 

温 水 プ ー ル （略） 450円 

 備考 （略） 

 

別表第２（第８条、第９条、第16条関係） 

名 称 内容 単位 使 用 料 

体

力

測

定 

総合コー

ス 

（略） （略） 一 般 5,000円 

生徒等 2,500円 

ハイパワ

ーコース 

（略） 一 般 2,900円 

生徒等 1,450円 

ミドルパ

ワーＡコ

ース 

（略） 一 般 3,200円 

生徒等 1,600円 

ミドルパ

ワーＢコ

ース 

（略） 一 般 3,800円 

生徒等 1,900円 

ローパワ

ーコース 

（略） 一 般 3,500円 

生徒等 1,750円 

動 作 分 析 （略） 一 般 5,000円 

生徒等 2,500円 

生活習慣しっ

かり改善コー

ス 

（略） （略） 23,000円 

 備考 （略） 

 

別表第４（第９条、第16条関係） 

区  分 単 位 手 数 料 

文書 普通の

もの 

（略） 1,580円 

複雑な

もの 

3,680円 

特殊な 5,250円 
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 もの   

 備考 （略） 

 もの   

 備考 （略） 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、この条例の施行の日以後における使用又は利用に係る使用料につ

いて適用し、同日前における使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

新潟県条例第26号 

新潟県立環境と人間のふれあい館条例の一部を改正する条例 

新潟県立環境と人間のふれあい館条例（平成13年新潟県条例第18号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改

正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第８条関係） 

区 分 使 用 時 間 施設使用料 

研修室 

 

午前９時から正午まで 3,500円 

（略） 

午前９時から午後５時

まで 

8,200円 

 

（略） 

  

別表（第８条関係） 

区 分 使 用 時 間 施設使用料 

研修室 

 

午前９時から正午まで 3,400円 

（略） 

午前９時から午後５時

まで 

8,000円 

 

（略） 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前におけ

る使用に係る使用料については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第27号 

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法

律の一部の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

（新潟県障害者リハビリテーションセンター条例の一部改正） 

第１条 新潟県障害者リハビリテーションセンター条例（昭和39年新潟県条例第11号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（設置等） 

第１条 （略） 

２ センターは、身体障害者を入所させ、法第５条

第１項に規定する障害福祉サービス（同条第７項

に規定する生活介護、同条第８項に規定する短期

入所、同条第10項に規定する施設入所支援、同条

第12項に規定する自立訓練及び同条第13項に規定

する就労移行支援に限る。以下「障害福祉サービ

ス」という｡)を行うとともに、診療を行う。 

（設置等） 

第１条 （略） 

２ センターは、身体障害者を入所させ、法第５条

第１項に規定する障害福祉サービス（同条第７項

に規定する生活介護、同条第８項に規定する短期

入所、同条第11項に規定する施設入所支援、同条

第13項に規定する自立訓練及び同条第14項に規定

する就労移行支援に限る。以下「障害福祉サービ

ス」という｡)を行うとともに、診療を行う。 

（新潟県あけぼの園条例の一部改正） 

第２条 新潟県あけぼの園条例（昭和39年新潟県条例第13号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。  

改 正 後 改 正 前 

（設置等） 

第１条 （略） 

２ あけぼの園は、法第５条第１項に規定する障害

福祉サービス（同条第７項に規定する生活介護、

同条第８項に規定する短期入所及び同条第10項に

規定する施設入所支援に限る。以下「障害福祉サ

ービス」という｡)を行う。 

（設置等） 

第１条 （略） 

２ あけぼの園は、法第５条第１項に規定する障害

福祉サービス（同条第７項に規定する生活介護、

同条第８項に規定する短期入所及び同条第11項に

規定する施設入所支援に限る。以下「障害福祉サ

ービス」という｡)を行う。   

（新潟県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正） 

第３条 新潟県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和42年新潟県条例第42号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

  （介護補償） 

第10条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を受け

る権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害

補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて

規則で定める程度のものにより、常時又は随時介

護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護

を受けている場合においては、介護補償として、

当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を

受ける場合に通常要する費用を考慮して知事が定

める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合に

は、その入院し、又は入所している期間について

は、介護補償は、行わない。 

(1) （略） 

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成17年法律第123号）第

５条第11項に規定する障害者支援施設（次号に

（介護補償） 

第10条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を受け

る権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害

補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて

規則で定める程度のものにより、常時又は随時介

護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護

を受けている場合においては、介護補償として、

当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を

受ける場合に通常要する費用を考慮して知事が定

める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合に

は、その入院し、又は入所している期間について

は、介護補償は、行わない。 

(1) （略） 

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成17年法律第123号）第

５条第12項に規定する障害者支援施設（次号に
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おいて「障害者支援施設」という｡)に入所して

いる場合（同条第７項に規定する生活介護（次

号において「生活介護」という｡)を受けている

場合に限る｡) 

(3) （略） 

おいて「障害者支援施設」という｡)に入所して

いる場合（同条第７項に規定する生活介護（次

号において「生活介護」という｡)を受けている

場合に限る｡) 

(3) （略） 

  （新潟県保健環境科学研究所等使用料及び手数料条例の一部改正） 

第４条 新潟県保健環境科学研究所等使用料及び手数料条例（昭和43年新潟県条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表第２（第２条関係） 

適 用 対 象 者 検査の

種類 

使用料等の額 

単位 料金 

１ 防疫関係検査 

(1)・(2) （略） 

(3) 児童福祉法（昭

和22年法律第164

号）第７条第１項

に規定する児童福

祉施設、身体障害

者福祉法（昭和24

年法律第283号）第

５条に規定する身

体障害者社会参加

支援施設、生活保

護法（昭和25年法

律第144号）第38

条第１項に規定す

る保護施設、老人

福祉法（昭和38年

法律第133号）第５

条の３に規定する

老人福祉施設及び

障害者の日常生活

及び社会生活を総

合的に支援するた

めの法律（平成17

年法律第123号）第

５条第11項に規定

する障害者支援施

設の収容者、入居

者及び職員 

(4) （略） 

（略） 

 

（略） 
 

別表第２（第２条関係） 

適 用 対 象 者 検査の

種類 

使用料等の額 

単位 料金 

１ 防疫関係検査 

(1)・(2) （略） 

(3) 児童福祉法（昭

和22年法律第164

号）第７条第１項

に規定する児童福

祉施設、身体障害

者福祉法（昭和24

年法律第283号）第

５条に規定する身

体障害者社会参加

支援施設、生活保

護法（昭和25年法

律第144号）第38

条第１項に規定す

る保護施設、老人

福祉法（昭和38年

法律第133号）第５

条の３に規定する

老人福祉施設及び

障害者の日常生活

及び社会生活を総

合的に支援するた

めの法律（平成17

年法律第123号）第

５条第12項に規定

する障害者支援施

設の収容者、入居

者及び職員 

(4) （略） 

（略） 

 

（略） 

  

（コロニーにいがた白岩の里条例の一部改正） 

第５条 コロニーにいがた白岩の里条例（昭和46年新潟県条例第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
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（設置等） 

第１条 （略） 

２ コロニーは、知的障害のある児童を入所させ、

これを保護するとともに、独立自活に必要な知識

技能を与え、及び18歳以上の知的障害者を入所さ

せ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律第５条第１項に規定する障害福

祉サービス（同条第７項に規定する生活介護、同

条第８項に規定する短期入所、同条第10項に規定

する施設入所支援及び同条第12項に規定する自立

訓練に限る。以下「障害福祉サービス」という｡)

を行い、並びに診療を行う。 

（設置等） 

第１条 （略） 

２ コロニーは、知的障害のある児童を入所させ、

これを保護するとともに、独立自活に必要な知識

技能を与え、及び18歳以上の知的障害者を入所さ

せ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律第５条第１項に規定する障害福

祉サービス（同条第７項に規定する生活介護、同

条第８項に規定する短期入所、同条第11項に規定

する施設入所支援及び同条第13項に規定する自立

訓練に限る。以下「障害福祉サービス」という｡)

を行い、並びに診療を行う。 

（新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部改正） 

第６条 新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例

第68号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（利益供与等の禁止） 

第47条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談

支援事業を行う者若しくは障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律第５条第

16項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相

談支援事業を行う者（次項において「障害児相談

支援事業者等」という｡)、障害福祉サービスを行

う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家

族に対して当該指定福祉型障害児入所施設を紹介

することの対償として、金品その他の財産上の利

益を供与してはならない。 

２ （略） 

（利益供与等の禁止） 

第47条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談

支援事業を行う者若しくは障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律第５条第

17項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相

談支援事業を行う者（次項において「障害児相談

支援事業者等」という｡)、障害福祉サービスを行

う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家

族に対して当該指定福祉型障害児入所施設を紹介

することの対償として、金品その他の財産上の利

益を供与してはならない。 

２ （略）  

（新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部改正） 

第７条 新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（平成24年新

潟県条例第70号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中章、節、条、項及び号の表示に下線が引かれた章、節、条、項及び号（以下この条に

おいて「移動章等」という｡)に対応する同表の改正後の欄中章、節、条、項及び号の表示に下線が引かれた章、

節、条、項及び号（以下この条において「移動後章等」という｡)が存在する場合には当該移動章等を当該移動

後章等とし、移動章等に対応する移動後章等が存在しない場合には当該移動章等（以下この条において「削除

章等」という｡)を削り、移動後章等に対応する移動章等が存在しない場合には当該移動後章等（以下この条に

おいて「追加章等」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（章、項及び号の表示並びに削除章等を除く。以下この条におい

て「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（章、節、条、項及び号の表示並

びに追加章等を除く。以下この条において「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改

正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対

応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

  目次 

第１章～第６章 （略） 

第７章 削除 

 

 

 

目次 

第１章～第６章 （略） 

第７章 共同生活介護 

第１節 基本方針（第125条） 

第２節 人員に関する基準（第126条・第127条） 

第３節 設備に関する基準（第128条） 
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第８章～第12章 （略） 

第13章 共同生活援助 

第１節～第３節 （略） 

第４節 運営に関する基準（第199条の２－第

202条） 

第５節 外部サービス利用型指定共同生活援助

の事業の基本方針並びに人員、設備及

び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第202

条の２・第202条の３） 

第２款 人員に関する基準（第202条の４・

第202条の５） 

第３款 設備に関する基準（第202条の６） 

第４款 運営に関する基準（第202条の７－

第202条の12） 

第14章 （略） 

第15章 削除 

 

第16章・第17章 （略） 

附則 

 

第５条 （略） 

２ 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事

業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若

しくは精神障害により行動上著しい困難を有する

障害者であって、常時介護を要するものが居宅に

おいて自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、当該障害者の身体その他の状況及

びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ

及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、

外出時における移動中の介護並びに生活等に関す

る相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を

適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

 

（従業者の員数） 

第６条 指定居宅介護の事業を行う者（以下この章、

第202条の２及び第202条の10第２項において「指

定居宅介護事業者」という｡)が当該事業を行う事

業所（以下この章において「指定居宅介護事業所」

という｡)ごとに置くべき従業者（指定居宅介護の

提供に当たる者として規則で定めるものをいう。

以下この節及び第４節において同じ｡)の員数及び

その算定の方法は、規則で定める。 

２ （略） 

  

（準用） 

第102条 第53条の規定は、指定短期入所の事業に

ついて準用する。 

 

（定員の遵守） 

第４節 運営に関する基準（第129条－第142条） 

第８章～第12章 （略） 

第13章 共同生活援助 

第１節～第３節 （略） 

第４節 運営に関する基準（第200条－第202条） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第14章 （略） 

第15章 一体型指定共同生活介護事業所等に関す

る特例（第205条・第206条） 

第16章・第17章 （略） 

附則 

 

第５条 （略） 

２ 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事

業は、重度の肢体不自由者であって常時介護を要

する障害者が居宅において自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう、当該障害者の

身体その他の状況及びその置かれている環境に応

じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗

濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介

護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生

活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うもの

でなければならない。 

 

 

（従業者の員数） 

第６条 指定居宅介護の事業を行う者（以下この章

において「指定居宅介護事業者」という｡)が当該

事業を行う事業所（以下この章において「指定居

宅介護事業所」という｡)ごとに置くべき従業者（指

定居宅介護の提供に当たる者として規則で定める

ものをいう。以下この節及び第４節において同じ｡)

の員数及びその算定の方法は、規則で定める。 

 

２ （略） 

 

（準用） 

第102条 第７条の規定は、指定短期入所の事業に

ついて準用する。 

 

（定員の遵守） 
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第110条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利用

者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所

を提供してはならない。ただし、災害、虐待その

他のやむを得ない事情がある場合は、この限りで

ない。 

(1) （略） 

(2) 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利

用定員（第197条第１項に規定する指定共同生

活援助事業所（第202条の４第１項に規定する

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を

含む｡)にあっては、共同生活援助を行う住居（以

下「共同生活住居」という｡)及びユニット（居

室及び居室に近接して設けられる相互に交流を

図ることができる設備により一体的に構成され

る場所をいう。以下同じ｡)の入居定員）及び居

室の定員を超えることとなる利用者の数 

(3) （略） 

 

（従業者の員数） 

第115条 指定重度障害者等包括支援の事業を行う

者（以下この章において「指定重度障害者等包括

支援事業者」という｡)は、当該指定重度障害者等

包括支援事業者が指定を受けている指定障害福祉

サービス事業者（指定療養介護事業者を除く。第

118条において同じ｡)又は指定障害者支援施設の

基準を満たさなければならない。 

 

２～４ （略） 

 

（障害福祉サービスの提供に係る基準） 

第120条 （略） 

２ （略） 

３ 指定重度障害者等包括支援において提供する障

害福祉サービス（短期入所及び共同生活援助に限

る｡)を自ら又は第三者に委託することにより提供

する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括

支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービ

スを提供する事業所は、その提供する障害福祉サ

ービスごとに、この条例に規定する基準を満たさ

なければならない。 

 

第７章 削除 

 

第125条から第142条まで 削除 

 

 

 

 

 

 

 

第110条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利用

者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所

を提供してはならない。ただし、災害、虐待その

他のやむを得ない事情がある場合は、この限りで

ない。 

(1) （略） 

(2) 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利

用定員（第126条第１項に規定する指定共同生

活介護事業所又は第197条第１項に規定する指

定共同生活援助事業所にあっては、共同生活住

居（法第34条第１項に規定する共同生活住居を

いう。以下同じ｡)及びユニット（居室及び居室

に近接して設けられる相互に交流を図ることが

できる設備により一体的に構成される場所をい

う。以下同じ｡)の入居定員）及び居室の定員を

超えることとなる利用者の数 

(3) （略） 

 

（従業者の員数） 

第115条 指定重度障害者等包括支援の事業を行う

者（以下この章において「指定重度障害者等包括

支援事業者」という｡)は、当該指定重度障害者等

包括支援事業者が指定を受けている指定障害福祉

サービス事業者（指定療養介護事業者及び第197

条第１項に規定する指定共同生活援助事業者を除

く。第118条において同じ｡)又は指定障害者支援

施設の基準を満たさなければならない。 

２～４ （略） 

 

（障害福祉サービスの提供に係る基準） 

第120条 （略） 

２ （略） 

３ 指定重度障害者等包括支援において提供する障

害福祉サービス（短期入所及び共同生活介護に限

る｡)を自ら又は第三者に委託することにより提供

する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括

支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービ

スを提供する事業所は、その提供する障害福祉サ

ービスごとに、この条例に規定する基準を満たさ

なければならない。 

 

 

 

 

 

第７章 共同生活介護 

 

第１節 基本方針 

 

第125条 共同生活介護に係る指定障害福祉サービ

ス（以下「指定共同生活介護」という｡)の事業は、
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利用者が地域において共同して自立した日常生活

又は社会生活を営むことができるよう、当該利用

者の身体及び精神の状況並びにその置かれている

環境に応じて共同生活住居において入浴、排せつ

及び食事等の介護、相談その他の日常生活上の支

援を適切かつ効果的に行うものでなければならな

い。 

 

第２節 人員に関する基準 

 

（従業者の員数） 

第126条 指定共同生活介護の事業を行う者（以下

「指定共同生活介護事業者」という｡)が当該事業

を行う事業所（以下「指定共同生活介護事業所」

という｡)に置くべき従業者は、次のとおりとし、

その員数及び当該員数の算定の方法は、規則で定

める。 

(1) 世話人 

(2) 生活支援員 

(3) サービス管理責任者 

２ 前項に規定する指定共同生活介護の従業者は、

専ら指定共同生活介護事業所の職務に従事する者

でなければならない。ただし、利用者の支援に支

障がない場合は、この限りでない。 

 

（管理者） 

第127条 指定共同生活介護事業者は、指定共同生

活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければならない。ただし、指定

共同生活介護事業所の管理上支障がない場合は、

当該指定共同生活介護事業所の他の職務に従事さ

せ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させる

ことができるものとする。 

２ 指定共同生活介護事業所の管理者は、適切な指

定共同生活介護を提供するために必要な知識及び

経験を有する者でなければならない。 

 

第３節 設備に関する基準 

 

（設備） 

第128条 指定共同生活介護に係る共同生活住居は、

住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域

住民との交流の機会が確保される地域にあり、か

つ、入所により日中及び夜間を通してサービスを

提供する施設（以下「入所施設」という｡)又は病

院の敷地外にあるようにしなければならない。 

２ 指定共同生活介護事業所は、１以上の共同生活

住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居

定員の合計は４人以上とする。 

３ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者

の特性に応じて工夫されたものでなければならな
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い。 

４ 共同生活住居は、その入居定員を２人以上10人

以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居

とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居

定員を２人以上20人（知事が特に必要があると認

めるときは30人）以下とすることができる。 

５ 共同生活住居は、１以上のユニットを有するほ

か、日常生活を営む上で必要な設備を設けなけれ

ばならない。 

６ ユニットの入居定員は、２人以上10人以下とす

る。 

７ ユニットには、居室及び居室に近接して設けら

れる相互に交流を図ることができる設備を設ける

こととし、その基準は、規則で定める。 

 

第４節 運営に関する基準 

 

（入退居） 

第129条 指定共同生活介護は、共同生活住居への

入居を必要とする利用者（入院治療を要する者を

除く｡)に提供するものとする。 

２ 指定共同生活介護事業者は、利用申込者の入居

に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴

等の把握に努めなければならない。 

３ 指定共同生活介護事業者は、利用者の退居の際

は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活

環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助

を行わなければならない。 

４ 指定共同生活介護事業者は、利用者の退居に際

しては、利用者に対し、適切な援助を行うととも

に、保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との密接な連携に努めなければならない。 

 

（入退居の記録の記載等） 

第130条 指定共同生活介護事業者は、入居又は退

居に際しては、当該指定共同生活介護事業者の名

称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項（次

項において「受給者証記載事項」という｡)を、利

用者の受給者証に記載しなければならない。 

２ 指定共同生活介護事業者は、受給者証記載事項

その他の必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告

しなければならない。 

 

（利用者負担額等の受領） 

第131条 指定共同生活介護事業者は、指定共同生

活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該

指定共同生活介護に係る利用者負担額の支払を受

けるものとする。 

２ 指定共同生活介護事業者は、法定代理受領を行

わない指定共同生活介護を提供した際は、支給決

定障害者から当該指定共同生活介護に係る指定障
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害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるもの

とする。 

３ 指定共同生活介護事業者は、前２項の支払を受

ける額のほか、指定共同生活介護において提供さ

れる便宜に要する費用のうち、規則で定める費用

の支払を支給決定障害者から受けることができる。 

４ 指定共同生活介護事業者は、前３項の費用の額

の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を

当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交

付しなければならない。 

５ 指定共同生活介護事業者は、第３項の費用に係

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支

給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費

用について説明を行い、支給決定障害者の同意を

得なければならない。 

 

（利用者負担額に係る管理） 

第132条 指定共同生活介護事業者は、支給決定障

害者（入居前の体験的な指定共同生活介護を受け

ている者を除く｡)が同一の月に当該指定共同生活

介護事業者が提供する指定共同生活介護及び他の

指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指

定共同生活介護及び他の指定障害福祉サービス等

に係る利用者負担額合計額を算定しなければなら

ない。この場合において、当該指定共同生活介護

事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告す

るとともに、当該支給決定障害者（入居前の体験

的な指定共同生活介護を受けている者を除く｡)及

び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指

定障害福祉サービス事業者等に通知しなければな

らない。 

２ 指定共同生活介護事業者は、支給決定障害者（入

居前の体験的な指定共同生活介護を受けている者

に限る｡)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が

同一の月に当該指定共同生活介護事業者が提供す

る指定共同生活介護及び他の指定障害福祉サービ

ス等を受けたときは、当該指定共同生活介護及び

他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額

合計額を算定しなければならない。この場合にお

いて、当該指定共同生活介護事業者は、利用者負

担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支

給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス

等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通

知しなければならない。 

 

（指定共同生活介護の取扱方針） 

第133条 指定共同生活介護事業者は、第142条にお

いて準用する第61条に規定する共同生活介護計画

（以下「共同生活介護計画」という｡)に基づき、

利用者が地域において日常生活を営むことができ

るよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びに
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その置かれている環境に応じて、その者の支援を

適切に行うとともに、指定共同生活介護の提供が

漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなけ

ればならない。 

２ 指定共同生活介護事業者は、入居前の体験的な

利用を希望する者に対して指定共同生活介護の提

供を行う場合には、共同生活介護計画に基づき、

当該利用者が、継続した指定共同生活介護の利用

に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続

して入居している他の利用者の処遇に支障がない

ようにしなければならない。 

３ 指定共同生活介護事業所の従業者は、指定共同

生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、

利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項に

ついて、理解しやすいように説明を行わなければ

ならない。 

４ 指定共同生活介護事業者は、その提供する指定

共同生活介護の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

 

（サービス管理責任者の責務） 

第134条 サービス管理責任者は、第142条において

準用する第61条に規定する業務のほか、次に掲げ

る業務を行うものとする。 

(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定

障害福祉サービス事業者等に対する照会等によ

り、その者の身体及び精神の状況、当該指定共

同生活介護事業所以外における指定障害福祉サ

ービス等の利用状況等を把握すること。 

(2) 利用者の身体及び精神の状況、その置かれて

いる環境等に照らし、利用者が自立した日常生

活を営むことができるよう定期的に検討すると

ともに、自立した日常生活を営むことができる

と認められる利用者に対し、必要な支援を行う

こと。 

(3) 利用者が自立した社会生活を営むことができ

るよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行

うこと。 

(4) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行う

こと。 

 

（介護及び家事等） 

第135条 介護は、利用者の身体及び精神の状況に

応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資

するよう、適切な技術をもって行わなければなら

ない。 

２ 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用

者と従業者が共同で行うよう努めなければならな

い。 

３ 指定共同生活介護事業者は、その利用者に対し

て、利用者の負担により、当該指定共同生活介護
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事業所の従業者以外の者による介護又は家事等を

受けさせてはならない。 

 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第136条 指定共同生活介護事業者は、利用者につ

いて、指定生活介護事業所等との連絡調整、余暇

活動の支援等に努めなければならない。 

２ 指定共同生活介護事業者は、利用者が日常生活

を営む上で必要な行政機関に対する手続等につい

て、その者又はその家族が行うことが困難である

場合は、その者の同意を得て代わって行わなけれ

ばならない。 

３ 指定共同生活介護事業者は、常に利用者の家族

との連携を図るとともに、利用者とその家族との

交流等の機会を確保するよう努めなければならな

い。 

 

（運営規程） 

第137条 指定共同生活介護事業者は、指定共同生

活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する運営規程を定めておかな

ければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 入居定員 

(4) 指定共同生活介護の内容並びに支給決定障害

者から受領する費用の種類及びその額 

(5) 入居に当たっての留意事項 

(6) 緊急時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた

場合には当該障害の種類 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 秘密保持等に関する事項 

(11) 苦情解決に関する事項 

(12) その他運営に関する重要事項 

 

（勤務体制の確保等） 

第138条 指定共同生活介護事業者は、利用者に対

し、適切な指定共同生活介護を提供できるよう、

指定共同生活介護事業所ごとに、従業者の勤務の

体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たって

は、利用者が安心して日常生活を送ることができ

るよう、継続性を重視した指定共同生活介護の提

供に配慮しなければならない。 

３ 指定共同生活介護事業者は、指定共同生活介護

事業所ごとに、当該指定共同生活介護事業所の従

業者によって指定共同生活介護を提供しなければ

ならない。ただし、当該指定共同生活介護事業者

が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことがで
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第158条 （略） 

 

きる場合は、この限りでない。 

４ 指定共同生活介護事業者は、前項ただし書の規

定により指定共同生活介護に係る生活支援員の業

務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わ

せる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状

況について定期的に確認し、その結果等を記録し

なければならない。 

５ 指定共同生活介護事業者は、従業者の資質の向

上のために、その研修の機会を確保しなければな

らない。 

 

（支援体制の確保） 

第139条 指定共同生活介護事業者は、利用者の身

体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うこと

ができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う

者その他の関係機関との連携その他の適切な支援

体制を確保しなければならない。 

 

（定員の遵守） 

第140条 指定共同生活介護事業者は、共同生活住

居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超

えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待

その他のやむを得ない事情がある場合は、この限

りでない。 

 

（協力医療機関等） 

第141条 指定共同生活介護事業者は、利用者の病

状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療

機関を定めておかなければならない。 

２ 指定共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力

歯科医療機関を定めておくよう努めなければなら

ない。 

 

（準用） 

第142条 第10条、第12条、第13条、第15条から第

18条まで、第21条、第24条、第29条、第37条から

第42条まで、第44条、第56条、第61条、第63条、

第69条、第73条、第76条から第78条まで、第91条、

第93条及び第95条の規定は、指定共同生活介護の

事業について準用する。この場合において、第10

条第１項中「第32条」とあるのは「第137条」と、

第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第131

条第１項」と、第24条第２項中「第22条第２項」

とあるのは「第131条第２項」と、第61条中「療

養介護計画」とあるのは「共同生活介護計画」と、

第95条中「前条の協力医療機関」とあるのは「第

141条第１項の協力医療機関及び同条第２項の協

力歯科医療機関」と読み替えるものとする。 

 

第158条 （略） 
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（利用者負担額に係る管理） 

第158条の２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、

支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者

及び規則で定める者に限る｡)が同一の月に当該指

定自立訓練（生活訓練）事業者が提供する指定宿

泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を

受けたときは、当該指定宿泊型自立訓練及び他の

指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計

額を算定しなければならない。この場合において、

当該指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者

負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該

支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービ

ス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に

通知しなければならない。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定

障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び規則

で定める者を除く｡)の依頼を受けて、当該支給決

定障害者が同一の月に当該指定自立訓練（生活訓

練）事業者が提供する指定自立訓練（生活訓練)(指

定宿泊型自立訓練を除く｡)及び他の指定障害福祉

サービス等を受けたときは、当該指定自立訓練（生

活訓練）及び他の指定障害福祉サービス等に係る

利用者負担額合計額を算定しなければならない。

この場合において、当該指定自立訓練（生活訓練）

事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告す

るとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指

定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サ

ービス事業者等に通知しなければならない。 

 

（準用） 

第160条 第10条から第19条まで、第21条、第24条、

第29条、第37条から第42条まで、第44条、第60条

から第63条まで、第69条、第71条から第73条まで、

第76条、第77条、第89条から第95条まで、第148

条及び第149条の規定は、指定自立訓練（生活訓

練）の事業について準用する。この場合において、

第10条第１項中「第32条」とあるのは「第160条

において準用する第92条」と、第21条第２項中「次

条第１項から第３項まで」とあるのは「第158条

第１項から第４項まで」と、第24条第２項中「第

22条第２項」とあるのは「第158条第２項」と、

第60条第１項中「次条第１項」とあるのは「第160

条において準用する次条第１項」と､｢療養介護計

画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、

第61条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練

（生活訓練）計画」と、同条第８項中「６月」と

あるのは「３月」と、第62条中「前条」とあるの

は「第160条において準用する前条」と、第92条

中「第95条」とあるのは「第160条において準用

する第95条」と、第95条中「前条」とあるのは「第

160条において準用する前条」と読み替えるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（準用） 

第160条 第10条から第19条まで、第21条、第23条、

第24条、第29条、第37条から第42条まで、第44条、

第60条から第63条まで、第69条、第71条から第73

条まで、第76条、第77条、第89条から第95条まで、

第132条、第148条及び第149条の規定は、指定自

立訓練（生活訓練）の事業について準用する。こ

の場合において、第10条第１項中「第32条」とあ

るのは「第160条において準用する第92条」と、

第21条第２項中「次条第１項から第３項まで」と

あるのは「第158条第１項から第４項まで」と、

第23条中「支給決定障害者等の」とあるのは「支

給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及

び規則で定める者を除く。以下この条において同

じ｡)の」と､｢当該支給決定障害者等」とあるのは

「当該支給決定障害者」と、第24条第２項中「第

22条第２項」とあるのは「第158条第２項」と、

第60条第１項中「次条第１項」とあるのは「第160

条において準用する次条第１項」と､｢療養介護計

画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、

第61条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練

（生活訓練）計画」と、同条第８項中「６月」と
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（準用） 

第173条 第10条から第18条まで、第20条、第21条、

第24条、第29条、第37条から第42条まで、第44条、

第60条から第63条まで、第69条、第71条から第73

条まで、第76条から第78条まで、第87条から第95

条まで、第147条、第148条及び第158条の２の規

定は、指定就労移行支援の事業について準用する。

この場合において、第10条第１項中「第32条」と

あるのは「第173条において準用する第92条」と、

第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第173

条において準用する第147条第１項」と、第24条

第２項中「第22条第２項」とあるのは「第173条

において準用する第147条第２項」と、第60条第

１項中「次条第１項」とあるのは「第173条にお

いて準用する次条第１項」と､｢療養介護計画」と

あるのは「就労移行支援計画」と、第61条中「療

養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、

同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と、第

62条中「前条」とあるのは「第173条において準

用する前条」と、第92条中「第95条」とあるのは

「第173条において準用する第95条」と、第95条

中「前条」とあるのは「第173条において準用す

る前条」と、第158条の２第１項中「指定宿泊型

自立訓練を受ける者及び規則で定める者に限る」

とあるのは「規則で定める者に限る」と、同条第

２項中「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び規則

で定める者を除く」とあるのは「規則で定める者

を除く」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

第196条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービ

ス（以下「指定共同生活援助」という｡)の事業は、

利用者が地域において共同して自立した日常生活

あるのは「３月」と、第62条中「前条」とあるの

は「第160条において準用する前条」と、第92条

中「第95条」とあるのは「第160条において準用

する第95条」と、第95条中「前条」とあるのは「第

160条において準用する前条」と、第132条第１項

中「入居前の体験的な指定共同生活介護を受けて

いる者を除く」とあるのは「指定宿泊型自立訓練

を受ける者及び規則で定める者に限る」と、同条

第２項中「入居前の体験的な指定共同生活介護を

受けている者に限る」とあるのは「指定宿泊型自

立訓練を受ける者及び規則で定める者を除く」と

読み替えるものとする。 

 

（準用） 

第173条 第10条から第18条まで、第20条、第21条、

第23条、第24条、第29条、第37条から第42条まで、

第44条、第60条から第63条まで、第69条、第71条

から第73条まで、第76条から第78条まで、第87条

から第95条まで、第132条、第147条及び第148条

の規定は、指定就労移行支援の事業について準用

する。この場合において、第10条第１項中「第32

条」とあるのは「第173条において準用する第92

条」と、第21条第２項中「次条第１項」とあるの

は「第173条において準用する第147条第１項」と、

第23条中「支給決定障害者等の」とあるのは「支

給決定障害者（規則で定める者を除く。以下この

条において同じ｡)の」と､｢当該支給決定障害者等」

とあるのは「当該支給決定障害者」と、第24条第

２項中「第22条第２項」とあるのは「第173条に

おいて準用する第147条第２項」と、第60条第１

項中「次条第１項」とあるのは「第173条におい

て準用する次条第１項」と､｢療養介護計画」とあ

るのは「就労移行支援計画」と、第61条中「療養

介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、

同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と、第

62条中「前条」とあるのは「第173条において準

用する前条」と、第92条中「第95条」とあるのは

「第173条において準用する第95条」と、第95条

中「前条」とあるのは「第173条において準用す

る前条」と、第132条第１項中「入居前の体験的

な指定共同生活介護を受けている者を除く」とあ

るのは「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び規則

で定める者に限る」と、同条第２項中「入居前の

体験的な指定共同生活介護を受けている者に限

る」とあるのは「指定宿泊型自立訓練を受ける者

及び規則で定める者を除く」と読み替えるものと

する。 

 

第196条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービ

ス（以下「指定共同生活援助」という｡)の事業は、

利用者が地域において共同して自立した日常生活
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又は社会生活を営むことができるよう、当該利用

者の身体及び精神の状況並びにその置かれている

環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、

排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助

を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

 

（従業者の員数） 

第197条 指定共同生活援助の事業を行う者（以下

「指定共同生活援助事業者」という｡)が当該事業

を行う事業所（以下「指定共同生活援助事業所」

という｡)に置くべき従業者は、次のとおりとし、

その員数及び当該員数の算定の方法は、規則で定

める。 

(1) （略） 

(2) 生活支援員 

(3) （略） 

２ （略） 

 

（管理者） 

第198条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生

活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければならない。ただし、指定

共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、

当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事さ

せ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させる

ことができるものとする。 

２ 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な指

定共同生活援助を提供するために必要な知識及び

経験を有する者でなければならない。 

 

（設備） 

第199条 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、

住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域

住民との交流の機会が確保される地域にあり、か

つ、入所により日中及び夜間を通してサービスを

提供する施設（以下「入所施設」という｡)又は病

院の敷地外にあるようにしなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業所は、１以上の共同生活

住居（サテライト型住居（当該サテライト型住居

を設置しようとする者により設置される当該サテ

ライト型住居以外の共同生活住居であって、当該

サテライト型住居に入居する者に対する支援を行

うもの（以下「本体住居」という｡)と密接な連携

を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営され

る共同生活住居をいう。以下同じ｡)を除く。以下

この項、第４項から第６項までにおいて同じ｡)を

有するものとし、当該共同生活住居及びサテライ

ト型住居の入居定員の合計は４人以上とする。 

３ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者

の特性に応じて工夫されたものでなければならな

い。 

又は社会生活を営むことができるよう、当該利用

者の身体及び精神の状況並びにその置かれている

環境に応じて共同生活住居において相談その他の

日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うもので

なければならない。 

 

（従業者の員数） 

第197条 指定共同生活援助の事業を行う者（以下

「指定共同生活援助事業者」という｡)が当該事業

を行う事業所（以下「指定共同生活援助事業所」

という｡)に置くべき従業者は、次のとおりとし、

その員数及び当該員数の算定の方法は、規則で定

める。 

(1) （略） 

 

(2) （略） 

２ （略） 

 

（準用） 

第198条 第127条の規定は、指定共同生活援助の事

業について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（準用） 

第199条 第128条の規定は、指定共同生活援助の事

業について準用する。 
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４ 共同生活住居は、その入居定員を２人以上10人

以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居

とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居

定員を２人以上20人（知事が特に必要があると認

めるときは30人）以下とすることができる。 

５ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居

を改築する場合であって、知事が特に必要がある

と認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該

共同生活住居の入居定員を２人以上30人以下（た

だし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定

員と同数を上限とする｡)とすることができる。 

６ 共同生活住居は、１以上のユニットを有するほ

か、日常生活を営む上で必要な設備を設けなけれ

ばならない。 

７ ユニットの入居定員は、２人以上10人以下とす

る。 

８ ユニットには、居室及び居室に近接して設けら

れる相互に交流を図ることができる設備を設ける

こととし、その基準は、規則で定める。 

９ サテライト型住居の基準は、規則で定める。 

 

第４節 運営に関する基準 

 

（入退居） 

第199条の２ 指定共同生活援助は、共同生活住居

への入居を必要とする利用者（入院治療を要する

者を除く｡)に提供するものとする。 

２ 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居

に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴

等の把握に努めなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際

は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活

環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助

を行わなければならない。 

４ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際

しては、利用者に対し、適切な援助を行うととも

に、保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との密接な連携に努めなければならない。 

 

（入退居の記録の記載等） 

第199条の３ 指定共同生活援助事業者は、入居者

の入居又は退居に際しては、当該指定共同生活援

助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の

必要な事項（次項において「受給者証記載事項」

という｡)を、利用者の受給者証に記載しなければ

ならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項

その他の必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告

しなければならない。 

 

（利用者負担額等の受領） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 運営に関する基準 
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第199条の４ 指定共同生活援助事業者は、指定共

同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から

当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払

を受けるものとする。 

２ 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行

わない指定共同生活援助を提供した際は、支給決

定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障

害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるもの

とする。 

３ 指定共同生活援助事業者は、前２項の支払を受

ける額のほか、指定共同生活援助において提供さ

れる便宜に要する費用のうち、規則で定める費用

の支払を支給決定障害者から受けることができる。 

４ 指定共同生活援助事業者は、前３項の費用の額

の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を

当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交

付しなければならない。 

５ 指定共同生活援助事業者は、第３項の費用に係

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支

給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費

用について説明を行い、支給決定障害者の同意を

得なければならない。 

 

（指定共同生活援助の取扱方針） 

第199条の５ 指定共同生活援助事業者は、第202条

において読み替えて準用する第61条に規定する共

同生活援助計画（以下「共同生活援助計画」とい

う｡)に基づき、利用者が地域において日常生活を

営むことができるよう、当該利用者の身体及び精

神の状況並びにその置かれている環境に応じて、

その者の支援を適切に行うとともに、指定共同生

活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならない

よう配慮しなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な

利用を希望する者に対して指定共同生活援助の提

供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、

当該利用者が、継続した指定共同生活援助の利用

に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続

して入居している他の利用者の処遇に支障がない

ようにしなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同

生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、

利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項に

ついて、理解しやすいように説明を行わなければ

ならない。 

４ 指定共同生活援助事業者は、その提供する指定

共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

 

（サービス管理責任者の責務） 

第199条の６ サービス管理責任者は、第202条にお
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いて準用する第61条に規定する業務のほか、次に

掲げる業務を行うものとする。 

(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定

障害福祉サービス事業者等に対する照会等によ

り、その者の身体及び精神の状況、当該指定共

同生活援助事業所以外における指定障害福祉サ

ービス等の利用状況等を把握すること。 

(2) 利用者の身体及び精神の状況、その置かれて

いる環境等に照らし、利用者が自立した日常生

活を営むことができるよう定期的に検討すると

ともに、自立した日常生活を営むことができる

と認められる利用者に対し、必要な支援を行う

こと。 

(3) 利用者が自立した社会生活を営むことができ

るよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行

うこと。 

(4) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行う

こと。 

 

（介護及び家事等） 

第200条 介護は、利用者の身体及び精神の状況に

応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資

するよう、適切な技術をもって行わなければなら

ない。 

２ 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用

者と従業者が共同で行うよう努めなければならな

い。 

３ 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対し

て、利用者の負担により、当該指定共同生活援助

事業所の従業者以外の者による介護又は家事等を

受けさせてはならない。 

 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第200条の２ 指定共同生活援助事業者は、利用者

について、指定生活介護事業所等との連絡調整、

余暇活動の支援等に努めなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活

を営む上で必要な行政機関に対する手続等につい

て、その者又はその家族が行うことが困難である

場合は、その者の同意を得て代わって行わなけれ

ばならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族

との連携を図るとともに、利用者とその家族との

交流等の機会を確保するよう努めなければならな

い。 

 

（運営規程） 

第200条の３ 指定共同生活援助事業者は、指定共

同生活援助事業所ごとに、次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する運営規程を定めてお

かなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（家事等） 

第200条 調理、洗濯その他の家事等は、原則とし

て利用者と従業者が共同で行うよう努めなければ

ならない。 

 

 

 

 

２ 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対し

て、利用者の負担により、当該指定共同生活援助

事業所の従業者以外の者による家事等を受けさせ

てはならない。 
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(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 入居定員 

(4) 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害

者から受領する費用の種類及びその額 

(5) 入居に当たっての留意事項 

(6) 緊急時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた

場合には当該障害の種類 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 秘密保持等に関する事項 

(11) 苦情解決に関する事項 

(12) その他運営に関する重要事項 

 

（勤務体制の確保等） 

第201条 （略） 

２ （略） 

３ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助

事業所ごとに、当該指定共同生活援助事業所の従

業者によって指定共同生活援助を提供しなければ

ならない。ただし、当該指定共同生活援助事業者

が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことがで

きる場合は、この限りでない。 

４ 指定共同生活援助事業者は、前項ただし書の規

定により指定共同生活援助に係る生活支援員の業

務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わ

せる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状

況について定期的に確認し、その結果等を記録し

なければならない。 

５ （略） 

 

（支援体制の確保） 

第201条の２ 指定共同生活援助事業者は、利用者

の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行う

ことができるよう、他の障害福祉サービス事業を

行う者その他の関係機関との連携その他の適切な

支援体制を確保しなければならない。 

 

（定員の遵守） 

第201条の３ 指定共同生活援助事業者は、共同生

活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員

を超えて入居させてはならない。ただし、災害、

虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、こ

の限りでない。 

 

（協力医療機関等） 

第201条の４ 指定共同生活援助事業者は、利用者

の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力

医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（勤務体制の確保等） 

第201条 （略） 

２ （略） 

３ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助

事業所ごとに、当該指定共同生活援助事業所の従

業者によって指定共同生活援助を提供しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ （略） 
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歯科医療機関を定めておくよう努めなければなら

ない。 

 

（準用） 

第202条 第10条、第12条、第13条、第15条から第

18条まで、第21条、第24条、第29条、第37条から

第42条まで、第44条、第56条、第61条、第63条、

第69条、第73条、第76条から第78条まで、第91条、

第93条、第95条及び第158条の２の規定は、指定

共同生活援助の事業について準用する。この場合

において、第10条第１項中「第32条」とあるのは

「第200条の３」と、第21条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第199条の４第１項」と、第24

条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第199

条の４第２項」と、第61条中「療養介護計画」と

あるのは「共同生活援助計画」と、第95条中「前

条の協力医療機関」とあるのは「第201条の４第

１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医

療機関」と、第158条の２第１項中「指定宿泊型

自立訓練を受ける者及び規則で定める者に限る」

とあるのは「入居前の体験的な指定共同生活援助

を受けている者を除く」と、同条第２項中「指定

宿泊型自立訓練を受ける者及び規則で定める者を

除く」とあるのは「入居前の体験的な指定共同生

活援助を受けている者に限る」と読み替えるもの

とする。 

 

 

第５節 外部サービス利用型指定共同生活

援助の事業の基本方針並びに人

員、設備及び運営に関する基準 

 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

 

（この節の趣旨） 

第202条の２ 第１節から前節までの規定にかかわ

らず、外部サービス利用型指定共同生活援助（指

定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助

に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行

われる外部サービス利用型共同生活援助計画（第

202条の12において読み替えて準用する第61条に

規定する外部サービス利用型共同生活援助計画を

いう。以下同じ｡)の作成、相談その他の日常生活

上の援助（第202条の４第１項において「基本サ

ービス」という｡)及び当該指定共同生活援助に係

る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介

護事業者（以下「受託居宅介護サービス事業者」

という｡)により、当該外部サービス利用型共同生

活援助計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事

の介護その他の日常生活上の援助（以下「受託居

宅介護サービス」という｡)をいう。以下同じ｡)の

 

 

 

（準用） 

第202条 第10条、第12条、第13条、第15条から第

18条まで、第21条、第24条、第29条、第37条から

第42条まで、第44条、第56条、第61条、第63条、

第69条、第73条、第76条から第78条まで、第91条、

第93条、第95条、第129条から第134条まで、第136

条、第137条及び第139条から第141条までの規定

は、指定共同生活援助の事業について準用する。

この場合において、第10条第１項中「第32条」と

あるのは「第202条において準用する第137条」と、

第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第202

条において準用する第131条第１項」と、第24条

第２項中「第22条第２項」とあるのは「第202条

において準用する第131条第２項」と、第61条中

「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」

と、第95条中「前条の協力医療機関」とあるのは

「第202条において準用する第141条第１項の協力

医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、

第133条第１項及び第134条中「第142条」とある

のは「第202条」と、第134条第３号及び第136条

第１項中「指定生活介護事業所」とあるのは「指

定自立訓練（生活訓練）事業所」と読み替えるも

のとする。 
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事業を行うものの基本方針並びに人員、設備及び

運営に関する基準については、この節に定めると

ころによる。 

 

（基本方針） 

第202条の３ 外部サービス利用型指定共同生活援

助の事業は、外部サービス利用型共同生活援助計

画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による

受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供する

ことにより、利用者が地域において共同して自立

した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその

置かれている環境に応じて共同生活住居において

相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常

生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなけ

ればならない。 

 

第２款 人員に関する基準 

 

（従業者の員数） 

第202条の４ 外部サービス利用型指定共同生活援

助の事業を行う者（以下「外部サービス利用型指

定共同生活援助事業者」という｡)が当該事業を行

う事業所（以下「外部サービス利用型指定共同生

活援助事業所」という｡)に置くべき基本サービス

を提供する従業者は、次のとおりとし、その員数

及び当該員数の算定の方法は、規則で定める。 

(1) 世話人 

(2) サービス管理責任者 

２ 前項に規定する外部サービス利用型指定共同生

活援助の従業者は、専ら外部サービス利用型指定

共同生活援助事業所の職務に従事する者でなけれ

ばならない。ただし、利用者の支援に支障がない

場合は、この限りでない。 

 

（準用） 

第202条の５ 第198条の規定は、外部サービス利用

型指定共同生活援助の事業について準用する。 

 

第３款 設備に関する基準 

 

（準用） 

第202条の６ 第199条の規定は、外部サービス利用

型指定共同生活援助の事業について準用する。 

 

第４款 運営に関する基準 

 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第202条の７ 外部サービス利用型指定共同生活援

助事業者は、支給決定障害者等が外部サービス利

用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったと
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きは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた

適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第

202条の９に規定する運営規程の概要、従業者の

勤務体制、外部サービス利用型指定共同生活援助

事業者と受託居宅介護サービス事業者の業務の分

担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び受託

居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービス

の事業を行う事業所（以下「受託居宅介護サービ

ス事業所」という｡)の名称その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を

記した文書を交付して説明を行い、当該外部サー

ビス利用型指定共同生活援助の提供の開始につい

て当該利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者

は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付

を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切

な配慮をしなければならない。 

 

（受託居宅介護サービスの提供） 

第202条の８ 外部サービス利用型指定共同生活援

助事業者は、外部サービス利用型共同生活援助計

画に基づき、受託居宅介護サービス事業者により、

適切かつ円滑に受託居宅介護サービスが提供され

るよう、必要な措置を講じなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者

は、受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護

サービスを提供した場合にあっては、提供した日

時、時間、具体的なサービスの内容等を文書によ

り報告させなければならない。 

 

（運営規程） 

第202条の９ 外部サービス利用型指定共同生活援

助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援

助事業所ごとに、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する運営規程を定めておかなけれ

ばならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 入居定員 

(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容

並びに支給決定障害者から受領する費用の種類

及びその額 

(5) 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介

護サービス事業所の名称及び所在地 

(6) 入居に当たっての留意事項 

(7) 緊急時等における対応方法 

(8) 非常災害対策 

(9) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた

場合には当該障害の種類 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 秘密保持等に関する事項 
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(12) 苦情解決に関する事項 

(13) その他運営に関する重要事項 

 

（受託居宅介護サービス事業者への委託） 

第202条の10 外部サービス利用型指定共同生活援

助事業者が、受託居宅介護サービスの提供に関す

る業務を委託する契約を締結するときは、受託居

宅介護サービス事業所ごとに文書により行わなけ

ればならない。 

２ 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護

事業者でなければならない。 

３ 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居

宅介護サービスの種類は指定居宅介護とする。 

４ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者

は、事業の開始に当たっては、あらかじめ、指定

居宅介護事業者と、第１項に規定する方法により

これらの提供に関する業務を委託する契約を締結

するものとする。 

５ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者

は、受託居宅介護サービス事業者に、業務につい

て必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 

６ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者

は、受託居宅介護サービスに係る業務の実施状況

について定期的に確認し、その結果等を記録しな

ければならない。 

 

（勤務体制の確保等） 

第202条の11 外部サービス利用型指定共同生活援

助事業者は、利用者に対し、適切な外部サービス

利用型指定共同生活援助を提供できるよう、外部

サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、

従業者の勤務の体制を定めておかなければならな

い。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たって

は、利用者が安心して日常生活を送ることができ

るよう、継続性を重視した外部サービス利用型指

定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。 

３ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者

は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所

ごとに、当該外部サービス利用型指定共同生活援

助事業所又は受託居宅介護サービス事業所の従業

者によって外部サービス利用型指定共同生活援助

を提供しなければならない。 

４ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者

は、従業者の資質の向上のために、その研修の機

会を確保しなければならない。 

 

（準用） 

第202条の12 第12条、第13条、第15条から第18条

まで、第21条、第24条、第29条、第37条から第42

条まで、第44条、第56条、第61条、第63条、第69
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条、第73条、第76条から第78条まで、第91条、第

93条、第95条、第158条の２、第199条の２から第

200条の２まで及び第201条の２から第201条の４

までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活

援助の事業について準用する。この場合において、

第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第202

条の12において準用する第199条の４第１項」と、

第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第

202条の12において準用する第199条の４第２項」

と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「外部

サービス利用型共同生活援助計画」と、第95条中

「前条の協力医療機関」とあるのは「第202条の

12において準用する第201条の４第１項の協力医

療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、

第158条の２第１項中「指定宿泊型自立訓練を受

ける者及び規則で定める者に限る」とあるのは「入

居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活

援助を受けている者を除く」と、同条第２項中「指

定宿泊型自立訓練を受ける者及び規則で定める者

を除く」とあるのは「入居前の体験的な外部サー

ビス利用型指定共同生活援助を受けている者に限

る」と、第200条第３項中「当該指定共同生活援

助事業所の従業者」とあるのは「当該外部サービ

ス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介

護サービス事業所の従業者」と読み替えるものと

する。 

 

第15章 削除 

 

第205条・第206条 削除 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15章 一体型指定共同生活介護事業所等

に関する特例 

 

（従業者の員数に関する特例） 

第205条 指定共同生活介護の事業及び指定共同生

活援助の事業（以下「指定共同生活介護の事業等」

という｡)を一体的に行う指定共同生活介護事業所

（以下「一体型指定共同生活介護事業所」という｡)

及び指定共同生活援助事業所（以下「一体型指定

共同生活援助事業所」という｡)に置くべき世話人

及びサービス管理責任者に関する基準については、

第126条第１項及び第197条第１項の規定にかかわ

らず、規則で定める特例によることができる。 

 

（設備及び定員の遵守に関する特例） 

第206条 一体型指定共同生活介護事業所及び一体

型指定共同生活援助事業所においては、これらの

事業所の利用者の数の合計及びその入居定員の合

計をこれらの事業所の利用者の数及び入居定員と

みなして第128条（第199条において準用する場合
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附 則 

１ （略） 

（地域移行型ホームの特例） 

２ 平成24年３月31日までに入所施設又は病院の敷

地内に存する建物を共同生活住居とする指定共同

生活援助（外部サービス利用型指定共同生活援助

を含む。以下同じ｡)の事業（地域社会における共

生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ず

るための関係法律の整備に関する法律の一部の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例（平成26年

新潟県条例第27号）第７条の規定による改正前の

第125条に規定する指定共同生活介護の事業であ

って、当該事業を行う事業所が同条例附則第２項

の規定により指定共同生活援助の事業を行う事業

所とみなされる場合における当該指定共同生活援

助の事業を含む。以下同じ｡)を行うことができる

者として知事が認めた者で、この条例の施行の日

の前日において現に指定共同生活援助の事業を行

っているものについては、第199条第１項（第202

条の６において準用する場合を含む｡)の規定にか

かわらず、当該指定共同生活援助の事業を行う事

業所において指定共同生活援助の事業を行う場合

に限り、この条例の施行の日以降においても指定

共同生活援助の事業を行うことができる。 

３ 前項の規定により指定共同生活援助の事業を行

う事業所（以下「地域移行型ホーム」という｡)に

おける指定共同生活援助の事業について第199条

第２項から第９項まで（第202条の６において準

用する場合を含む｡)の規定を適用する場合におい

ては、第199条第２項中「４人以上」とあるのは､

｢４人以上30人以下」とする。 

（地域移行型ホームにおける指定共同生活援助の

提供期間） 

４ 地域移行型ホームにおいて指定共同生活援助の

事業を行う者（以下「地域移行型ホーム事業者」

という｡)は、利用者に対し、原則として、２年を

超えて、指定共同生活援助を提供してはならない。 

 

（地域移行型ホームにおける指定共同生活援助の

取扱方針） 

５ 地域移行型ホーム事業者は、入居している利用

者が住宅又は地域移行型ホーム以外の指定共同生

活援助事業所（外部サービス利用型指定共同生活

援助事業所を含む。以下「住宅等」という｡)にお

いて日常生活を営むことができるかどうかについ

て定期的に検討するとともに、当該利用者が入居

の日から前項に定める期間内に住宅等に移行でき

るよう、適切な支援を行わなければならない。 

を含む｡)及び第140条（第202条において準用する

場合を含む｡)の規定を適用する。 

 

附 則 

１ （略） 

（地域移行型ホームの特例） 

２ 平成24年３月31日までに入所施設又は病院の敷

地内に存する建物を共同生活住居とする指定共同

生活介護の事業等を行うことができる者として知

事が認めた者で、この条例の施行の日の前日にお

いて現に指定共同生活介護の事業等を行っている

ものについては、第128条第１項（第199条におい

て準用する場合を含む｡)の規定にかかわらず、当

該共同生活介護の事業等を行う事業所において指

定共同生活介護の事業等を行う場合に限り、この

条例の施行の日以降においても指定共同生活介護

の事業等を行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 前項の規定により指定共同生活介護の事業等を

行う事業所（以下「地域移行型ホーム」という｡)

における指定共同生活介護の事業等について第128

条第２項から第７項まで（第199条において準用

する場合を含む｡)の規定を適用する場合において

は、第128条第２項中「４人以上」とあるのは､｢４

人以上30人以下」とする。 

（地域移行型ホームにおける指定共同生活介護等

の提供期間） 

４ 地域移行型ホームにおいて指定共同生活介護の

事業等を行う者（以下「地域移行型ホーム事業者」

という｡)は、利用者に対し、原則として、２年を

超えて、指定共同生活介護等を提供してはならな

い。 

（地域移行型ホームにおける指定共同生活介護等

の取扱方針） 

５ 地域移行型ホーム事業者は、入居している利用

者が住宅又は地域移行型ホーム以外の指定共同生

活介護事業所若しくは指定共同生活援助事業所

（以下「住宅等」という｡)において日常生活を営

むことができるかどうかについて定期的に検討す

るとともに、当該利用者が入居の日から前項に定

める期間内に住宅等に移行できるよう、適切な支

援を行わなければならない。 
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（地域移行型ホームにおける共同生活援助計画の

作成等） 

６ 地域移行型ホームにおける指定共同生活援助の

事業について第202条又は第202条の12において準

用する第61条の規定を適用する場合においては、

同条第２項中「営むこと」とあるのは「営み、入

居の日から附則第４項に定める期間内に附則第５

項に規定する住宅等に移行すること」と、同条第

４項中「達成時期」とあるのは「達成時期、入所

施設又は病院の敷地外における福祉サービスの利

用その他の活動」とする。 

（地域移行型ホームに係る協議の場の設置） 

７ 地域移行型ホーム事業者は、指定共同生活援助

の提供に当たっては、利用者の地域への移行を推

進するための関係者により構成される協議会（以

下「地域移行推進協議会」という｡)を設置し、定

期的に地域移行推進協議会に活動状況を報告し、

必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければな

らない。 

（平成18年10月１日前から入所施設又は病院の敷

地内に存する建物を共同生活住居として、指定共

同生活援助事業を行う者に関する特例） 

８ 指定共同生活援助事業者（外部サービス利用型

指定共同生活援助事業者を含む。以下同じ｡)（平

成18年10月１日前から入所施設又は病院の敷地内

に存する建物を共同生活住居として指定共同生活

援助の事業を行う者に限る｡)は、第199条第１項

（第202条の６において準用する場合を含む｡)の

規定にかかわらず、当該建物を共同生活住居とす

る指定共同生活援助の事業を行うことができる。 

（経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業

所における従業者の員数に関する特例） 

９ 指定共同生活援助事業者は、平成18年10月１日

前から指定共同生活援助の事業を行っている事業

所のうち、次の各号のいずれにも該当するものと

して知事が認めたものにおいて、指定共同生活援

助の事業（外部サービス利用型指定共同生活援助

の事業を除く。次項において同じ｡)を行う場合に

限り、平成27年３月31日までの間、当該事業所（以

下「経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業

所」という｡)には、第197条第１項第２号に掲げ

る生活支援員及び同項第３号に掲げるサービス管

理責任者を置かないことができる。 

(1)・(2) （略） 

（経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業

所における運営に関する特例） 

10 経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業

所における指定共同生活援助の事業については、

第202条において準用する第61条及び第200条第３

項の規定は、適用しない。 

11 経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業

（地域移行型ホームにおける共同生活介護計画の

作成等） 

６ 地域移行型ホームにおける指定共同生活介護の

事業等について第142条又は第202条において準用

する第61条の規定を適用する場合においては、同

条第２項中「営むこと」とあるのは「営み、入居

の日から附則第４項に定める期間内に附則第５項

に規定する住宅等に移行すること」と、同条第４

項中「達成時期」とあるのは「達成時期、入所施

設又は病院の敷地外における福祉サービスの利用

その他の活動」とする。 

（地域移行型ホームに係る協議の場の設置） 

７ 地域移行型ホーム事業者は、指定共同生活介護

等の提供に当たっては、利用者の地域への移行を

推進するための関係者により構成される協議会（以

下「地域移行推進協議会」という｡)を設置し、定

期的に地域移行推進協議会に活動状況を報告し、

必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければな

らない。 

（平成18年10月１日前から入所施設又は病院の敷

地内に存する建物を共同生活住居として、指定共

同生活援助事業を行う者に関する特例） 

８ 指定共同生活援助事業者（平成18年10月１日前

から入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共

同生活住居として指定共同生活援助の事業を行う

者に限る｡)は、第128条第１項（第199条において

準用する場合を含む｡)の規定にかかわらず、当該

建物を共同生活住居とする指定共同生活介護の事

業等を行うことができる。 

 

（経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業

所における従業者の員数に関する特例） 

９ 指定共同生活援助事業者は、平成18年10月１日

前から指定共同生活援助の事業を行っている事業

所のうち、次の各号のいずれにも該当するものと

して知事が認めたものにおいて、指定共同生活介

護の事業を行う場合に限り、平成27年３月31日ま

での間、当該事業所（以下「経過的居宅介護利用

型指定共同生活介護事業所」という｡)には、第126

条第１項第２号に掲げる生活支援員及び同項第３

号に掲げるサービス管理責任者を置かないことが

できる。 

 

(1)・(2) （略） 

（経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業

所における運営に関する特例） 

10 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業

所における指定共同生活介護の事業については、

第142条において準用する第61条及び第135条第３

項の規定は、適用しない。 

11 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業
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所の管理者は、第202条において準用する第69条

に掲げる業務のほか、第199条の６各号に掲げる

業務を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成18年10月１日前から指定共同生活援助の事

業を行っている事業所に係る設備に関する特例） 

12 指定共同生活援助事業者は、平成18年10月１日

前から存する指定共同生活援助事業所において、

指定共同生活援助の事業を行う場合には、当該事

業所の共同生活住居（同日において基本的な設備

が完成しているものを含み、同日以後に増築され、

又は改築される等建物の構造を変更したものを除

く｡)が満たすべき設備に関する基準については、

第199条第７項及び第８項（これらの規定を第202

条の６において準用する場合を含む｡)の規定にか

かわらず、基準省令による改正前の障害者自立支

援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準等に関する省令（平

成18年厚生労働省令第58号）第109条第２項及び

第３項に定める基準によることができる。 

（指定共同生活援助事業所において個人単位で居

宅介護等を利用する場合の特例） 

13 第200条第３項の規定は、指定共同生活援助事

業所（外部サービス利用型指定共同生活援助事業

所を除く。次項において同じ｡)の利用者のうち、

重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給

決定を受けることができる者であって、障害支援

区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基

所の管理者は、第142条において準用する第69条

に掲げる業務のほか、第134条各号に掲げる業務

を行うものとする。 

（経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援

助事業所に関する特例） 

12 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業

所において指定共同生活介護の事業等を一体的に

行う指定共同生活援助事業所（以下「経過的居宅

介護利用型一体型指定共同生活援助事業所」とい

う｡)については、平成27年３月31日までの間、第

197条第１項第２号のサービス管理責任者を置か

ないことができる。 

13 経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援

助事業所における指定共同生活援助の事業につい

ては、第202条において準用する第61条の規定は、

適用しない。 

14 経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援

助事業所の管理者は、第202条において準用する

第69条に掲げる業務のほか、第202条において準

用する第134条各号に掲げる業務を行うものとす

る。 

（準用） 

15 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業

所のうち指定共同生活介護の事業等を一体的に行

うもの及び経過的居宅介護利用型一体型指定共同

生活援助事業所における指定共同生活介護の事業

等については、第15章の規定を準用する。 

（平成18年10月１日前から指定共同生活援助の事

業を行っている事業所に係る設備に関する特例） 

16 指定共同生活援助事業者は、平成18年10月１日

前から存する指定共同生活援助事業所において、

指定共同生活介護の事業等を行う場合には、当該

事業所の共同生活住居（同日において基本的な設

備が完成しているものを含み、同日以後に増築さ

れ、又は改築される等建物の構造を変更したもの

を除く｡)が満たすべき設備に関する基準について

は、第128条第６項及び第７項（これらの規定を

第199条において準用する場合を含む｡)の規定に

かかわらず、基準省令による改正前の障害者自立

支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準等に関する省令（平

成18年厚生労働省令第58号）第109条第２項及び

第３項に定める基準によることができる。 

（指定共同生活介護事業所において個人単位で居

宅介護等を利用する場合の特例） 

17 第135条第３項の規定は、指定共同生活介護事

業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又

は行動援護に係る支給決定を受けることができる

者であって、障害程度区分に係る市町村審査会に

よる審査及び判定の基準等に関する省令（平成18

年厚生労働省令第40号）第２条第４号に規定する
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準等に関する省令（平成26年厚生労働省令第５号）

第１条第５号に規定する区分４、同条第６号に規

定する区分５又は同条第７号に規定する区分６に

該当するものが、共同生活住居内において、当該

指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による

居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合

については、平成27年３月31日までの間、当該利

用者については、適用しない。 

14 第200条第３項の規定は、指定共同生活援助事

業所の利用者のうち、障害支援区分に係る市町村

審査会による審査及び判定の基準等に関する省令

第１条第５号に規定する区分４、同条第６号に規

定する区分５又は同条第７号に規定する区分６に

該当するものが、共同生活住居内において、当該

指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による

居宅介護（身体介護に係るものに限る。以下この

項において同じ｡)の利用を希望し、次の各号に掲

げる要件のいずれにも該当する場合については、

平成27年３月31日までの間、当該利用者について

は、適用しない。 

(1)・(2) （略） 

（平成18年10月１日前から存する精神障害者生活

訓練施設等に係る設備に関する特例） 

15 平成18年10月１日前から存する法附則第35条の

規定による改正前の身体障害者福祉法（昭和24年

法律第283号。以下「旧身体障害者福祉法」とい

う｡)第30条の２に規定する身体障害者福祉ホー

ム、法附則第48条の規定によりなお従前の例によ

り運営をすることができることとされた法附則第

46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。以

下「旧精神保健福祉法」という｡)第50条の２第１

項第１号に掲げる精神障害者生活訓練施設、法附

則第58条第１項の規定によりなお従前の例により

運営をすることができることとされた法附則第52

条による改正前の知的障害者福祉法（昭和35年法

律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という｡)

第21条の８に規定する知的障害者通勤寮のうち旧

知的障害者福祉法第15条の11第１項の指定を受け

ているもの（以下「指定知的障害者通勤寮」とい

う｡)若しくは旧知的障害者福祉法第21条の９に規

定する知的障害者福祉ホーム（以下「知的障害者

福祉ホーム」という｡)又は旧精神保健福祉法第50

条の２第１項第３号に掲げる精神障害者福祉ホー

ム（これらの施設のうち、同日において基本的な

設備が完成しているものを含み、同日以後に増築

され、又は改築される等建物の構造を変更したも

のを除く｡)において行われる指定共同生活援助の

事業について、第199条（第202条の６において準

用する場合を含む｡)の規定を適用する場合におい

ては、当分の間、第199条第７項中「２人以上10

区分４、同条第５号に規定する区分５又は同条第

６号に規定する区分６に該当するものが、共同生

活住居内において、当該指定共同生活介護事業所

の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介

護の利用を希望する場合については、平成27年３

月31日までの間、当該利用者については、適用し

ない。 

 

18 第135条第３項の規定は、指定共同生活介護事

業所の利用者のうち、障害程度区分に係る市町村

審査会による審査及び判定の基準等に関する省令

第２条第４号に規定する区分４、同条第５号に規

定する区分５又は同条第６号に規定する区分６に

該当するものが、共同生活住居内において、当該

指定共同生活介護事業所の従業者以外の者による

居宅介護（身体介護に係るものに限る。以下この

項において同じ｡)の利用を希望し、次の各号に掲

げる要件のいずれにも該当する場合については、

平成27年３月31日までの間、当該利用者について

は、適用しない。 

(1)・(2) （略） 

（平成18年10月１日前から存する精神障害者生活

訓練施設等に係る設備に関する特例） 

19 平成18年10月１日前から存する法附則第35条の

規定による改正前の身体障害者福祉法（昭和24年

法律第283号。以下「旧身体障害者福祉法」とい

う｡)第30条の２に規定する身体障害者福祉ホー

ム、法附則第48条の規定によりなお従前の例によ

り運営をすることができることとされた法附則第

46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。以

下「旧精神保健福祉法」という｡)第50条の２第１

項第１号に掲げる精神障害者生活訓練施設、法附

則第58条第１項の規定によりなお従前の例により

運営をすることができることとされた法附則第52

条による改正前の知的障害者福祉法（昭和35年法

律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という｡)

第21条の８に規定する知的障害者通勤寮のうち旧

知的障害者福祉法第15条の11第１項の指定を受け

ているもの（以下「指定知的障害者通勤寮」とい

う｡)若しくは旧知的障害者福祉法第21条の９に規

定する知的障害者福祉ホーム（以下「知的障害者

福祉ホーム」という｡)又は旧精神保健福祉法第50

条の２第１項第３号に掲げる精神障害者福祉ホー

ム（これらの施設のうち、同日において基本的な

設備が完成しているものを含み、同日以後に増築

され、又は改築される等建物の構造を変更したも

のを除く｡)において行われる指定共同生活介護の

事業等について、第128条（第199条において準用

する場合を含む｡)の規定を適用する場合において

は、当分の間、第128条第６項中「２人以上10人
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人以下」とあるのは「２人以上30人以下」とする。 

16 （略） 

17 （略） 

18 （略） 

（運営規程に関する経過措置） 

19 この条例の施行の日前に基準省令第31条（基準

省令第43条第１項及び第２項並びに第48条第１項

及び第２項において準用する場合を含む｡)、第67

条、第89条（基準省令第162条、第171条、第184

条、第197条、第202条及び第223条第１項におい

て準用する場合を含む｡)、第123条、第135条、第

149条（基準省令第213条において準用する場合を

含む｡)及び第204条又は地域の自主性及び自立性

を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律（平成23年法律第37号）附則

第７条の規定によりこの条例が施行されるまでの

間において同法第19条の規定による改正後の法第

30条第１項第２号イ及び法第43条第２項に規定す

る条例で定める基準とみなされることとされた基

準省令第31条（基準省令第43条第１項及び第２項

並びに第48条第１項及び第２項において準用する

場合を含む｡)、第67条、第89条（基準省令第162

条、第171条、第184条、第197条、第202条及び第

223条第１項において準用する場合を含む｡)、第

123条、第135条、第149条（基準省令第213条にお

いて準用する場合を含む｡)及び第204条の規定に

基づき定められた運営規程は、当分の間、第32条

（第45条第１項及び第２項並びに第50条第１項及

び第２項において準用する場合を含む｡)、第70条、

第92条（第150条、第160条、第173条、第186条、

第191条及び第211条第１項において準用する場合

を含む｡)、第109条、第123条、第193条、第200条

の３及び第202条の９の規定に基づき定められた

運営規程とみなす。 

20 （略） 

以下」とあるのは「２人以上30人以下」とする。 

20 （略） 

21 （略） 

22 （略） 

（運営規程に関する経過措置） 

23 この条例の施行の日前に基準省令第31条（基準

省令第43条第１項及び第２項並びに第48条第１項

及び第２項において準用する場合を含む｡)、第67

条、第89条（基準省令第162条、第171条、第184

条、第197条、第202条及び第223条第１項におい

て準用する場合を含む｡)、第123条、第135条、第

149条（基準省令第213条において準用する場合を

含む｡)及び第204条又は地域の自主性及び自立性

を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律（平成23年法律第37号）附則

第７条の規定によりこの条例が施行されるまでの

間において同法第19条の規定による改正後の法第

30条第１項第２号イ及び法第43条第２項に規定す

る条例で定める基準とみなされることとされた基

準省令第31条（基準省令第43条第１項及び第２項

並びに第48条第１項及び第２項において準用する

場合を含む｡)、第67条、第89条（基準省令第162

条、第171条、第184条、第197条、第202条及び第

223条第１項において準用する場合を含む｡)、第

123条、第135条、第149条（基準省令第213条にお

いて準用する場合を含む｡)及び第204条の規定に

基づき定められた運営規程は、当分の間、第32条

（第45条第１項及び第２項並びに第50条第１項及

び第２項において準用する場合を含む｡)、第70条、

第92条（第150条、第160条、第173条、第186条、

第191条及び第211条第１項において準用する場合

を含む｡)、第109条、第123条、第137条（第202条

において準用する場合を含む｡)及び第193条の規

定に基づき定められた運営規程とみなす。 

24 （略） 

  （新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部改正） 

第８条 新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例

第71号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

  （利益供与等の禁止） 

第50条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支

援事業者若しくは障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律第５条第16項に規

定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事

業を行う者（次項において「障害児相談支援事業

者等」という｡)、障害福祉サービスを行う者等又

はその従業者に対し、障害児又はその家族に対し

て当該指定児童発達支援事業者を紹介することの

対償として、金品その他の財産上の利益を供与し

（利益供与等の禁止） 

第50条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支

援事業者若しくは障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律第５条第17項に規

定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事

業を行う者（次項において「障害児相談支援事業

者等」という｡)、障害福祉サービスを行う者等又

はその従業者に対し、障害児又はその家族に対し

て当該指定児童発達支援事業者を紹介することの

対償として、金品その他の財産上の利益を供与し
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てはならない。 

２ （略） 

てはならない。 

２ （略）  

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部改正に伴う

経過措置） 

２ この条例の施行の際現に第７条の規定による改正前の新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及

び運営等に関する基準を定める条例（以下「旧指定障害福祉サービス基準条例」という｡)第125条に規定する指

定共同生活介護の事業を行う事業所並びに旧指定障害福祉サービス基準条例第205条に規定する指定共同生活介

護の事業等を行う一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所については、第７条の規

定による改正後の新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（以

下「新指定障害福祉サービス基準条例」という｡)第196条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所とみ

なす。 

３ この条例の施行の際現に旧指定障害福祉サービス基準条例第196条に規定する指定共同生活援助の事業を行う

事業所は、新指定障害福祉サービス基準条例第202条の２に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の事

業を行う事業所（次項において「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という｡)とみなす。 

４ 前項の規定により、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみなされたものについて、新指定障害福

祉サービス基準条例第202条の10第４項の規定を適用する場合においては、この条例の施行後最初の指定の更新

までの間は、同項中「事業の」とあるのは､｢受託居宅介護サービスの提供の」とする。 

 

新潟県条例第28号 

新潟県障害者リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例 

新潟県障害者リハビリテーションセンター条例（昭和39年新潟県条例第11号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（手数料） 

第４条 センターにおいて診断書又は証明書の交付

を受けようとする者は、次に定めるところにより

手数料を納めなければならない。 

(1) 傷病名診断書、通院証明書等その内容が簡単

なもの（第３号に掲げるものを除く｡) 

１通につき 1,620円 

(2) 身体障害者診断書、福祉手当認定診断書等そ

の内容が複雑なもの（次号に掲げるものを除く｡) 

１通につき 3,780円 

(3) 恩給、年金、自動車損害賠償責任保険の保険

金等の請求に係るもの  １通につき 5,400円 

２ （略） 

（手数料） 

第４条 センターにおいて診断書又は証明書の交付

を受けようとする者は、次に定めるところにより

手数料を納めなければならない。 

(1) 傷病名診断書、入通院証明書等その内容が簡

単なもの（第３号に掲げるものを除く｡) 

１通につき 1,580円 

(2) 身体障害者診断書、福祉手当認定診断書等そ

の内容が複雑なもの（次号に掲げるものを除く｡) 

１通につき 3,680円 

(3) 恩給、年金、自動車損害賠償責任保険の保険

金等の請求に係るもの  １通につき 5,250円 

２ （略） 

附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第29号 

新潟県児童福祉施設条例の一部を改正する条例 

新潟県児童福祉施設条例（昭和39年新潟県条例第16号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（手数料） 

第４条 センターにおいて診断書又は証明書の交付

を受けようとする者は、次に定めるところにより

手数料を納めなければならない。 

(1) 傷病名診断書、入通院証明書等その内容が簡

単なもの（第３号に掲げるものを除く｡) 

１通につき 1,620円 

(2) 身体障害者診断書、福祉手当認定診断書等そ

の内容が複雑なもの（次号に掲げるものを除く｡) 

１通につき 3,780円 

(3) 恩給、年金、自動車損害賠償責任保険の保険

金等の請求に係るもの  １通につき 5,400円 

２ （略） 

（手数料） 

第４条 センターにおいて診断書又は証明書の交付

を受けようとする者は、次に定めるところにより

手数料を納めなければならない。 

(1) 傷病名診断書、入通院証明書等その内容が簡

単なもの（第３号に掲げるものを除く｡) 

１通につき 1,580円 

(2) 身体障害者診断書、福祉手当認定診断書等そ

の内容が複雑なもの（次号に掲げるものを除く｡) 

１通につき 3,680円 

(3) 恩給、年金、自動車損害賠償責任保険の保険

金等の請求に係るもの  １通につき 5,250円 

２ （略） 

附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

 

新潟県条例第30号 

コロニーにいがた白岩の里条例の一部を改正する条例 

コロニーにいがた白岩の里条例（昭和46年新潟県条例第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（手数料） 

第４条 コロニーにおいて診断書又は証明書の交付

を受けようとする者は、次に定めるところにより

手数料を納めなければならない。 

(1) 傷病名診断書、通院証明書等その内容が簡単

なもの（第３号に掲げるものを除く｡) 

１通につき1,620円 

(2) 身体障害者診断書、福祉手当認定診断書等そ

の内容が複雑なもの（次号に掲げるものを除く｡) 

１通につき3,780円 

(3) 恩給、年金、自動車損害賠償責任保険の保険

金等の請求に係るもの   １通につき5,400円 

２ （略） 

（手数料） 

第４条 コロニーにおいて診断書又は証明書の交付

を受けようとする者は、次に定めるところにより

手数料を納めなければならない。 

(1) 傷病名診断書、通院証明書等その内容が簡単

なもの（第３号に掲げるものを除く｡) 

１通につき1,580円 

(2) 身体障害者診断書、福祉手当認定診断書等そ

の内容が複雑なもの（次号に掲げるものを除く｡) 

１通につき3,680円 

(3) 恩給、年金、自動車損害賠償責任保険の保険

金等の請求に係るもの   １通につき5,250円 

２ （略） 

附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第31号 

新潟県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例の一部を改正する条例 

新潟県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例（平成12年新潟県条例第27号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条を削り、同表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条

を加える。 

改 正 後 改 正 前 

第８条及び第９条 削除  

 

（医療保護入院者の保護者の変更の届出） 

第８条 医療保護入院者（法第33条の２に規定する

医療保護入院者をいう。以下同じ｡)の保護者に変

更があったときは、新たに保護者となった者は、

規則で定めるところにより当該医療保護入院者が

入院する精神科病院の管理者に届け出なければな

らない。 

２ 精神科病院の管理者は、前項の規定による届出

があったときは、規則で定めるところにより知事

に届け出なければならない。 

 

（医療保護入院者等の氏名及び住所の変更の届

出） 

第９条 医療保護入院者の保護者は、本人又は当該

医療保護入院者の氏名又は住所に変更があったと

きは、規則で定めるところにより当該医療保護入

院者が入院する精神科病院の管理者に届け出なけ

ればならない。 

２ 精神科病院の管理者は、前項の規定による届出

があったときは、規則で定めるところにより知事

に届け出なければならない。 

附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第32号 

新潟県いじめ等に関する調査委員会条例 

（設置） 

第１条 いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号。以下「法」という｡)第30条第２項及び第31条第２項の規

定に基づく附属機関として、新潟県いじめ等に関する調査委員会（以下「調査委員会」という｡)を置く。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（担任する事務） 

第３条 調査委員会は、次に掲げる調査を行う。 

(1) 法第30条第２項及び第31条第２項の調査 

(2) 前号に掲げるもののほか、新潟県いじめ防止対策等に関する委員会条例（平成26年新潟県条例第61号）第

３条第３号の調査及び学校法人が設置する学校において行われた当該調査に準ずる調査の結果について、調

査を行う必要があると認められる場合の調査 

（委員） 

第４条 調査委員会は、委員７人以内で組織する。 

２ 委員は、精神保健、心理学、社会福祉、法律、教育、青少年の健全育成等に見識を有する者のうちから知事

が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 知事は、必要があると認めるときは、第３項の規定にかかわらず、委員を解嘱することができる。 

（委員の服務） 

第５条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（会長） 

第６条 調査委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 調査委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 調査委員会は、調査を行うために必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求めて、

その意見若しくは説明を聴くこと、又は会議の議事に関係のある者に対して文書その他の記録媒体の提出を求

めることができる。 

（会議の非公開） 

第８条 調査委員会の会議は、これを公開しない。ただし、新潟県情報公開条例（平成13年新潟県条例第57号）

第７条各号に掲げる情報が公になるおそれがない場合において、出席した委員の過半数で議決したときは、会

議の全部又は一部を公開することができる。 

（調査委員） 

第９条 調査委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、調査委員を置くことができる。 

２ 調査委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。 

３ 調査委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。 

４ 第５条の規定は、調査委員について準用する。 

（部会） 

第10条 調査委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び調査委員は、会長が指名する。 

３ 部会に、当該部会に属する委員の互選により、部会長を置く。 

４ 部会長は、部会の会務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ

指名する者が、その職務を代行する。 

６ 調査委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって調査委員会の決議とすることができる。 



平成26年３月31日(月) 新  潟  県  報 号 外 １ 

90 

７ 第７条及び第８条の規定は、部会について準用する。この場合において、第７条第１項中「会長」とあるの

は「部会長」と、同条第２項及び第３項並びに第８条中「委員」とあるのは「委員及び調査委員」と読み替え

るものとする。 

（庶務） 

第11条 調査委員会の庶務は、総務管理部及び福祉保健部において行う。 

（委任） 

第12条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が調査委員会に諮って定め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第33号 

新潟県児童福祉法関係手数料条例の一部を改正する条例 

新潟県児童福祉法関係手数料条例（平成19年新潟県条例第22号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)に対応する同表の改正前の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後

部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第

164号。以下「法」という｡)、児童福祉法施行令（昭

和23年政令第74号。以下「政令」という｡)及び児

童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号。以

下「省令」という｡)の規定に基づく事務に係る手

数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（指定試験機関が行う試験事務に係る手数料の納

入等） 

第３条 法第18条の９第１項の規定により知事が試

験事務の全部を行わせることとした者（以下「指

定試験機関」という｡)が行う試験を受けようとす

る者又は試験の全部の免除を受けようとする者は、

別表１の項に規定する保育士試験手数料又は別表

５の項に規定する保育士試験全部免除申請手数料

を当該指定試験機関に納めなければならない。 

２ 前項の規定により指定試験機関に納められた保

育士試験手数料及び保育士試験全部免除申請手数

料は、当該指定試験機関の収入とする。 

 

（手数料の納入方法） 

第５条 手数料は、別表１の項及び５の項に掲げる

ものにあっては条例で定める証紙により、その他

のものにあっては知事の発行する納入通知書によ

り納めなければならない。ただし、第３条第１項

の規定により指定試験機関に納めるもの及び知事

が認めるものにあっては、この限りでない。 

 

別表（第２条関係） 

手数料を納めなけれ

ばならない者 

名   称 手数料の額 

（略） 

５ 省令第６条の11

の２第１項の規定

により保育士試験

の全部の免除を受

けようとする者 

保育士試験

全部免除申

請手数料 

１件につき 

2,400円 

 

  

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第

164号。以下「法」という｡)及び児童福祉法施行令

（昭和23年政令第74号。以下「政令」という｡)の

規定に基づく事務に係る手数料の徴収に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

（指定試験機関が行う試験事務に係る手数料の納

入等） 

第３条 法第18条の９第１項の規定により知事が試

験事務の全部を行わせることとした者（以下「指

定試験機関」という｡)が行う試験を受けようとす

る者は、別表１の項に規定する保育士試験手数料

を当該指定試験機関に納めなければならない。 

 

 

２ 前項の規定により指定試験機関に納められた保

育士試験手数料は、当該指定試験機関の収入とす

る。 

 

（手数料の納入方法） 

第５条 手数料は、別表１の項に掲げるものにあっ

ては条例で定める証紙により、その他のものにあ

っては知事の発行する納入通知書により納めなけ

ればならない。ただし、第３条第１項の規定によ

り指定試験機関に納めるもの及び知事が認めるも

のにあっては、この限りでない。 

 

別表（第２条関係） 

手数料を納めなけれ

ばならない者 

名   称 手数料の額 

（略） 

  

附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

 



平成26年３月31日(月) 新  潟  県  報 号 外 １ 

92 

新潟県条例第34号 

新潟県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

新潟県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第76号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

附 則 

１～８ （略） 

９ 乳児４人以上を入所させる保育所に係る第48条

第３項に規定する保育士の数の算定については、

当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護

師を、１人に限って、保育士とみなすことができ

る。 

10～18 （略） 

附 則 

１～８ （略） 

９ 乳児６人以上を入所させる保育所に係る第48条

第３項に規定する保育士の数の算定については、

当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護

師を、１人に限って、保育士とみなすことができ

る。 

10～18 （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第35号 

新潟県起業化支援・交流拠点施設条例の一部を改正する条例 

新潟県起業化支援・交流拠点施設条例（平成15年新潟県条例第21号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改

正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表（第６条、第８条、第17条関係） 

(1) 創業準備オフィス 

区   分 単   位 使用料(円) 

ブース 
１室につき

１月 

4,800 

２名対応オフィス

１ 

１月 

26,100 

２名対応オフィス

２ 

26,900 

２名対応オフィス

３ 

27,600 

２名対応オフィス

４ 

28,900 

４名対応オフィス 53,000 

備考 （略） 

(2) プレゼンテーションルーム、商談室、会議室

及び研修室 

区   分 使用時間 使用料(円) 

プレゼンテーション

ルーム 

午前 5,700 

午後 7,600 

夜間 7,600 

全日 18,800 

商談室 

午前 5,600 

午後 7,400 

夜間 7,400 

全日 18,300 

会議室 

午前 4,700 

午後 6,300 

夜間 6,300 

全日 15,500 

研修室 

午前 6,200 

午後 8,100 

夜間 8,100 

全日 20,200 

備考 （略） 

別表（第６条、第８条、第17条関係） 

(1) 創業準備オフィス 

区   分 単   位 使用料(円) 

ブース 
１室につき

１月 

4,500 

２名対応オフィス

１ 

１月 

24,500 

２名対応オフィス

２ 

25,200 

２名対応オフィス

３ 

26,000 

２名対応オフィス

４ 

27,100 

４名対応オフィス 49,700 

備考 （略） 

(2) プレゼンテーションルーム、商談室、会議室

及び研修室 

区   分 使用時間 使用料(円) 

プレゼンテーション

ルーム 

午前 5,500 

午後 7,400 

夜間 7,400 

全日 18,300 

商談室 

午前 5,400 

午後 7,200 

夜間 7,200 

全日 17,800 

会議室 

午前 4,600 

午後 6,100 

夜間 6,100 

全日 15,100 

研修室 

午前 6,000 

午後 7,900 

夜間 7,900 

全日 19,600 

備考 （略） 
  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使

用料については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第36号 

新潟県計量法関係手数料条例の一部を改正する条例 

新潟県計量法関係手数料条例（平成17年新潟県条例第102号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表（第２条関係） 

手数料を

納めなけ

ればなら

ない者 

名称 区 分 手数料の額 

１ 法第 検定 （略） 
    
16条第

１項第

２号イ

の規定

に基づ

く検定

を受け

ようと

する者 

 

手数

料 

(2) 質量計 

ア 非自動は

かり（最小

の目量（隣

接する目盛

標識のそれ

ぞれが表す

物象の状態

の量の差を

いう。以下

同じ｡)又は

表記された

感量（質量

計が反応す

ることがで

きる質量の

最小の変化

をいう。以

下同じ｡)が

ひょう量の

１万分の１

未満のもの

を除く｡) 

(ｱ) 検出部

が電気式

のもの又

は光電式

のもので

あって、

ひょう量

が１トン

以下のも

の 

ａ （略） 

ｂ （略） 

ｃ （略） 

ｄ （略） 

ｅ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

別表（第２条関係） 

手数料を

納めなけ

ればなら

ない者 

名称 区 分 手数料の額 

１ 法第 検定 （略） 
    
16条第

１項第

２号イ

の規定

に基づ

く検定

を受け

ようと

する者 

手数

料 

(2) 質量計 

ア 非自動は

かり（最小

の目量（隣

接する目盛

標識のそれ

ぞれが表す

物象の状態

の量の差を

いう。以下

同じ｡)又は

表記された

感量（質量

計が反応す

ることがで

きる質量の

最小の変化

をいう。以

下同じ｡)が

ひょう量の

１万分の１

未満のもの

を除く｡) 

(ｱ) 検出部

が電気式

のもの又

は光電式

のもので

あって、

ひょう量

が１トン

以下のも

の 

ａ （略） 

ｂ （略） 

ｃ （略） 

ｄ （略） 

ｅ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 
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(ｲ) 棒はか

り又は光

電式以外

のばね式

指示はか

りのうち

直線目盛

のみがあ

るもの 

ａ （略） 

ｂ （略） 

(ｳ) (ｱ)又

は(ｲ)に

掲げるも

の以外の

もの 

ａ （略） 

ｂ （略） 

ｃ （略） 

ｄ （略） 

ｅ （略） 

ｆ （略） 

ｇ （略） 

ｈ （略） 

ｉ （略） 

ｊ （略） 

ｋ （略） 

ｌ （略） 

ｍ （略） 

ｎ （略） 

ｏ ひょ

う量が

50トン

を超え

るもの 

イ （略） 

ウ 分銅 

(ｱ) （略） 

(ｲ) （略） 

エ 定量おも

り又は定量

増おもり 

(ｱ) （略） 

(ｲ) （略） 

(ｳ) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

１個につき

39,500円 

 

 

 

（略） 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 
    
  （略） 

（略） 
    
３ 法第

17条第

１項の

特殊

容器

製造

 １件につき

169,500円 

(ｲ) 棒はか

り又は光

電式以外

のばね式

指示はか

りのうち

直線目盛

のみがあ

るもの 

ａ （略） 

ｂ （略） 

(ｳ) (ｱ)又

は (ｲ)に

掲げるも

の以外の

もの 

ａ （略） 

ｂ （略） 

ｃ （略） 

ｄ （略） 

ｅ （略） 

ｆ （略） 

ｇ （略） 

ｈ （略） 

ｉ （略） 

ｊ （略） 

ｋ （略） 

ｌ （略） 

ｍ （略） 

ｎ （略） 

ｏ ひょ

う量が

50トン

を超え

るもの 

イ （略） 

ウ 分銅 

(ｱ) （略） 

(ｲ) （略） 

エ 定量おも

り又は定量

増おもり 

(ｱ) （略） 

(ｲ) （略） 

(ｳ) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

１個につき

39,400円 

 

 

 

（略） 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 
   
  （略） 

（略） 
    
３ 法第

17条第

１項の

特殊

容器

製造

 １件につき

169,200円 
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規定に

基づく

指定の

申請に

対する

審査を

受けよ

うとす

る者 

事業

者指

定申

請手

数料 

        
４ 法第

19条第

１項の

規定に

基づく

定期検

査を受

けよう

とする

者 

定期

検査

手数

料 

(1) 非自動はか

り（最小の目

量又は表記さ

れた感量がひ

ょう量の１万

分の１未満の

ものを除く｡) 

ア 検出部が

電気式のも

の又は光電

式のもので

あって、ひ

ょう量が１

トン以下の

もの 

(ｱ) （略） 

(ｲ) （略） 

(ｳ) （略） 

(ｴ) （略） 

イ （略） 

ウ ア又はイ

に掲げるも

の以外のも

の 

(ｱ) （略） 

(ｲ) （略） 

(ｳ) （略） 

(ｴ) （略） 

(ｵ) （略） 

(ｶ) （略） 

(ｷ) （略） 

(ｸ) （略） 

(ｹ) （略） 

(ｺ) （略） 

(ｻ) ひょう

量が50ト

ン以下の

もの 

(ｼ) ひょう

量が50ト

ンを超え

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

１個につき

31,700円 

 

 

１個につき

54,300円 

規定に

基づく

指定の

申請に

対する

審査を

受けよ

うとす

る者 

事業

者指

定申

請手

数料 

        
４ 法第

19条第

１項の

規定に

基づく

定期検

査を受

けよう

とする

者 

定期

検査

手数

料 

(1) 非自動はか

り（最小の目

量又は表記さ

れた感量がひ

ょう量の１万

分の１未満の

ものを除く｡) 

ア 検出部が

電気式のも

の又は光電

式のもので

あって、ひ

ょう量が１

トン以下の

もの 

(ｱ) （略） 

(ｲ) （略） 

(ｳ) （略） 

(ｴ) （略） 

イ （略） 

ウ ア又はイ

に掲げるも

の以外のも

の 

(ｱ) （略） 

(ｲ) （略） 

(ｳ) （略） 

(ｴ) （略） 

(ｵ) （略） 

(ｶ) （略） 

(ｷ) （略） 

(ｸ) （略） 

(ｹ) （略） 

(ｺ) （略） 

(ｻ) ひょう

量が50ト

ン以下の

もの 

(ｼ) ひょう

量が50ト

ンを超え

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

１個につき

31,600円 

 

 

１個につき

54,200円 
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るもの 
    
  （略） 

５ 法第

91条第

２項の

規定に

基づく

検査を

受けよ

うとす

る者 

届出

製造

事業

者品

質管

理検

査手

数料 

 １件につき

444,200円 

６ 法第

102 条

第１項

の規定

に基づ

く基準

器検査

を受け

ようと

する者 

基準

器検

査手

数料 

（略） 

(4) 基準タンク 

ア （略） 

イ 全量が１

立方メート

ル以下のも

の 

 

（略） 

１ 個 に つ

き 、 ３ 万

5,500 円 に

１を超える

ゲージグラ

スの数に１

万 7,750 円

を乗じて得

た額を加算

した額 

７ 法第

107 条

の規定

に基づ

く計量

証明の

事業の

登録の

申請に

対する

審査を

受けよ

うとす

る者 

計量

証明

事業

登録

申請

手数

料 

 １件につき

56,100円 

（略） 
   
12 法第

116 条

第１項

の規定

に基づ

く計量

証明検

査を受

けよう

とする

者 

計量

証明

検査

手数

料 

（略） 

(4) 騒音計 

ア （略） 

イ 使用最大

周 波 数 が

8,000ヘル

ツを超える

もの 

 

（略） 

１個につき

38,900円 

 

 

 

(5) 振動レベル

計 

１個につき

33,800円 

(6) 濃度計  

るもの 
    
  （略） 

５ 法第

91条第

２項の

規定に

基づく

検査を

受けよ

うとす

る者 

届出

製造

事業

者品

質管

理検

査手

数料 

 １件につき

443,400円 

６ 法第

102 条

第１項

の規定

に基づ

く基準

器検査

を受け

ようと

する者 

基準

器検

査手

数料 

（略） 

(4) 基準タンク 

ア （略） 

イ 全量が１

立方メート

ル以下のも

の 

 

（略） 

１ 個 に つ

き 、 ３ 万

5,400 円 に

１を超える

ゲージグラ

スの数に１

万 7,700 円

を乗じて得

た額を加算

した額 

７ 法第

107 条

の規定

に基づ

く計量

証明の

事業の

登録の

申請に

対する

審査を

受けよ

うとす

る者 

計量

証明

事業

登録

申請

手数

料 

 １件につき

56,000円 

（略） 
   
12 法第

116 条

第１項

の規定

に基づ

く計量

証明検

査を受

けよう

とする

者 

計量

証明

検査

手数

料 

（略） 

(4) 騒音計 

ア （略） 

イ 使用最大

周 波 数 が

8,000ヘル

ツを超える

もの 

 

（略） 

１個につき

38,800円 

 

 

(5) 振動レベル

計 

１個につき

33,700円 

(6) 濃度計  
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  ア ジルコニ

ア式酸素濃

度計又は磁

気式酸素濃

度計 

イ 溶液導電

率式二酸化

硫黄濃度計 

ウ 紫外線式

二酸化硫黄

濃度計（コ

に掲げるも

のを除く｡) 

 

 

 

 

 

エ 紫外線式

窒素酸化物

濃度計（コ

に掲げるも

のを除く｡) 

 

 

 

 

 

オ 非分散型

赤外線式二

酸化硫黄濃

度計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 非分散型

赤外線式窒

素酸化物濃

度計 

 

 

 

 

１個につき

97,100円 

 

 

 

１個につき

128,700円 

 

１ 個 に つ

き 、 ９ 万

6,700 円 に

３を超える

表示機構の

数 に ２ 万

2,100 円 を

乗じて得た

額を加算し

た額 

１ 個 に つ

き 、 10 万

8,100円に

３を超える

表 示 機 構

の数に２万

2,100円を

乗じて得た

額を加算し

た額 

１ 個 に つ

き 、 10 万

2,400円に、

１を超える

検出部の数

に ５ 万

1,200円を

乗じて得た

額と３を超

える表示機

構の数に２

万 2,100円

を乗じて得

た額を加算

した額 

１ 個 に つ

き 、 11 万

8,300円に、

１を超える

検出部の数

に ５ 万

9,150円を

乗じて得た

  ア ジルコニ

ア式酸素濃

度計又は磁

気式酸素濃

度計 

イ 溶液導電

率式二酸化

硫黄濃度計 

ウ 紫外線式

二酸化硫黄

濃度計（コ

に掲げるも

のを除く｡) 

 

 

 

 

 

エ 紫外線式

窒素酸化物

濃度計（コ

に掲げるも

のを除く｡) 

 

 

 

 

 

オ 非分散型

赤外線式二

酸化硫黄濃

度計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 非分散型

赤外線式窒

素酸化物濃

度計 

 

 

 

 

１個につき

96,900円 

 

 

 

１個につき

128,500円 

 

１ 個 に つ

き 、 ９ 万

6,500 円 に

３を超える

表示機構の

数 に ２ 万

2,100 円 を

乗じて得た

額を加算し

た額 

１ 個 に つ

き 、 10 万

7,900円に

３を超える

表 示 機 構

の数に２万

2,100円を

乗じて得た

額を加算し

た額 

１ 個 に つ

き 、 10 万

2,200円に、

１を超える

検出部の数

に ５ 万

1,100円を

乗じて得た

額と３を超

える表示機

構の数に２

万 2,100円

を乗じて得

た額を加算

した額 

１ 個 に つ

き 、 11 万

8,100円に、

１を超える

検出部の数

に ５ 万

9,050円を

乗じて得た
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キ 非分散型

赤外線式一

酸化炭素濃

度計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 化学発光

式窒素酸化

物濃度計 

 

 

 

 

 

 

ケ （略） 

コ （略） 

額と３を超

える表示機

構の数に２

万 2,100円

を乗じて得

た額を加算

した額 

１ 個 に つ

き 、 10 万

3,300円に、

１を超える

検出部の数

に ５ 万

1,650円を

乗じて得た

額と３を超

える表示機

構の数に２

万 2,100円

を乗じて得

た額を加算

した額 

１ 個 に つ

き、11万200

円に３を超

える表示機

構の数に２

万 2,100円

を乗じて得

た額を加算

した額 

（略） 

（略） 
    
（略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

キ 非分散型

赤外線式一

酸化炭素濃

度計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 化学発光

式窒素酸化

物濃度計 

 

 

 

 

 

 

ケ （略） 

コ （略） 

額と３を超

える表示機

構の数に２

万 2,100円

を乗じて得

た額を加算

した額 

１ 個 に つ

き 、 10 万

3,100円に、

１を超える

検出部の数

に ５ 万

1,550円を

乗じて得た

額と３を超

える表示機

構の数に２

万 2,100円

を乗じて得

た額を加算

した額 

１ 個 に つ

き、11万円

に３を超え

る表示機構

の数に２万

2,100円を

乗じて得た

額を加算し

た額 

（略） 

（略） 
    
（略） 

  
  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき手数料について適用し、同日前に納入すべき手

数料については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第37号 

新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例の一部を改正する条例 

新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例（昭和48年新潟県条例第14号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)に対応する同表の改正前の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後

部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
（手数料の額） 

第２条 手数料の額は、別表の左欄に掲げる試験、

検査等につき、それぞれ右欄に掲げる算定の単位

に基づき、当該試験、検査等に要する費用の額等

を考慮して知事が別に定める額とする。ただし、

申請に基づいて特に急を要する試験等を行う場合

の手数料の額は、当該手数料の２倍とする。 

２・３ （略） 

 

別表（第２条関係） 

試験、検査等の種類 

 

手数料の算定の単

位 

１ 

 

分

析 

(1) 

定

性

分

析 

繊維及び付着

物 

１試料１成分 

 

 (2) 

定

量

分

析 

ア 金属 

 (ｱ) 鉄鋼 

 

 (ｲ) 非鉄金属 

 

１試料１成分 

 

〃 

イ 繊維及び付

着物 

１試料１成分 

ウ 水溶液 １試料１成分 

 

エ  窯業材料

（鋳物砂、耐

火材料、鉱石、

粘土、研磨剤、

砂及び砂状物

に限る｡) 

１試料１成分 

  オ 硫酸銅試験

又は亜鉛付着

量試験 

１試料１測定 

カ ホルマリン

試験 

(ｱ) 抽出によ

る場合 

(ｲ) ホルムア

ルデヒド放

散量測定 

 

 

１試料１成分 

 

１試料 

    
  キ 試料調整  

（手数料の額） 

第２条 手数料の額は、別表に掲げるとおりとする。

ただし、申請に基づいて特に急を要する試験等を

行う場合の手数料の額は、当該手数料の２倍とす

る。 

 

 

２・３ （略） 

 

別表（第２条関係） 

試験、検査等の種類 

 

手 数 料 の 額 

単 位 金 額 

１ 

 

分

析 

(1) 

定

性

分

析 

繊維及び付着

物 

１試料

１成分 

4,620円 

 (2) 

定

量

分

析 

ア 金属 

 (ｱ) 鉄鋼 

 

 (ｲ) 非鉄金属 

 

１試料

１成分 

〃 

 

4,370円 

 

6,540円 

イ 繊維及び付

着物 

１試料

１成分 

5,340円 

ウ 水溶液 １試料

１成分 

3,350円 

エ  窯業材料

（鋳物砂、耐

火材料、鉱石、

粘土、研磨剤、

砂及び砂状物

に限る｡) 

１試料

１成分 

7,140円 

  オ 硫酸銅試験

又は亜鉛付着

量試験 

１試料

１測定 

6,950円 

カ ホルマリン

試験 

(ｱ) 抽出によ

る場合 

(ｲ) ホルムア

ルデヒド放

散量測定 

 

 

１試料

１成分 

１試料 

 

 

4,980円 

 

6,370円 

     
  キ 試料調整   
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(ｱ) 硫酸銅試

験 

１試料 

 
    
  (ｲ) その他 〃 

 (3) 

機

器

分

析 

ア 機器による

定性分析又は

定量分析 

(ｱ) エックス

線回折試験 

(ｲ) 赤外分光

分析 

(ｳ) 蛍光エッ

クス線分析 

ａ 定性分

析 

ｂ 定量分

析 

(ｴ) エックス

線マイクロ

アナライザ

ー分析 

ａ 定性分

析 

ｂ カラー

マッピン

グ及びプ

ロファイ

ル 

(ｵ) プラズマ

発光分光分

析 

(ｶ) イオンク

ロマトグラ

フィーによ

る定量分析 

(ｷ) ＯＮＨ分

析 

(ｸ) 炭素硫黄

分析 

(ｹ) ラマン分

光分析 

(ｺ) エックス

線光電子分

析 

 

 

 

１試料 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

１試料３成分 

 

 

 

 

 

１試料１測定 

 

１試料１成分 

１成分増すごとに 

 

 

 

１試料１成分 

 

 

〃 

１成分増すごとに 

 

 

１試料１成分 

 

〃 

 

１試料 

 

〃 

    
  イ 試料調整 

(ｱ) エックス

線回折試験 

(ｲ) 赤外分光

分析 

(ｳ) 蛍光エッ

クス線分析 

 

１試料 

 

〃 

 

〃 

 

(ｱ) 硫酸銅試

験 

１試料 

 

3,510円 

 
     
  (ｲ) その他 〃 2,420円 

 (3) 

機

器

分

析 

ア 機器による

定性分析又は

定量分析 

(ｱ) エックス

線回折試験 

(ｲ) 赤外分光

分析 

(ｳ) 蛍光エッ

クス線分析 

ａ 定性分

析 

ｂ 定量分

析 

(ｴ) エックス

線マイクロ

アナライザ

ー分析 

ａ 定性分

析 

ｂ カラー

マッピン

グ及びプ

ロファイ

ル 

(ｵ) プラズマ

発光分光分

析 

(ｶ) イオンク

ロマトグラ

フィーによ

る定量分析 

(ｷ) ＯＮＨ分

析 

(ｸ) 炭素硫黄

分析 

(ｹ) ラマン分

光分析 

(ｺ) エックス

線光電子分

析 

 

 

 

１試料 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

１試料

３成分 

 

 

 

 

１試料

１測定 

１試料

１成分 

１成分

増すご

とに 

１試料

１成分 

 

〃 

１成分

増すご

とに 

１試料

１成分 

〃 

 

１試料 

 

〃 

 

 

 

6,850円 

 

5,660円 

 

 

 

6,380円 

 

2,690円 

 

 

 

 

 

7,240円 

 

4,740円 

 

2,350円 

 

 

7,910円 

 

 

3,940円 

670円 

 

 

4,800円 

 

4,860円 

 

2,620円 

 

3,540円 

     
  イ 試料調整 

(ｱ) エックス

線回折試験 

(ｲ) 赤外分光

分析 

(ｳ) 蛍光エッ

クス線分析 

 

１試料 

 

〃 

 

〃 

 

 

2,420円 

 

7,460円 

 

1,540円 
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(ｴ) エックス

線マイクロ 

〃 

 
    
  アナライザ

ー分析 

(ｵ) プラズマ

発光分光分

析 

ａ アルカ

リ融解を

行う場合 

ｂ その他

の溶解を

行う場合 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

〃 

２ 

 

測

定 

(1) 

機

械

的

測

定 

ア 寸法測定 

 

１試料５箇所 

イ 形状測定 １試料１断面 

 

ウ 真円度の測

定 

１試料１断面 

エ 表面粗さの

測定 

１試料５箇所 

  オ ストレイン

メータによる

ひずみ量荷重

の測定 

１試料３箇所 

  カ 残留応力測

定 

１測定 

  キ エックス線

による透過試

験 

１試料５箇所 

  ク トルクの測

定 

１試料 

  ケ 張力の測定 １試料 

  コ 振動の測定 １測定 

  サ 圧力の測定 １試料 

  シ 回転数の測

定 

１試料 

  ス 粘度測定試

験 

１試料 

 (2) 

電

気

的

測

定 

ア 電圧、電流、

抵抗又は電力

の測定 

１試料１時間 

 イ  周波数特

性、誘電率又

は透磁率の測 

１試料１時間 

 定  

 ウ 磁束密度の

測定 

１試料 

    
  エ 雑音端子電

圧、伝導妨害

 

 

(ｴ) エックス

線マイクロ 

〃 

 

2,610円 

 
     
  アナライザ

ー分析 

(ｵ) プラズマ

発光分光分

析 

ａ アルカ

リ融解を

行う場合 

ｂ その他

の溶解を

行う場合 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

9,630円 

 

 

3,120円 

２ 

 

測

定 

(1) 

機

械

的

測

定 

ア 寸法測定 １試料

５箇所 

3,950円 

イ 形状測定 １試料

１断面 

3,880円 

ウ 真円度の測

定 

１試料

１断面 

3,540円 

エ 表面粗さの

測定 

１試料

５箇所 

2,630円 

  オ ストレイン

メータによる

ひずみ量荷重

の測定 

１試料

３箇所 

4,650円 

  カ 残留応力測

定 

１測定 3,500円 

  キ エックス線

による透過試

験 

１試料

５箇所 

3,520円 

  ク トルクの測

定 

１試料 4,570円 

  ケ 張力の測定 １試料 5,220円 

  コ 振動の測定 １測定 3,490円 

  サ 圧力の測定 １試料 3,550円 

  シ 回転数の測

定 

１試料 2,400円 

  ス 粘度測定試

験 

１試料 3,470円 

 (2) 

電

気

的

測

定 

ア 電圧、電流、

抵抗又は電力

の測定 

１試料

１時間 

2,420円 

 イ  周波数特

性、誘電率又

は透磁率の測 

１試料

１時間 

3,490円 

 定   

  ウ 磁束密度の

測定 

１試料 2,390円 

     
  エ 雑音端子電

圧、伝導妨害
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波又は雑音電

力の測定 

(ｱ) 電波暗室

（登録）を

使用しない

場合 

(ｲ) 電波暗室

（登録）を

使用する場

合 

 

 

１試料１時間 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 
    
  オ 放射電界強

度の測定 

(ｱ) 電波暗室

（登録）を

使用しない

場合 

(ｲ) 電波暗室

（登録）を

使用する場

合 

 

 

１試料１時間 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

  カ 騒音の測定 １測定 
    
 (3) 

光

学

的

測

定 

ア 顕微鏡試験 

(ｱ) 走査型電

子顕微鏡観

察 

ａ 分析装

置を使用

しない場

合 

 

 

 

 

 

ｂ 分析装

置を使用

する場合 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 金属顕微

 

 

 

 

１試料３視野まで 

１試料３視野を超

え１視野増すごと

に 

 

 

 

 

 

１試料３視野まで 

１試料３視野を超

え１視野増すごと

に 

 

 

 

 

 

１断面３視野まで 

波又は雑音電

力の測定 

(ｱ) 電波暗室

（登録）を

使用しない

場合 

(ｲ) 電波暗室

（登録）を

使用する場

合 

 

 

１試料

１時間 

 

 

〃 

 

 

3,490円 

 

 

 

当該試験

等に要す

る費用の

額等を考

慮して知

事が別に

定める額 
     
  オ 放射電界強

度の測定 

(ｱ) 電波暗室

（登録）を

使用しない

場合 

(ｲ) 電波暗室

（登録）を

使用する場

合 

 

 

１試料

１時間 

 

 

〃 

 

 

3,490円 

 

 

 

当該試験

等に要す

る費用の

額等を考

慮して知

事が別に

定める額 

  カ 騒音の測定 １測定 3,480円 
     
 (3) 

光

学

的

測

定 

ア 顕微鏡試験 

(ｱ) 走査型電

子顕微鏡観

察 

ａ 分析装

置を使用

しない場

合 

 

 

 

 

 

ｂ 分析装

置を使用

する場合 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 金属顕微

 

 

 

 

１試料

３視野

まで 

１試料

３視野

を超え

１視野

増すご

とに 

１試料

３視野

まで 

１試料

３視野

を超え

１視野

増すご

とに 

１断面

 

 

 

 

5,410円 

 

 

330円 

 

 

 

 

 

7,770円 

 

 

800円 

 

 

 

 

 

5,960円 
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鏡観察 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 実体顕微

鏡観察又は

デジタルマ

イクロスコ

ープ観察 

 

 

 

 

(ｴ) 走査型プ

ローブ顕微

鏡観察 

 

 

 

 

 

 

(ｵ) レーザー

顕微鏡観察 

１断面３視野を超

え１視野増すごと

に 

 

 

 

 

 

１試料３視野まで 

１試料３視野を超

え１視野増すごと

に 

 

 

 

 

 

１試料３視野まで 

１試料３視野を超

え１視野増すごと

に 

 

 

 

 

 

１試料３視野まで 

１試料３視野を超

え１視野増すごと

に 

 

 

 

 

 
    
  イ 可視分光分

析試験又は紫

外分光分析試

験 

(ｱ) 分光分析

試験 

(ｲ) 分光測色

試験 

 

 

 

 

１試料 

 

〃 

    
  ウ 色差計によ

る測色又は色

差試験 

１試料 

    
  エ 光沢試験 １試料 
    
 (4) 

熱

的

ア 熱分析（示

差走査熱量分

析、示差熱分

１試料 

鏡観察 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 実体顕微

鏡観察又は

デジタルマ

イクロスコ

ープ観察 

 

 

 

 

(ｴ) 走査型プ

ローブ顕微

鏡観察 

 

 

 

 

 

 

(ｵ) レーザー

顕微鏡観察 

３視野

まで 

１断面

３視野

を超え

１視野

増すご

とに 

１試料

３視野

まで 

１試料

３視野

を超え

１視野

増すご

とに 

１試料

３視野

まで 

１試料

３視野

を超え

１視野

増すご

とに 

１試料

３視野

まで 

１試料

３視野

を超え

１視野

増すご

とに 

 

 

340円 

 

 

 

 

 

2,400円 

 

 

80円 

 

 

 

 

 

6,760円 

 

 

690円 

 

 

 

 

 

3,700円 

 

 

730円 

     
  イ 可視分光分

析試験又は紫

外分光分析試

験 

(ｱ) 分光分析

試験 

(ｲ) 分光測色

試験 

 

 

 

 

１試料 

 

〃 

 

 

 

 

2,830円 

 

5,430円 

     
  ウ 色差計によ

る測色又は色

差試験 

１試料 2,400円 

     
  エ 光沢試験 １試料 2,400円 
     
 (4) 

熱

的

ア 熱分析（示

差走査熱量分

析、示差熱分

１試料 4,920円 
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測

定 

析又は熱膨張

率測定） 
        
  イ  熱伝導率

（ 簡 易 な も

の） 

１試料 

    
  ウ 赤外線の放

射量（放射率

を含む｡) 

１試料 

  エ 温度の測定 

(ｱ) サーモグ

ラフィーに

よる場合 

(ｲ) その他の

場合 

 

１試料 

 

 

１試料５箇所まで 

１試料５箇所を超

え１箇所増すごと

に 

 

 

 

 

 

  オ 熱応力試験 １試料 

３ 

 

試

験 

(1) 

強

度

試

験 

ア  引張り試

験、圧縮試験、

抗折試験、曲

げ試験又はせ

ん断試験 

１試料 

  イ 衝撃試験 １試料 
    
  ウ 硬さ試験 

(ｱ) 研磨の必

要なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 研磨の不

要なもの 

 

１試料１断面３箇

所まで 

１試料１断面３箇

所を超え１箇所増

すごとに 

 

 

 

 

 

 

１試料１断面３箇

所まで 

１試料１断面３箇

所を超え１箇所増

すごとに 

 

 

 

 

 

測

定 

析又は熱膨張

率測定） 
          
  イ  熱伝導率

（ 簡 易 な も

の） 

１試料 3,490円 

     
  ウ 赤外線の放

射量（放射率

を含む｡) 

１試料 5,780円 

  エ 温度の測定 

(ｱ) サーモグ

ラフィーに

よる場合 

(ｲ) その他の

場合 

 

１試料 

 

 

１試料

５箇所

まで 

１試料

５箇所

を超え

１箇所

増すご

とに 

 

4,830円 

 

 

2,600円 

 

 

220円 

  オ 熱応力試験 １試料 3,620円 

３ 

 

試

験 

(1) 

強

度

試

験 

ア  引張り試

験、圧縮試験、

抗折試験、曲

げ試験又はせ

ん断試験 

１試料 3,530円 

  イ 衝撃試験 １試料 3,490円 
     
  ウ 硬さ試験 

(ｱ) 研磨の必

要なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 研磨の不

要なもの 

 

１試料

１断面

３箇所

まで 

１試料

１断面

３箇所

を超え

１箇所

増すご

とに 

１試料

１断面

３箇所

まで 

１試料

１断面

３箇所

を超え

１箇所

増すご 

 

3,240円 

 

 

 

220円 

 

 

 

 

 

 

2,380円 

 

 

 

220円 
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  エ 超微小硬さ

試験 

１試料 

 

 

 

 

 

 
    
  オ 疲労試験 １試料１時間 

 

 (2) 

材

料

性

状

試

験 

ア プラスチッ

ク及び複合材 

(ｱ) 密度測定 

(ｲ) ガラス含

有量測定 

(ｳ) 荷重たわ

み温度測定 

(ｴ) 接触角測

定 

(ｵ) 試料調整 

 

 

１試料 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

  イ 窯業材料及

び土石類 

(ｱ) 粒度分析 

(ｲ) 乾燥収縮

率試験 

(ｳ) 焼成収縮

率試験 

(ｴ) 吸水率測

定 

(ｵ) 比重測定 

(ｶ) 水分測定 

(ｷ) 粒度測定

又は粘土分

測定 

(ｸ) 試料調整 

 

 

１試料 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

〃 

〃 

 

 

〃 

  ウ 木材物性試

験（密度、含

水率、吸湿性

及び収縮率に

限る。） 

１試料 

    
  エ 繊維 

(ｱ) 加ねん回

数試験 

(ｲ) 繊度測定

試験 

ａ 繊度測

定 

ｂ 繊度む

ら測定 

(ｳ) 糸検尺試

 

１試料 

 

 

 

〃 

 

〃 

 

1,000メートル 

   とに  

  エ 超微小硬さ

試験 

１試料 当該試験

等に要す

る費用の

額等を考

慮して知

事が別に

定める額 
     
  オ 疲労試験 １試料

１時間 

310円 

 (2) 

材

料

性

状

試

験 

ア プラスチッ

ク及び複合材 

(ｱ) 密度測定 

(ｲ) ガラス含

有量測定 

(ｳ) 荷重たわ

み温度測定 

(ｴ) 接触角測

定 

(ｵ) 試料調整 

 

 

１試料 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

 

4,560円 

5,660円 

 

7,230円 

 

3,470円 

 

3,500円 

  イ 窯業材料及

び土石類 

(ｱ) 粒度分析 

(ｲ) 乾燥収縮

率試験 

(ｳ) 焼成収縮

率試験 

(ｴ) 吸水率測

定 

(ｵ) 比重測定 

(ｶ) 水分測定 

(ｷ) 粒度測定

又は粘土分

測定 

(ｸ) 試料調整 

 

 

１試料 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

〃 

〃 

 

 

〃 

 

 

5,020円 

2,440円 

 

3,630円 

 

2,510円 

 

2,390円

1,740円 

2,620円 

 

 

3,500円 

  ウ 木材物性試

験（密度、含

水率、吸湿性

及び収縮率に

限る。） 

１試料 3,480円 

     
  エ 繊維 

(ｱ) 加ねん回

数試験 

(ｲ) 繊度測定

試験 

ａ 繊度測

定 

ｂ 繊度む

ら測定 

(ｳ) 糸検尺試

 

１試料 

 

 

 

〃 

 

〃 

 

1,000

 

2,390円 

 

 

 

2,390円 

 

2,830円 

 

2,030円 
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験 

 

(ｴ) 含水率測

定試験 

(ｵ) 原料定性

試験 

ａ 物理試

験 

ｂ 化学試

験 

(ｶ) 混紡率試

験 

ａ 物理試

験 

ｂ 化学試

験 

(ｷ) 染料の部

属試験 

(ｸ) 連続引張

試験 

 

 

１試料 

 

 

 

〃 

 

〃 

 

 

 

１試料１成分 

 

〃 

 

１試料 

 

〃 

    
 (3) 

加

工

特

性

試

験 

ア 金属材料の

成形性試験 

１試料 

イ 繊維 

(ｱ) 抱合力試

験又は糸平

滑性試験 

(ｲ) 巻縮率試

験又は弾性

率試験 

(ｳ) 編目長試

験又は織縮

率試験 

(ｴ) 精練漂白

試験又は浸

染試験 

 

１試料 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 (4) 

電

気

試

験 

ア 絶縁耐圧試

験 

１試料 

イ イミュニテ

ィ試験又は耐

ノイズ試験 

(ｱ) 雷サージ

イミュニテ

ィ試験 

(ｲ) その他の

試験 

 

 

 

１試料１時間 

 

 

 

 
    
  a 電波暗

室（登録）

を使用し

ない場合 

b 電波暗

〃 

 

 

 

〃 

験 

 

(ｴ) 含水率測

定試験 

(ｵ) 原料定性

試験 

ａ 物理試

験 

ｂ 化学試

験 

(ｶ) 混紡率試

験 

ａ 物理試

験 

ｂ 化学試

験 

(ｷ) 染料の部

属試験 

(ｸ) 連続引張

試験 

メート

ル 

１試料 

 

 

 

〃 

 

〃 

 

 

 

１試料

１成分 

〃 

 

１試料 

 

〃 

  

 

3,100円 

 

 

 

3,470円 

 

4,120円 

 

 

 

4,780円 

 

5,290円 

 

3,490円 

 

4,600円 

     
 (3) 

加

工

特

性

試

験 

ア 金属材料の

成形性試験 

１試料 5,680円 

イ 繊維 

(ｱ) 抱合力試

験又は糸平

滑性試験 

(ｲ) 巻縮率試

験又は弾性

率試験 

(ｳ) 編目長試

験又は織縮

率試験 

(ｴ) 精練漂白

試験又は浸

染試験 

 

１試料 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

3,470円 

 

 

2,820円 

 

 

2,390円 

 

 

2,970円 

 (4) 

電

気

試

験 

ア 絶縁耐圧試

験 

１試料 1,730円 

イ イミュニテ

ィ試験又は耐

ノイズ試験 

(ｱ) 雷サージ

イミュニテ

ィ試験 

(ｲ) その他の

試験 

 

 

 

１試料

１時間 

 

 

 

 

 

 

1,960円 

 

 

 

 
     
  a 電波暗

室（登録）

を使用し

ない場合 

b 電波暗

〃 

 

 

 

〃 

3,490円 

 

 

 

当該試験
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室（登録）

を使用す

る場合 

 

 

 

 

 

 
    
 (5) 

表

面

処

理

試

験 

ア 膜厚試験 

(ｱ) 顕微鏡に

よる試験 

 

(ｲ) 蛍光エッ

クス線膜厚

測定 

(ｳ) その他の

方法による

試験 

 

１試料１箇所１成

分 

 

〃 

 

 

〃 

  イ 密着性試験 １試料１箇所 

 

  ウ 試料調整 １試料 

 (6) 

塗

装

試

験 

硬さ、密着、

耐摩耗又は耐薬

品性試験 

１試料 

 (7) 

耐

食

試

験 

ア 塩水噴霧試

験 

１試料１時間 

イ キャス試験 １試料１時間 

 

ウ 試料調整 １試料 

 (8) 

耐

候

性

試

験 

ア 恒温恒湿槽

を使用する場

合 

１バッチ１時間 

イ ビルトイン

チャンバーを

使用する場合 

１バッチ１時間 

  ウ サンシャイ

ンウエザーメ

ータを使用す

る場合 

１バッチ１時間 

    
  エ カーボンア

ーク燈光によ

る耐光試験 

(ｱ) 照射10時

間以下 

 

 

(ｲ) 照射10時

間を超え20

時間以下 

 

 

 

 

１試料 

１試料増すごとに 

 

 

１試料 

１試料増すごとに 

 

 

室（登録）

を使用す

る場合 

等に要す

る費用の

額等を考

慮して知

事が別に

定める額 
     
 (5) 

表

面

処

理

試

験 

ア 膜厚試験 

(ｱ) 顕微鏡に

よる試験 

 

(ｲ) 蛍光エッ

クス線膜厚

測定 

(ｳ) その他の

方法による

試験 

 

１試料

１箇所

１成分 

〃 

 

 

〃 

 

5,660円 

 

 

4,080円 

 

 

3,480円 

  イ 密着性試験 １試料

１箇所 

3,480円 

  ウ 試料調整 １試料 2,440円 

 (6) 

塗

装

試

験 

硬さ、密着、

耐摩耗又は耐薬

品性試験 

１試料 3,130円 

 (7) 

耐

食

試

験 

ア 塩水噴霧試

験 

１試料

１時間 

210円 

イ キャス試験 １試料

１時間 

250円 

ウ 試料調整 １試料 2,440円 

 (8) 

耐

候

性

試

験 

ア 恒温恒湿槽

を使用する場

合 

１バッ

チ１時

間 

240円 

イ ビルトイン

チャンバーを

使用する場合 

１バッ

チ１時

間 

310円 

  ウ サンシャイ

ンウエザーメ

ータを使用す

る場合 

１バッ

チ１時

間 

330円 

     
  エ カーボンア

ーク燈光によ

る耐光試験 

(ｱ) 照射10時

間以下 

 

 

(ｲ) 照射10時

間を超え20

時間以下 

 

 

 

 

１試料 

１試料

増すご

とに 

１試料 

１試料

増すご

とに 

 

 

 

2,460円 

220円 

 

 

2,530円 

220円 
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(ｳ) 照射20時

間を超え40

時間以下 

 

(ｴ) 照射40時

間 を 超 え

100時間以

下 

１試料 

１試料増すごとに 

 

 

１試料 

１試料増すごとに 

    
 (9) 

耐

久

性

試

験 

ア 熱衝撃試験 １バッチ１時間 

 

 

イ 加速寿命試

験 

１試料１時間 

ウ 振動衝撃試

験 

(ｱ) 振動試験 

 

(ｲ) 衝撃試験 

 

 

１試料１時間 

 

〃 

 (10)  

製

品

性

能

試

験 

ア スキー及び

スノーボード 

(ｱ) 曲げ弾性

試験 

(ｲ) ビス保持

試験 

(ｳ) 曲げ疲労

試験 

(ｴ) ねじり強

度試験 

(ｵ) 曲げ破壊

強度試験 

(ｶ) 温度特性

試験 

 

 

１箇所 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

１試料１時間 

  イ 家具 

(ｱ) 繰返し衝

撃試験 

 

(ｲ) 繰返し開

閉試験 

 

(ｳ) 繰返し荷

重試験 

 

１試料4,000回 

 

 

１試料10,000回 

 

 

１試料50回 

  ウ  窯業製品

（冷凍融解試

験） 

１バッチ１時間 

    
  エ 繊維製品 

(ｱ) 風合試験 

(ｲ) 毛羽測定

試験 

(ｳ) 通気性試

験又は保温

 

１試料 

〃 

 

〃 

 

(ｳ) 照射20時

間を超え40

時間以下 

 

(ｴ) 照射40時

間 を 超 え

100時間以

下 

１試料 

１試料

増すご

とに 

１試料 

１試料

増すご

とに 

2,680円 

220円 

 

 

2,980円 

220円 

     
 (9) 

耐

久

性

試

験 

ア 熱衝撃試験 １バッ

チ１時

間 

260円 

イ 加速寿命試

験 

１試料

１時間 

140円 

ウ 振動衝撃試

験 

(ｱ) 振動試験 

 

(ｲ) 衝撃試験 

 

 

１試料

１時間 

〃 

 

 

2,300円 

 

2,300円 

 (10)  

製

品

性

能

試

験 

ア スキー及び

スノーボード 

(ｱ) 曲げ弾性

試験 

(ｲ) ビス保持

試験 

(ｳ) 曲げ疲労

試験 

(ｴ) ねじり強

度試験 

(ｵ) 曲げ破壊

強度試験 

(ｶ) 温度特性

試験 

 

 

１箇所 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

１試料

１時間 

 

 

2,400円 

 

2,850円 

 

5,700円 

 

3,480円 

 

4,160円 

 

2,820円 

  イ 家具 

(ｱ) 繰返し衝

撃試験 

 

(ｲ) 繰返し開

閉試験 

 

(ｳ) 繰返し荷

重試験 

 

１試料

4,000

回 

１試料

10,000

回 

１試料

50回 

 

4,360円 

 

 

3,500円 

 

 

3,500円 

  ウ  窯業製品

（冷凍融解試

験） 

１バッ

チ１時

間 

180円 

     
  エ 繊維製品 

(ｱ) 風合試験 

(ｲ) 毛羽測定

試験 

(ｳ) 通気性試

験又は保温

 

１試料 

〃 

 

〃 

 

 

6,840円 

2,380円 

 

3,760円 
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度試験 

(ｴ) 燃焼性試

験 

ａ ドライ

クリーニ

ングを要

する場合 

ｂ ドライ

クリーニ

ングを要

しない場

合 

(ｵ) 摩擦溶融

試験 

(ｶ) 引き裂き

強度試験、

防すう度試

験又は破裂

試験 

(ｷ) 収縮度試

験、摩耗試

験（ニット）

又は水分平

衡質量試験 

(ｸ) 滑脱抵抗

力試験又は

剝離試験 

(ｹ) 耐水度試

験又ははつ

水度試験 

(ｺ) 繊維の静

電気測定試

験 

ａ 恒温恒

湿槽を使

用する場

合 

ｂ 恒温恒

湿槽を使

用しない

場合 

(ｻ) 染色堅ろ

う度試験 

ａ 洗濯試

験、熱湯

試験、汗

試験、染

色摩擦試

験、酸化

窒素ガス

試験又は

 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

〃 

 

〃 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

〃 

１試料増すごとに 

 

 

 

 

 

 

度試験 

(ｴ) 燃焼性試

験 

ａ ドライ

クリーニ

ングを要

する場合 

ｂ ドライ

クリーニ

ングを要

しない場

合 

(ｵ) 摩擦溶融

試験 

(ｶ) 引き裂き

強度試験、

防すう度試

験又は破裂

試験 

(ｷ) 収縮度試

験、摩耗試

験（ニット）

又は水分平

衡質量試験 

(ｸ) 滑脱抵抗

力試験又は

はく離試験 

(ｹ) 耐水度試

験又ははつ

水度試験 

(ｺ) 繊維の静

電気測定試

験 

ａ 恒温恒

湿槽を使

用する場

合 

ｂ 恒温恒

湿槽を使

用しない

場合 

(ｻ) 染色堅ろ

う度試験 

ａ 洗濯試

験、熱湯

試験、汗

試験、染

色摩擦試

験、酸化

窒素ガス

試験又は

 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

〃 

 

〃 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

〃 

１試料

増すご

とに 

 

 

 

 

 

 

 

4,570円 

 

 

 

3,480円 

 

 

 

 

3,470円 

 

3,470円 

 

 

 

 

3,470円 

 

 

 

 

3,620円 

 

 

2,390円 

 

 

 

 

 

3,840円 

 

 

 

2,390円 

 

 

 

 

 

2,440円 

240円 
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ホットプ

レッシン

グ試験 

ｂ 漂白試

験又は塩

素処理水

試験 

(ｼ) 透湿性試

験 

(ｽ) 厚さ試験 

(ｾ) ピリング

試験又はス

ナッグ試験 

 

 

 

１試料 

１試料増すごとに 

 

 

１試料 

 

〃 

〃 

    
 (11)  

測

定

機

器

試

験 

ア マイクロメ

ータ 

１台 

イ ダイヤルゲ

ージ 

１台 

ウ 温度計 １台 

エ ノギス １台 

オ ロックウェ

ル硬度計 

１台 

４ 

 

計

算

及

び

解

析 

写

真撮

影 

高速ビデオ撮

影 

１件１時間 

５ 

 

企

画

及

び

設

計 

(1) 

デ

ザ

イ

ン 

コンピュータ

等の機器を利用

した図面、色見

本又は繊維図案

等の試作 

１柄 

配色変更１回ごと

に 

(2) 

繊

維 

ア 組織分解 

(ｱ) 経方向×

緯方向 400

以下 

(ｲ) 経方向×

緯方向 401

以 上 1,600

以下 

(ｳ) 経方向×

緯 方 向

1,601 以 上

3,600以下 

(ｴ) 経方向×

緯方向 

 

１試料 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 
    
  3,601 以 上

6,400以下 

 

 

ホットプ

レッシン

グ試験 

ｂ 漂白試

験又は塩

素処理水

試験 

(ｼ) 透湿性試

験 

(ｽ) 厚さ試験 

(ｾ) ピリング

試験又はス

ナッグ試験 

 

 

 

１試料 

１試料

増すご

とに 

１試料 

 

〃 

１試料 

 

 

 

3,920円 

670円 

 

 

3,500円 

 

3,900円 

3,470円 

     
 (11)  

測

定

機

器

試

験 

ア マイクロメ

ータ 

１台 5,640円 

イ ダイヤルゲ

ージ 

１台 4,550円 

ウ 温度計 １台 8,550円 

エ ノギス １台 3,470円 

オ ロックウェ

ル硬度計 

１台 9,630円 

４ 

 

計

算

及

び

解

析 

写

真撮

影 

高速ビデオ撮

影 

１件１

時間 

3,480円 

５ 

 

企

画

及

び

設

計 

(1) 

デ

ザ

イ

ン 

コンピュータ

等の機器を利用

した図面、色見

本又は繊維図案

等の試作 

１柄 

配色変

更１回

ごとに 

4,150円 

250円 

(2) 

繊

維 

ア 組織分解 

(ｱ) 経方向×

緯方向 400

以下 

(ｲ) 経方向×

緯方向 401

以 上 1,600

以下 

(ｳ) 経方向×

緯 方 向

1,601 以 上

3,600以下 

(ｴ) 経方向×

緯方向 

 

１試料 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

3,040円 

 

 

4,130円 

 

 

 

4,780円 

 

 

 

5,650円 

 
     
  3,601 以 上

6,400以下 
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(ｵ) 経方向×

緯 方 向

6,401 以 上

10,000以下 

(ｶ) 経方向×

緯 方 向

10,001以上

22,500以下 

(ｷ) (ｱ)から

(ｶ)まで以

外のもの 

注 （略） 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

    
  イ 織物密度試

験 

(ｱ) 経糸及び

緯糸それぞ

れ１センチ

メートル当

たり20本以

下 

(ｲ) 経糸及び

緯糸それぞ

れ１センチ

メートル当

たり21本以

上 

 

 

１試料 

 

 

 

 

 

〃 

    
６ 情報

の提供 

情報の提供 １件 

７ カラ

ー複写 

カ ラ ー 複 写

（試験及び技術

指導に係る複写

に限り、１原稿

につき３枚を限

度とする｡) 

１枚 

８ 成績

書の副

本 

成績書の副本 １通 

 備考 （略） 

(ｵ) 経方向×

緯 方 向

6,401 以 上

10,000以下 

(ｶ) 経方向×

緯 方 向

10,001以上

22,500以下 

(ｷ) (ｱ)から

(ｶ)まで以

外のもの 

注 （略） 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

6,740円 

 

 

 

7,830円 

 

 

 

8,920円 

     
  イ 織物密度試

験 

(ｱ) 経糸及び

緯糸それぞ

れ１センチ

メートル当

たり20本以

下 

(ｲ) 経糸及び

緯糸それぞ

れ１センチ

メートル当

たり21本以

上 

 

 

１試料 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

1,510円 

 

 

 

 

 

2,380円 

     
６ 情報

の提供 

情報の提供 １件 実費相当

額 

７ カラ

ー複写 

カ ラ ー 複 写

（試験及び技術

指導に係る複写

に限り、１原稿

につき３枚を限

度とする｡) 

１枚 実費相当

額 

８ 成績

書の副

本 

成績書の副本 １通 1,220円 

 備考 （略） 
  
附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第２条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の

依頼に係る手数料については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第38号 

新潟県起業化センター条例の一部を改正する条例 

新潟県起業化センター条例（平成８年新潟県条例第14号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第３条、第５条、第14条関係） 

区       分 使 用 料 

新潟県工業技術総合研究所下

越技術支援センター新潟起業

化センター 

１室１月につき 

64,600円 

新潟県工業技術総合研究所県

央技術支援センター県央起業

化センター 

１室１月につき 

52,300円 

新潟県工業技術総合研究所上

越技術支援センター上越起業

化センター 

１室１月につき 

59,800円 

備考 （略） 

別表（第３条、第５条、第14条関係） 

区       分 使 用 料 

新潟県工業技術総合研究所下

越技術支援センター新潟起業

化センター 

１室１月につき 

64,000円 

新潟県工業技術総合研究所県

央技術支援センター県央起業

化センター 

１室１月につき 

51,900円 

新潟県工業技術総合研究所上

越技術支援センター上越起業

化センター 

１室１月につき 

59,600円 

備考 （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使

用料については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第39号 

新潟県電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部を改正する条例 

新潟県電気自動車等の普及の促進に関する条例（平成21年新潟県条例第51号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) （略） 

(2) 充電機能付電力併用自動車 地方税法（昭和

25年法律第226号。以下「法」という｡)附則第

12条の２の２第２項第３号に規定する充電機能

付電力併用自動車又は新潟県県税条例（平成18

年新潟県条例第10号。以下「県税条例」という｡)

附則第20条第３項第３号に規定する充電機能付

電力併用自動車をいう。 

(3) （略） 

 

（自動車取得税の課税免除等） 

第８条 電気自動車で初めて新規登録等（道路運送

車両法（昭和26年法律第185号）第７条の規定に

よる登録（以下「新規登録」という｡)又は同法第

59条の規定による検査（検査対象軽自動車に係る

ものに限る｡)をいう。以下この条において同じ｡)

を受けるものの取得（法附則第12条の２の２第２

項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除

く｡)が平成28年３月31日までに行われた場合にお

いては、当該自動車の取得に対しては、自動車取

得税を課さない。 

２ 充電機能付電力併用自動車（法附則第12条の２

の２第２項第３号に規定するものに限る｡)で初め

て新規登録等を受けるものの取得（法附則第12条

の２の２第２項の規定の適用がある場合の自動車

の取得を除く｡)に対して課する自動車取得税の税

率は、当該取得が平成28年３月31日までに行われ

たときに限り、法第119条及び附則第12条の２の

３第１項の規定にかかわらず、当該取得について

この項の規定の適用がないものとした場合に適用

されるべき法第119条又は附則第12条の２の３第

１項に定める率に２分の１を乗じて得た率とする。 

 

（自動車税の課税免除等） 

第９条 電気自動車で平成26年４月１日から平成28

年３月31日までの間（以下「対象期間」という｡)

に初めて新規登録を受けたものに対しては、当該

新規登録を受けた日の属する年度分の自動車税を

課さない。 

２ 充電機能付電力併用自動車（県税条例附則第20

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) （略） 

(2) 充電機能付電力併用自動車 地方税法（昭和

25年法律第226号。以下「法」という｡)附則第

12条の２の２第２項第３号に規定する充電機能

付電力併用自動車又は新潟県県税条例（平成18

年新潟県条例第10号。以下「県税条例」という｡)

附則第20条第２項第３号に規定する充電機能付

電力併用自動車をいう。 

(3) （略） 

 

（自動車取得税の課税免除等） 

第８条 電気自動車で初めて新規登録等（道路運送

車両法（昭和26年法律第185号）第７条の規定に

よる登録（以下「新規登録」という｡)又は同法第

59条の規定による検査（検査対象軽自動車に係る

ものに限る｡)をいう。以下この条において同じ｡)

を受けるものの取得（法附則第12条の２の２第２

項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除

く｡)が平成26年３月31日までに行われた場合にお

いては、当該自動車の取得に対しては、自動車取

得税を課さない。 

２ 充電機能付電力併用自動車（法附則第12条の２

の２第２項第３号に規定するものに限る｡)で初め

て新規登録等を受けるものの取得（法附則第12条

の２の２第２項の規定の適用がある場合の自動車

の取得を除く｡)に対して課する自動車取得税の税

率は、当該取得が平成26年３月31日までに行われ

たときに限り、法第119条及び附則第12条の２の

３第１項の規定にかかわらず、当該取得について

この項の規定の適用がないものとした場合に適用

されるべき法第119条又は附則第12条の２の３第

１項に定める率に２分の１を乗じて得た率とする。 

 

（自動車税の課税免除等） 

第９条 電気自動車でこの条例の施行の日から平成

26年３月31日までの間（以下「対象期間」という｡)

に初めて新規登録を受けたものに対しては、当該

新規登録を受けた日の属する年度から平成25年度

までの各年度分の自動車税を課さない。 

２ 充電機能付電力併用自動車（県税条例附則第20
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条第３項第３号に規定するものに限る。次項、第

５項及び第６項において同じ｡)が対象期間に初め

て新規登録を受けた場合にあっては当該新規登録

を受けた日の属する年度分の自動車税に限り、当

該自動車の自動車税の税率は、県税条例第59条か

ら第61条までの規定にかかわらず、１台につき、

県税条例附則別表第２の自動車の区分の欄に掲げ

る自動車の区分に応じ、それぞれ同表の最大軽課

税率の欄に掲げる額とする。 

 

 

 

３ 充電機能付電力併用自動車であって県税条例附

則別表第２の第２号に掲げるもの及び第５号中ト

ラックに類するもので最大積載量の定めのあるも

ののうち、最大乗車定員が４人以上であるものが

対象期間に初めて新規登録を受けた場合にあって

は当該新規登録を受けた日の属する年度分の自動

車税に限り、当該自動車の自動車税の税率は、県

税条例第59条から第61条まで及び前項の規定にか

かわらず、１台につき、同表の自動車の区分の欄

に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ同表の最大

軽課税率の欄に掲げる額に、県税条例附則別表第

４の自動車の区分の欄に掲げる自動車の区分に応

じそれぞれ同表の最大軽課税率の欄に掲げる額を

加算した額とする。 

 

 

 

 

４ （略） 

５ 充電機能付電力併用自動車が対象期間に初めて

新規登録を受けた場合にあっては当該新規登録を

受けた日の属する年度分の自動車税（法第147条

第３項（積雪地域の自動車税の標準税率）に規定

する自動車税に限る｡)に限り、当該自動車の自動

車税の税率は、県税条例第59条から第61条まで並

びに第２項及び第３項の規定にかかわらず、当該

自動車についてこの項の規定の適用がないものと

した場合に適用されるべき第２項又は第３項に定

める税率に、10分の10から県税条例第60条第１項

各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める月数に10分の0.75を乗じた数を控除した割合

を乗じたものとする。 

 

 

 

６ 充電機能付電力併用自動車が対象期間に初めて

新規登録を受けた場合にあっては当該新規登録を

受けた日の属する年度分の自動車税（県税条例第

61条第１項各号のいずれかに該当する自動車で知

条第２項第３号に規定するものに限る。次項、第

５項及び第６項において同じ｡)が対象期間に初め

て新規登録を受けた場合にあっては当該新規登録

を受けた日の属する年度から平成25年度まで（県

税条例附則第20条第２項、第３項及び第６項、附

則第21条並びに附則第22条の規定の適用がある場

合の年度を除く｡)の各年度分の自動車税に限り、

当該自動車の自動車税の税率は、県税条例第59条

から第61条までの規定にかかわらず、１台につき、

県税条例附則別表第１の自動車の区分の欄に掲げ

る自動車の区分に応じ、それぞれ同表の最大軽課

税率の欄に掲げる額とする。 

３ 充電機能付電力併用自動車であって県税条例附

則別表第１の第２号に掲げるもの及び第５号中ト

ラックに類するもので最大積載量の定めのあるも

ののうち、最大乗車定員が４人以上であるものが

対象期間に初めて新規登録を受けた場合にあって

は当該新規登録を受けた日の属する年度から平成

25年度まで（県税条例附則第20条第２項、第３項

（同条第５項において読み替えて準用する場合を

含む｡)及び第６項、附則第21条並びに附則第22条

の規定の適用がある場合の年度を除く｡)の各年度

分の自動車税に限り、当該自動車の自動車税の税

率は、県税条例第59条から第61条まで及び前項の

規定にかかわらず、１台につき、同表の自動車の

区分の欄に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ同

表の最大軽課税率の欄に掲げる額に、県税条例附

則別表第２の自動車の区分の欄に掲げる自動車の

区分に応じそれぞれ同表の最大軽課税率の欄に掲

げる額を加算した額とする。 

４ （略） 

５ 充電機能付電力併用自動車が対象期間に初めて

新規登録を受けた場合にあっては当該新規登録を

受けた日の属する年度から平成25年度まで（県税

条例附則第20条第２項、第３項及び第６項、附則

第21条並びに附則第22条の規定の適用がある場合

の年度を除く｡)の各年度分の自動車税（法第147

条第３項（積雪地域の自動車税の標準税率）に規

定する自動車税に限る｡)に限り、当該自動車の自

動車税の税率は、県税条例第59条から第61条まで

並びに第２項及び第３項の規定にかかわらず、当

該自動車についてこの項の規定の適用がないもの

とした場合に適用されるべき第２項又は第３項に

定める税率に、10分の10から県税条例第60条第１

項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める月数に10分の0.75を乗じた数を控除した割

合を乗じたものとする。 

６ 充電機能付電力併用自動車が対象期間に初めて

新規登録を受けた場合にあっては当該新規登録を

受けた日の属する年度から平成25年度まで（県税

条例附則第20条第２項、第３項及び第６項、附則
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事の承認を受けたものに対して課する自動車税に

限る｡)に限り、当該自動車の自動車税の税率は、

県税条例第59条から第61条まで並びに第２項、第

３項及び第５項の規定にかかわらず、当該自動車

についてこの項の規定の適用がないものとした場

合に適用されるべき第２項、第３項又は第５項に

定める税率に２分の１を乗じたものとする。 

 

 

 

７ （略） 

 

附 則 

１ （略） 

２ この条例は、平成28年３月31日限り、その効力

を失う。 

第21条並びに附則第22条の規定の適用を受ける場

合の年度を除く｡)の各年度分の自動車税（県税条

例第61条第１項各号のいずれかに該当する自動車

で知事の承認を受けたものに対して課する自動車

税に限る｡)に限り、当該自動車の自動車税の税率

は、県税条例第59条から第61条まで並びに第２項、

第３項及び第５項の規定にかかわらず、当該自動

車についてこの項の規定の適用がないものとした

場合に適用されるべき第２項、第３項又は第５項

に定める税率に２分の１を乗じたものとする。 

７ （略） 

 

附 則 

１ （略） 

２ この条例は、平成26年３月31日限り、その効力

を失う。 
  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第９条の改正(｢附則第20条第２項第３号」を「附則第20条第３項第３号」に､｢附則別表第１」を「附則別

表第２」に､｢附則別表第２」を「附則別表第４」に改める部分を除く｡) 平成26年４月１日 

(2) 第２条及び第９条の改正(｢附則第20条第２項第３号」を「附則第20条第３項第３号」に､｢附則別表第１」

を「附則別表第２」に､｢附則別表第２」を「附則別表第４」に改める部分に限る｡) 新潟県県税条例の一部

を改正する条例（平成26年新潟県条例第11号）の施行の日 

（経過措置） 

２ 改正後の第９条の規定は、平成26年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成25年度分までの自動車

税については、なお従前の例による。 

（この条例の失効） 

３ 第２条及び第９条の改正(｢附則第20条第２項第３号」を「附則第20条第３項第３号」に､｢附則別表第１」を

「附則別表第２」に､｢附則別表第２」を「附則別表第４」に改める部分に限る｡)は、当該改正に対応する新潟

県県税条例の一部を改正する条例による新潟県県税条例（平成18年新潟県条例第10号）の改正と異なることと

なるときは、その限りにおいてその効力を失う。 
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新潟県条例第40号 

新潟県中小企業者向け融資に係る損失補償に関する条例の一部を改正する条例 

新潟県中小企業者向け融資に係る損失補償に関する条例（平成20年新潟県条例第28号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（定義） 

第２条 この条例において「中小企業者」とは、信

用保証協会法（昭和28年法律第196号）第20条第

４項に規定する中小企業者等をいう。 

２ （略） 

 

（求償権の放棄等の承認） 

第３条 保証協会が、損失補償契約の対象となる保

証に係る求償権の放棄、不等価譲渡（求償権の金

額に満たない額による譲渡をいう｡)又は資本的劣

後債権への転換をしようとする場合にあっては、

あらかじめ知事の承認を得なければならない。こ

の場合において、当該放棄、不等価譲渡又は資本

的劣後債権への転換が次の各号に掲げる計画のい

ずれかに基づくものであり、かつ、知事が地域経

済の振興に資すると認めたときは、その承認をす

ることができる。 

(1) 産業競争力強化法（平成25年法律第98号）第

128条第１項に規定する中小企業再生支援協議

会の支援を受けて策定された再建計画 

 

(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競

争力強化法第133条第１号に規定する出資の業

務により出資を行った投資事業有限責任組合の

支援を受けて策定された再建計画 

(3)・(4) （略） 

（定義） 

第２条 この条例において「中小企業者」とは、信

用保証協会法（昭和28年法律第196号）第20条第

２項に規定する中小企業者等をいう。 

２ （略） 

 

（求償権の放棄等の承認） 

第３条 保証協会が、損失補償契約の対象となる保

証に係る求償権の放棄、不等価譲渡（求償権の金

額に満たない額による譲渡をいう｡)又は資本的劣

後債権への転換をしようとする場合にあっては、

あらかじめ知事の承認を得なければならない。こ

の場合において、当該放棄、不等価譲渡又は資本

的劣後債権への転換が次の各号に掲げる計画のい

ずれかに基づくものであり、かつ、知事が地域経

済の振興に資すると認めたときは、その承認をす

ることができる。 

(1) 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する

特別措置法（平成11年法律第131号）第42条に

規定する中小企業再生支援協議会の支援を受け

て策定された再建計画 

(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業活

力再生特別措置法第47条に規定する出資の業務

により出資を行った投資事業有限責任組合の支

援を受けて策定された再建計画 

(3)・(4) （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第41号 

新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例の一部を改正する条例 

新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例（平成15年新潟県条例第23号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下本則において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応す

る同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  

附 則 

１ （略） 

（この条例の失効） 

２ この条例は、平成29年３月31日限り、その効力

を失う。 

（この条例の失効に伴う経過措置） 

３ この条例の失効前に取得し、又は借り受けられ

ていた事業用地（平成27年３月31日以前に取得し、

又は借り受けられていた事業用地を除く｡)におい

て、平成31年３月31日までに事業用家屋の新設又

は増設の着手があり、平成32年３月31日までに当

該事業用家屋が事業の用に供された場合にあって

は、当該事業用家屋に係るものとして規則で定め

るところにより計算した額に対して課する事業税

並びに当該事業用家屋及び当該事業用地の取得に

対して課する不動産取得税については、第３条か

ら第９条までの規定は、なおその効力を有する。 

４ この条例の失効前に取得し、又は借り受けられ

ていた事業用地（平成27年３月31日以前に取得し、

又は借り受けられていた事業用地に限る｡)におい

て、この条例の失効の際現に事業用家屋の新設又

は増設の着手があり、平成32年３月31日までに当

該事業用家屋が事業の用に供された場合にあって

は、当該事業用家屋に係るものとして規則で定め

るところにより計算した額に対して課する事業税

及び当該事業用家屋の取得に対して課する不動産

取得税については、第３条から第９条までの規定

は、なおその効力を有する。 

附 則 

１ （略） 

（この条例の失効） 

２ この条例は、平成26年３月31日限り、その効力

を失う。 

（この条例の失効に伴う経過措置） 

３ この条例の失効前に取得し、又は借り受けられ

ていた事業用地（平成24年３月31日以前に取得し、

又は借り受けられていた事業用地を除く｡)におい

て、平成28年３月31日までに事業用家屋の新設又

は増設の着手があり、平成29年３月31日までに当

該事業用家屋が事業の用に供された場合にあって

は、当該事業用家屋に係るものとして規則で定め

るところにより計算した額に対して課する事業税

並びに当該事業用家屋及び当該事業用地の取得に

対して課する不動産取得税については、第３条か

ら第９条までの規定は、なおその効力を有する。 

４ この条例の失効前に取得し、又は借り受けられ

ていた事業用地（平成24年３月31日以前に取得し、

又は借り受けられていた事業用地に限る｡)におい

て、この条例の失効の際現に事業用家屋の新設又

は増設の着手があり、平成29年３月31日までに当

該事業用家屋が事業の用に供された場合にあって

は、当該事業用家屋に係るものとして規則で定め

るところにより計算した額に対して課する事業税

及び当該事業用家屋の取得に対して課する不動産

取得税については、第３条から第９条までの規定

は、なおその効力を有する。 
  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（法人の県民税の特例に関する条例の一部改正） 

２ 法人の県民税の特例に関する条例（昭和50年新潟県条例第29号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この項において「改正後部分」という｡)に対応する同表の

改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この項において「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
（産業立地促進地域内において事業用家屋を事業

の用に供した法人等に対する不均一課税） 

８ 知事は、県内に事務所又は事業所を有する法人

のうち、新潟県産業立地を促進するための県税の

特例に関する条例（平成15年新潟県条例第23号。

以下「産業立地促進条例」という｡)第２条第１項

（産業立地促進地域内において事業用家屋を事業

の用に供した法人等に対する不均一課税） 

８ 知事は、県内に事務所又は事業所を有する法人

のうち、新潟県産業立地を促進するための県税の

特例に関する条例（平成15年新潟県条例第23号。

以下「産業立地促進条例」という｡)第２条第１項
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に規定する産業立地促進地域内において、事業の

用に供する家屋（平成24年８月１日から平成29年

３月31日までの間に新設又は増設に着手し、平成

29年３月31日までの間に開始する最終の事業年度

又は連結事業年度の末日までに当該事業の用に供

したもので、当該家屋その他新潟県産業立地を促

進するための県税の特例に関する条例施行規則（平

成15年新潟県規則第43号。以下「産業立地促進条

例施行規則」という｡)で定める資産の取得価額の

合計額が１億円を超え、かつ、当該事業の用に供

したことに伴つて増加する雇用者（日々雇い入れ

られる者を除く｡)であつて産業立地促進条例施行

規則で定めるものの数（以下「増加雇用者数」と

いう｡)が３人以上となるもののうち産業立地促進

条例施行規則で定める基準に適合するものに限る。

以下「事業用家屋」という｡)を新設し、又は増設

したものに対する次の各号に掲げる法人の区分に

応じ当該各号に定める期間内に終了する各事業年

度分又は各連結事業年度分の法人税割額を、第２

条の規定を適用して計算した法人税割額から当該

法人税割額に5.8分の0.4を乗じて計算した額に相

当する額を控除した金額とすることができる。 

(1)・(2) （略） 

９ 県内に事務所又は事業所を有する法人のうち、

平成27年４月１日から平成29年３月31日までに事

業用地（産業立地促進条例第４条に規定する事業

用地をいう｡)を取得し、又は借り受けていたもの

については、前項の規定中「平成24年８月１日か

ら平成29年３月31日まで」とあるのは､｢平成27年

４月１日から平成29年３月31日までの間に開始す

る最終の事業年度又は連結事業年度の末日まで」

と読み替えて、同項の規定を適用する。 

に規定する産業立地促進地域内において、事業の

用に供する家屋（平成24年８月１日から平成26年

３月31日までの間に新設又は増設に着手し、平成

29年３月31日までに当該事業の用に供したもので、

当該家屋その他新潟県産業立地を促進するための

県税の特例に関する条例施行規則（平成15年新潟

県規則第43号。以下「産業立地促進条例施行規則」

という｡)で定める資産の取得価額の合計額が１億

円を超え、かつ、当該事業の用に供したことに伴

つて増加する雇用者（日々雇い入れられる者を除

く｡)であつて産業立地促進条例施行規則で定める

ものの数（以下「増加雇用者数」という｡)が３人

以上となるもののうち産業立地促進条例施行規則

で定める基準に適合するものに限る。以下「事業

用家屋」という｡)を新設し、又は増設したものに

対する次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各

号に定める期間内に終了する各事業年度分又は各

連結事業年度分の法人税割額を、第２条の規定を

適用して計算した法人税割額から当該法人税割額

に5.8分の0.4を乗じて計算した額に相当する額を

控除した金額とすることができる。 

 

(1)・(2) （略） 

９ 県内に事務所又は事業所を有する法人のうち、

平成24年４月１日から平成26年３月31日までに事

業用地（産業立地促進条例第４条に規定する事業

用地をいう｡)を取得し、又は借り受けていたもの

については、前項の規定中「平成24年８月１日か

ら平成26年３月31日まで」とあるのは､｢平成24年

８月１日から平成28年３月31日まで」と読み替え

て、同項の規定を適用する。 

  
 

 

新潟県条例第42号 

新潟県立職業能力開発校条例の一部を改正する条例 

新潟県立職業能力開発校条例（昭和44年新潟県条例第37号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（寄宿料） 

第18条 寄宿舎に入舎している者は、月額3,550円

以内の額で規則で定める額の寄宿料を毎月25日ま

でに納めなければならない。 

２・３ （略） 

（寄宿料） 

第18条 寄宿舎に入舎している者は、月額3,450円

以内の額で規則で定める額の寄宿料を毎月25日ま

でに納めなければならない。 

２・３ （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第18条の規定は、この条例の施行の日以後における寄宿に係る寄宿料について適用し、同日前の寄

宿に係る寄宿料については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第43号 

新潟県職業能力開発促進法関係手数料条例の一部を改正する条例 

新潟県職業能力開発促進法関係手数料条例（平成12年新潟県条例第31号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しな

い場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 

手数料を納めなけ

ればならない者 

名 称 手数料の額 

（略） 

３ 法第46条第２

項に規定する技

能検定試験を受

けようとする者

（在校生を除

く｡) 

技能検

定試験

手数料 

実技試験を受ける

場合にあっては１

件 に つ き １ 万

7,000円（機械検査

及び婦人子供服製

造にあっては１万

4,100円、和裁、テ

クニカルイラスト

レーション、機械

・プラント製図及

び電気製図にあっ

て は １ 万 2,500

円)､学科試験を受

ける場合にあって

は １ 件 に つ き

3,100円 

４ 法第46条第２

項に規定する技

能検定試験を受

けようとする在

校生 

技能検

定試験

手数料 

実技試験を受ける

場合にあっては１

件 に つ き １ 万

1,300円（機械検

査及び婦人子供服

製造にあっては

9,400円、和裁、

テクニカルイラス

トレーション、機

械・プラント製図

及び電気製図にあ

っては8,300円)､

学科試験を受ける

場合にあっては１

件につき3,100円 

（略） 

備考 （略） 

別表（第２条関係） 

手数料を納めなけ

ればならない者 

名 称 手数料の額 

（略） 

３ 法第46条第２

項に規定する技

能検定試験を受

けようとする者

（在校生を除

く｡) 

技能検

定試験

手数料 

実技試験を受ける

場合にあっては１

件 に つ き １ 万

5,700円（機械検査

及び婦人子供服製

造にあっては１万

3,000円、和裁、テ

クニカルイラスト

レーション、建築

図面製作、機械・

プラント製図及び

電気製図にあって

は１万1,500円)､

学科試験を受ける

場合にあっては１

件につき3,100円 

４ 法第46条第２

項に規定する技

能検定試験を受

けようとする在

校生 

技能検

定試験

手数料 

実技試験を受ける

場合にあっては１

件につき１万500

円（機械検査及び

婦人子供服製造に

あっては8,700円、

和裁、テクニカル

イラストレーショ

ン及び電気製図に

あ っ て は 7,700

円)､学科試験を受

ける場合にあって

は １ 件 に つ き

3,100円 

 

（略） 

備考 （略） 

附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第44号 

新潟県農業大学校修学資金貸与条例の一部を改正する条例 

新潟県農業大学校修学資金貸与条例（平成10年新潟県条例第44号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（返還債務の当然免除） 

第７条 （略） 

２ 知事は、研究科において修学資金の貸与を受け

た者であって、研究科を卒業した日（研究科を卒

業した日から１月を経過する日までに、研修を受

け始めたときは当該研修を修了した日とし、災害、

負傷、疾病その他やむを得ない理由により就農を

することができなかったときは当該理由のなくな

った日とする。以下同じ｡)から３月を経過する日

までに農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第

65号）第14条の４第１項の認定（以下「認定」と

いう｡)を受けたものが、次の各号のいずれかに該

当するときは、当該修学資金の返還債務の全部を

免除するものとする。 

 

(1)・(2) （略） 

（返還債務の当然免除） 

第７条 （略） 

２ 知事は、研究科において修学資金の貸与を受け

た者であって、研究科を卒業した日（研究科を卒

業した日から１月を経過する日までに、研修を受

け始めたときは当該研修を修了した日とし、災害、

負傷、疾病その他やむを得ない理由により就農を

することができなかったときは当該理由のなくな

った日とする。以下同じ｡)から３月を経過する日

までに青年等の就農促進のための資金の貸付け等

に関する特別措置法（平成７年法律第２号）第４

条第１項の認定（以下「認定」という｡)を受けた

ものが、次の各号のいずれかに該当するときは、

当該修学資金の返還債務の全部を免除するものと

する。 

(1)・(2) （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律（平成

25年法律第102号。以下「改正法」という｡)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正法の施行の日前にされた改正法第４条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等

に関する特別措置法（平成７年法律第２号。以下「旧就農促進法」という｡)第４条第１項の認定及び改正法附

則第８条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる旧就農促進法第４条第１項の認定は、この条例

による改正後の新潟県農業大学校修学資金貸与条例第７条第２項の規定の適用については、改正法第１条の規

定による改正後の農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第14条の４第１項の認定とみなす。 

 

新潟県条例第45号 

新潟県妙法育成牧場条例の一部を改正する条例 

新潟県妙法育成牧場条例（昭和46年新潟県条例第47号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（預託料） 

第４条 （略） 

２ 前項の預託料は後納とし、１月ごとに、又は預

託終了後、納入通知書により納付するものとする。 

（預託料） 

第４条 （略） 

２ 前項の預託料は、預託終了後納入通知書により

納付するものとする。 

附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第46号 

新潟県漁港管理条例の一部を改正する条例 

新潟県漁港管理条例（昭和33年新潟県条例第25号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（利用料等） 

第14条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、占用の期間が１月未

満の場合の占用料（工作物を設置しない場合の占

用料を除く｡)の額は、別表第１に定めるところに

より算出した額に、1.08を乗じて得た額とする。 

３～６ （略） 

 

（土砂採取料等） 

第14条の２ （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、占用の期間が１月未

満の場合の占用料の額は、別表第２に定めるとこ

ろにより算出した額に、1.08を乗じて得た額とす

る。 

３・４ （略） 

（利用料等） 

第14条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、占用の期間が１月未

満の場合の占用料（工作物を設置しない場合の占

用料を除く｡)の額は、別表第１に定めるところに

より算出した額に、1.05を乗じて得た額とする。 

３～６ （略） 

 

（土砂採取料等） 

第14条の２ （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、占用の期間が１月未

満の場合の占用料の額は、別表第２に定めるとこ

ろにより算出した額に、1.05を乗じて得た額とす

る。 

３・４ （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第14条及び第14条の２の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用

し、同日前における占用に係る占用料については、なお従前の例による。 

 

新潟県条例第47号 

新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例の一部を改正する条例 

新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例（平成12年新潟県条例第39号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（使用料） 

第８条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、許可の期間が１月未

満の場合の使用料の額は、別表第１に定める基準

により算出した額に、1.08を乗じて得た額（その

額が100円に満たない場合にあっては、100円）と

する。 

３～６ （略） 

（使用料） 

第８条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、許可の期間が１月未

満の場合の使用料の額は、別表第１に定める基準

により算出した額に、1.05を乗じて得た額（その

額が100円に満たない場合にあっては、100円）と

する。 

３～６ （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第８条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日前に徴

収すべき使用料については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第48号 

新潟県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

新潟県道路占用料徴収条例（昭和28年新潟県条例第16号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（占用料の額） 

第２条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、占用の期間が１月未

満の場合の占用料の額は、別表に定めるところに

より算出した額に、1.08を乗じて得た額（その額

が100円に満たない場合にあつては、100円）とす

る。 

３ （略） 

（占用料の額） 

第２条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、占用の期間が１月未

満の場合の占用料の額は、別表に定めるところに

より算出した額に、1.05を乗じて得た額（その額

が100円に満たない場合にあつては、100円）とす

る。 

３ （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴

収すべき占用料については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第49号 

新潟県河川法施行条例の一部を改正する条例 

新潟県河川法施行条例（平成11年新潟県条例第65号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（流水占用料等の額） 

第５条 法第23条、第24条若しくは第25条の許可又

は第23条の２の登録を受けた者は、次の各号に掲

げる流水占用料等の区分に応じ、当該各号に定め

る額の流水占用料等を納めなければならない。 

(1) （略） 

(2) 発電水利使用料 別表第２の基準により算出

した額に1.08を乗じて得た額 

２ 前項の規定にかかわらず、占用の期間が１月に

満たない場合の流水占用料（水面使用に係るもの

に限る｡)及び土地占用料の額は、別表第１の基準

により算出した額に1.08を乗じて得た額とする。 

３ （略） 

 

別表第１（第５条関係） 

種 類 細 目 単 位 料   金 

１ 流

水占

用料 

(1) 鉱工業

用水水利

使用 

 

(2) その他

の水利使

用 

(3) （略） 

毎 秒 

0.01立

方メー

トル 

〃 

 

 

（略） 

年額  44,250円 

 

 

 

〃   6,710円 

 

 

（略） 

（略） 

備考 （略） 

（流水占用料等の額） 

第５条 法第23条、第24条若しくは第25条の許可又

は第23条の２の登録を受けた者は、次の各号に掲

げる流水占用料等の区分に応じ、当該各号に定め

る額の流水占用料等を納めなければならない。 

(1) （略） 

(2) 発電水利使用料 別表第２の基準により算出

した額に1.05を乗じて得た額 

２ 前項の規定にかかわらず、占用の期間が１月に

満たない場合の流水占用料（水面使用に係るもの

に限る｡)及び土地占用料の額は、別表第１の基準

により算出した額に1.05を乗じて得た額とする。 

３ （略） 

 

別表第１（第５条関係） 

種 類 細 目 単 位 料   金 

１ 流

水占

用料 

(1) 鉱工業

用水水利

使用 

 

(2) その他

の水利使

用 

(3) （略） 

毎 秒 

0.01立

方メー

トル 

〃 

 

 

（略） 

年額  43,460円 

 

 

 

〃   6,590円 

 

 

（略） 

（略） 

備考 （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第５条及び別表第１の規定は、この条例の施行の日以後における流水の占用等に係る流水占用料等

について適用し、同日前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第50号 

新潟県公共海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

新潟県公共海岸占用料等徴収条例（平成12年新潟県条例第40号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（占用料） 

第２条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、占用の期間が１月に

満たない場合の占用料の額は、別表第１の基準に

より算出した額に1.08を乗じて得た額とする。 

３ （略）  

（占用料） 

第２条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、占用の期間が１月に

満たない場合の占用料の額は、別表第１の基準に

より算出した額に1.05を乗じて得た額とする。 

３ （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴

収すべき占用料については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第51号 

新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成12年新潟県条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄中別表の細目の号の表示に下線が引かれた別表の細目の号（以下「移動別表細目号」とい

う｡)に対応する次の表の改正後の欄中別表の細目の号の表示に下線が引かれた別表の細目の号（以下「移動後別

表細目号」という｡)が存在する場合には当該移動別表細目号を当該移動後別表細目号とし、移動別表細目号に対

応する移動後別表細目号が存在しない場合には当該移動別表細目号（以下「削除別表細目号」という｡)を削り、

移動後別表細目号に対応する移動別表細目号が存在しない場合には当該移動後別表細目号（以下「追加別表細目

号」という｡)を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の号の表示及び削除別表細目号を除く。以下「改正部

分」という｡)に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の号の表示及び追加別表細目号

を除く。以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対

応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合

には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表（第２条関係） 

(1)～(8) （略） 

(9) 土木部関係 

事      務 市町村 

（略）  

12 都市再開発法（昭和44年法律第38

号。以下この項において「法」とい

う｡)に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの（２以上の市町村の区域に係

るものを除く｡) 

(1) 法第66条第１項の規定による土

地の形質の変更等の許可（県が行

う第１種市街地再開発事業に係る

ものに限る。以下この項において

同じ｡) 

(2)～(6) （略） 

（略） 

  
12の２ 都市再開発法（以下この項に

おいて「法」という｡)に基づく事務

のうち、次に掲げるもの（２以上の

市町村の区域に係るものを除く｡） 

(1) 法第61条第１項の規定による土

地の試掘等の許可及び意見の聴取

（県が行う第１種市街地再開発事

業に係るものに限る。第３号から

第８号までにおいて同じ｡) 

(2) 法第62条第２項の規定による許

可証の交付（県が行う第１種市街

地再開発事業に係る試掘等に係る

ものに限る｡) 

(3)～(8) （略） 

(9) 法第118条の27第２項において

準用する法第98条第２項の規定に

よる代執行（県が行う第２種市街

地再開発事業に係るものに限る｡) 

（略） 

別表（第２条関係） 

(1)～(8) （略） 

(9) 土木部関係 

事      務 市町村 

（略）  

12 都市再開発法（昭和44年法律第38

号。以下この項において「法」とい

う｡)に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの（２以上の市町村の区域に係

るものを除く｡) 

(1) 法第66条第１項の規定による土

地の形質の変更等の許可 

 

 

 

(2)～(6) （略） 

（略） 

  
12の２ 都市再開発法（以下この項に

おいて「法」という｡)に基づく事務

のうち、次に掲げるもの（２以上の

市町村の区域に係るものを除く｡） 

(1) 法第61条第１項の規定による土

地の試掘等の許可及び意見の聴取 

 

 

 

(2) 法第62条第２項の規定による許

可証の交付 

 

 

(3)～(8) （略） 

(9) 法第118条の27第２項において

準用する法第98条第２項の規定に

よる代執行 

 

（略） 
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(10)～(22) （略） 
  
13 都市再開発法（以下この項におい

て「法」という｡)に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの（２以上の市町

村の区域に係るものを除く｡) 

(1) 法第98条第２項の規定による代

執行（市の区域に係るものにあっ

ては、県が行う第１種市街地再開

発事業に係るものに限る。以下こ

の項において同じ｡) 

(2) （略） 

（略） 

13の２ 都市再開発法第118条の27第

２項において準用する同法第98条第

２項の規定による代執行（県が行う

第２種市街地再開発事業に係るもの

に限る｡) 

（略） 

  
14 都市再開発法（以下この項におい

て「法」という｡)に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの（２以上の市町

村の区域に係るものを除く｡) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 法第50条の２第１項の規定によ

る施行の認可（第２種市街地再開

発事業に係るものに限る。次号か

ら第10号までにおいて同じ｡) 

(2) 法第50条の６及び第50条の９第

（略） 

(10)～(22) （略） 
  
13 都市再開発法（以下この項におい

て「法」という｡)に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの（２以上の市町

村の区域に係るものを除く｡) 

(1) 法第98条第２項の規定による代

執行 

 

 

 

(2) （略） 

（略） 

13の２ 都市再開発法第118条の27第

２項において準用する同法第98条第

２項の規定による代執行 

 

 

（略） 

  
14 都市再開発法（以下この項におい

て「法」という｡)に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの（２以上の市町

村の区域に係るものを除く｡) 

(1) 法第７条の９第１項の規定によ

る施行の認可 

(2) 法第７条の15第１項（法第７条

の16第２項及び第７条の20第２項

において準用する場合を含む｡)の

規定による認可に係る公告及び図

書の送付 

(3) 法第７条の16第１項の規定によ

る規準等の変更の認可 

(4) 法第７条の17第４項の規定によ

る規約の認可 

(5) 法第７条の17第７項の規定によ

る氏名等の届出の受理 

(6) 法第７条の17第８項の規定によ

る認可又は届出の受理に係る公告 

(7) 法第７条の19第１項の規定によ

る審査委員の選任の承認 

(8) 法第７条の20第１項の規定によ

る終了の認可 

(9) 法第11条第１項の規定による市

街地再開発組合の設立の認可 

(10)  法第11条第２項の規定による

市街地再開発組合の設立の認可 

(11) 法第11条第３項の規定による

事業計画の認可 

 

 

 

 

(12) 法第16条第１項（法第38条第

（略） 
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２項において準用する法第16条第

１項の規定による縦覧 

 

(3) 法第50条の６及び第50条の９第

２項において準用する法第16条第

２項の規定による意見書の受理 

 

(4) 法第50条の６及び第50条の９第

２項において準用する法第16条第

３項の規定による命令及び通知 

 

(5) 法第50条の６及び第50条の９第

２項において準用する法第16条第

５項の規定による修正の申告の受

理及び修正に係る事業計画の縦覧

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) （略） 

(7) （略） 

(8) （略） 

(9) （略） 

(10)  （略） 

２項、第50条の６及び第50条の９

第２項において準用する場合を含

む｡)の規定による縦覧 

(13) 法第16条第２項（法第38条第

２項、第50条の６及び第50条の９

第２項において準用する場合を含

む｡)の規定による意見書の受理 

(14) 法第16条第３項（法第38条第

２項、第50条の６及び第50条の９

第２項において準用する場合を含

む｡)の規定による命令及び通知 

(15) 法第16条第５項（法第38条第

２項、第50条の６及び第50条の９

第２項において準用する場合を含

む｡)の規定による修正の申告の受

理及び修正に係る事業計画の縦覧

等 

(16) 法第19条第１項（法第38条第

２項において準用する場合を含

む｡)の規定による認可に係る公告

及び図書の送付 

(17) 法第19条第２項（法第38条第

２項において準用する場合を含

む｡)の規定による認可に係る公告 

(18) 法第27条第７項の規定による

事業報告書等の受理 

(19) 法第28条第１項の規定による

理事長の氏名等の届出の受理 

(20) 法第28条第２項の規定による

届出の受理に係る公告 

(21) 法第38条第１項の規定による

定款又は事業計画若しくは事業基

本方針の変更の認可 

(22) 法第45条第４項の規定による

解散の認可 

(23) 法第45条第６項の規定による

認可の取消し又は解散の認可の公

告 

(24) 法第49条の規定による決算報

告書の承認 

(25) 法第50条第２項の規定による

意見の陳述及び調査 

(26) 法第50条第３項の規定による

意見の陳述 

(27) 法第50条の２第１項の規定に

よる施行の認可 

(28) （略） 

(29)  （略） 

(30)  （略） 

(31)  （略） 

(32)  （略） 
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(11) 法第118条の６第１項の規定

による管理処分計画の認可（法第

２条の２第３項の規定による再開

発会社（以下この項において「再

開発会社」という｡)が行う第２種

市街地再開発事業に係るものに限

る。次号から第24号まで、第26号

及び第27号において同じ｡) 

(12)  （略） 

(13)  （略） 

(14) （略） 

(15)  （略） 

(16)  法第118条の30第２項におい

て準用する法第113条の規定によ

る事業代行開始の公告 

(33) 法第72条第１項の規定による

権利変換計画の認可（法第２条の

２第１項の規定による施行者、同

条第２項に規定する市街地再開発

組合（以下この項において「組合」

という｡)及び同条第３項の規定に

よる再開発会社（以下この項にお

いて「再開発会社」という｡)が行

う市街地再開発事業に係るものに

限る。次号から第36号まで及び第

62号において同じ｡) 

(34) 法第72条第４項において準用

する同条第１項後段の規定による

変更の認可 

(35) 法第99条の３第３項（法第99

条の８第５項において準用する場

合を含む｡)の規定による承認 

(36) 法第99条の８第５項において

準用する法第98条第２項の規定に

よる代執行 

(37) 法第112条の規定による事業

代行開始の決定 

(38) 法第113条（法第118条の30第

２項において準用する場合を含

む｡)の規定による事業代行開始の

公告 

(39) 法第114条（法第118条の30第

２項において準用する場合を含

む｡)の規定による事業代行 

(40) 法第117条第１項（法第118条

の30第２項において準用する場合

を含む｡)の規定による事業代行終

了の公告 

(41) 法第117条第３項（法第118条

の30第２項において準用する場合

を含む｡)の規定による承認 

(42) 法第118条の６第１項の規定

による管理処分計画の認可（再開

発会社が行う市街地再開発事業に

係るものに限る。次号から第45号

までにおいて同じ｡) 

 

 

 

(43) （略） 

(44) （略） 

(45) （略） 

(46) （略） 
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(17)  法第118条の30第２項におい

て準用する法第114条の規定によ

る事業代行 

(18)  法第118条の30第２項におい

て準用する法第117条第１項の規

定による事業代行終了の公告 

(19)  法第118条の30第２項におい

て準用する法第117条第３項の規

定による承認 

(20)  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21)  （略） 

(22)  （略） 

(23)  （略） 

(24)  （略） 

(25) 法第128条第１項の規定によ

る審査請求の裁決（再開発会社が

行う第２種市街地再開発事業に係

る処分に係るものに限る｡) 

(26)  （略） 

(27) 都市再開発法施行令（昭和44

年政令第232号。以下この項にお

いて「政令」という｡)第22条の３

において準用する政令第４条の２

第３項の規定による審査委員の解

任の承認 

(28)   (略) 

(29)   (略) 

(30)   (略) 

(31)   (略) 
  
（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(47) （略） 

(48) 法第124条の２第１項の規定

による検査及び命令 

(49) 法第124条の２第２項の規定

による認可の取消し 

(50) 法第124条の２第３項の規定

による公告 

(51) 法第125条第１項及び第２項

の規定による検査 

(52) 法第125条第３項の規定によ

る命令 

(53) 法第125条第４項の規定によ

る認可の取消し 

(54) 法第125条第５項の規定によ

る総会等の招集 

(55) 法第125条第６項の規定によ

る理事等の解任の投票の実施 

(56) 法第125条第７項の規定によ

る総会の議決等の取消し 

(57) （略） 

(58)  （略） 

(59) （略） 

(60) （略） 

(61) 法第128条第１項の規定によ

る審査請求の裁決（組合及び再開

発会社がした処分に係るものに限

る｡) 

(62) （略） 

(63)  都市再開発法施行令（昭和44

年政令第232号。以下この項にお

いて「政令」という｡)第４条の２

第３項（政令第22条の３において

準用する場合を含む｡)の規定によ

る審査委員の解任の承認 

(64)   (略) 

(65)   (略) 

(66)   (略) 

(67)   (略) 
  
（略） 

   

   附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第53号 

新潟県流域下水道条例の一部を改正する条例 

新潟県流域下水道条例（昭和55年新潟県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

（設置等） 

第２条 法第25条の２第１項の規定に基づき、次の

とおり流域下水道を設置する。 

名 称 処 理 区 処理する区域の存す

る市町村 

（略） 

魚野川流域

下水道 

 

（略） 

堀之内処理

区 

 

魚沼市 

 

 

   

（略） 
 

（設置等） 

第２条 法第25条の２第１項の規定に基づき、次の

とおり流域下水道を設置する。 

名 称 処 理 区 処理する区域の存す

る市町村 

（略） 

魚野川流域

下水道 

 

（略） 

堀之内処理

区 

魚沼市 

国府川流域

下水道 

国府川処理

区 

佐渡市 

（略） 
 

  

附 則 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

 

新潟県条例第54号 

新潟県万代島駐車場条例の一部を改正する条例 

新潟県万代島駐車場条例（平成13年新潟県条例第31号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第３条、第９条関係） 

区    分 単  位 使 用 料 

普通駐車 

（略） 

大型車 １日につき

１台 

2,060円 

定期駐車券による 

駐車 

１月につき

１台 

10,800円 

 

 備考 （略） 

別表（第３条、第９条関係） 

区    分 単  位 使 用 料 

普通駐車 

（略） 

大型車 １日につき

１台 

2,000円 

定期駐車券による 

駐車 

１月につき

１台 

10,500円 

 

 備考 （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定（大型車の普通駐車に係る部分に限る｡)は、この条例の施行の日以後における使用に係

る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表の規定（大型車の普通駐車に係る部分を除く｡)は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料

について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第55号 

新潟コンベンションセンター等条例の一部を改正する条例 

新潟コンベンションセンター等条例（平成13年新潟県条例第80号）の一部を次のように改正する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第５条、第７条、第14条関係） 

区     分 

 

 

 

 

単  位 

 

 

 

 

使    用    料（円） 

午前９時から正午ま

で、午後１時から午後

５時まで及び午後６時

から午後10時まで 

左に掲げる時間以外の

時間 

 

 

メインホール 

 

 

 

全 面 使 用 

 

平 日 １時間 

 

 

 

 

24,800 29,800 

休日等 37,200 44,700 

分 割 使 用 

(２分の１) 

平 日 13,700 16,500 

休日等 20,600 24,700 

国  際  会  議  室 平 日 21,900 26,300 

休日等 32,900 39,500 

中 会 議 室 

 

 

全 面 使 用 平 日 １室につき１

時間 

 

 

 

7,710 9,260 

休日等 11,600 14,000 

分 割 使 用 

(２分の１) 

平 日 4,320 5,250 

休日等 6,480 7,820 

小   会   議   室 平 日 1,750 2,160 

休日等 2,670 3,290 

展 示 ホ ー ル 

 

 

 

全 面 使 用 

 

平 日 １時間 

 

 

 

148,900 178,800 

休日等 223,400 268,100 

分 割 使 用 

(３分の２) 

平 日 109,200 131,100 

休日等 163,900 196,700 

分 割 使 用 

(３分の１) 

平 日 59,700 71,600 

休日等 89,500 107,400 

展 示 控 室 等 

 

展 示 控 室 １ １時間 1,750 

展 示 控 室 ２ 1,230 

展 示 控 室 ３ 1,750 

展 示 控 室 ４ Ａ 1,650 

展 示 控 室 ４ Ｂ 1,230 

展 示 控 室 ５ Ａ 1,540 

展 示 控 室 ５ Ｂ 1,230 

展 示 控 室 ６ 1,340 

屋 外 展 示 場 

 

１平方メート

ルにつき１時

間 

５ 

備考 

  １ 「平日」とは月曜日から金曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する

休日を除く｡)をいい､｢休日等」とは平日以外の日をいう。 

  ２ 入場料（名称のいかんを問わず、入場の対価をいう。以下同じ｡)を徴収する場合の使用料は、この表に

定める額の250パーセントに相当する額とする。 

  ３ 営利を目的とする場合（入場料を徴収する場合を除く｡)であって規則で定める事由に該当するときの使

用料は、この表に定める額の150パーセントに相当する額とする。 

  ４ 準備、練習又は後片付けのために使用する場合の使用料は、この表に定める額の70パーセントに相当す

る額とする。 

  ５ ２から４までの規定は､｢展示控室等」には適用しない。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第１の規定（第７条に係る場合に限る｡)は、この条例の施行の日以後に使用の承認を受ける者

について適用し、同日前に使用の承認を受けている者については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第１の規定（第14条に係る場合に限る｡)は、この条例の施行の日以後における使用に係る料金

について適用し、同日前における使用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

新潟県条例第56号 

新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例の一部を改正する条

例 

新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例（平成11年新潟県条例第

67号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（占用料等） 

第４条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、法第37条第１項第１

号に掲げる行為の許可の有効期間（第４項におい

て「許可有効期間」という｡)が１月未満の場合の

占用料の額は、別表に定める基準により算出した

額に、1.08を乗じて得た額とする。 

３・４ （略） 

（占用料等） 

第４条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、法第37条第１項第１

号に掲げる行為の許可の有効期間（第４項におい

て「許可有効期間」という｡)が１月未満の場合の

占用料の額は、別表に定める基準により算出した

額に、1.05を乗じて得た額とする。 

３・４ （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第４条第２項の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日

前における占用に係る占用料については、なお従前の例による。 

 



平成26年３月31日(月) 新  潟  県  報 号 外 １ 

146 

新潟県条例第57号 

新潟県空港条例の一部を改正する条例 

新潟県空港条例（昭和39年新潟県条例第36号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「追加項」という｡)を加える。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を除く。以下「改正後部分」という｡)に対応

する同表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当

該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（重量制限） 

第４条 前条の規定により空港を使用する者（以下

「使用者」という｡)は、航空機の最大離陸重量の

換算単車輪荷重が6.5トン以上となる場合は、空

港を使用してはならない。ただし、知事の許可を

受けた場合は、この限りでない。 

２ （略） 

３ 知事は、第１項ただし書の規定により許可する

場合には、空港施設の状況、使用頻度等を考慮し、

空港施設が当該航空機の安全な離着陸に耐え得る

かどうかを確認しなければならない。 

 

（着陸料等の徴収） 

第18条 使用者からは、別表に定めるところにより

算出される金額に1.08を乗じて得た額の着陸料及

び停留料（以下「着陸料等」という｡)を徴収する。

ただし、停留料は、航空機の空港における停留時

間が６時間未満である場合は、徴収しない。 

２ （略） 

（重量制限） 

第４条 前条の規定により空港を使用する者（以下

「使用者」という｡)は、航空機の最大離陸重量の

換算単車輪荷重が6.5トン以上となる場合は、空

港を使用してはならない。 

 

２ （略） 

 

 

 

 

 

（着陸料等の徴収） 

第18条 使用者からは、別表に定めるところにより

算出される金額に1.05を乗じて得た額の着陸料及

び停留料（以下「着陸料等」という｡)を徴収する。

ただし、停留料は、航空機の空港における停留時

間が６時間未満である場合は、徴収しない。 

２ （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第18条第１項の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る着陸料及び停留料について適

用し、同日前における使用に係る着陸料及び停留料については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第58号 

新潟県工業用水道条例の一部を改正する条例 

新潟県工業用水道条例（昭和39年新潟県条例第40号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（水道使用料） 

第21条 水道使用料の額は、次の表に定めるところ

により算出される基本料金、特定料金及び超過料

金の合計額に100分の108を乗じて得た額とする。 

（略） 

（水道使用料） 

第21条 水道使用料の額は、次の表に定めるところ

により算出される基本料金、特定料金及び超過料

金の合計額に100分の105を乗じて得た額とする。 

（略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水道の使用で、同日から平成26年４月30日までの間

に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金の額については、改正後の第21条の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 
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新潟県条例第59号 

新潟県立学校条例の一部を改正する条例 

新潟県立学校条例（昭和39年新潟県条例第46号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下「移動後条等」という｡)に対

応する同表の改正前の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下「移動条等」という｡)が存

在する場合には当該移動条等を当該移動後条等とし、移動後条等に対応する移動条等が存在しない場合には当該

移動後条等（以下「追加条等」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示を除く。以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示並びに追加条等を除く。以下「改正後部分」という｡)が存

在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当

該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
（入学料等） 

第２条の２ 高等学校に入学を許可された生徒（高

等学校間の転学（中等教育学校の後期課程からの

編入学を含む｡)を許可された生徒を除く｡)は、次

の表に定めるところにより入学料を納めなければ

ならない。 

（略） 

２ （略） 

 

（授業料等） 

第３条 高等学校（通信制の課程を除く。第４項に

おいて同じ｡)及び中等教育学校の後期課程の生徒

は、次の表に定めるところにより授業料を納めな

ければならない。 

区    分 金    額 

全 日 制 の 課 程 月額     9,900円 

定時

制の

課程 

単位制による課

程以外の課程 

月額     2,700円 

単位制による課

程 

 

 

１年で履修する科目１

単位につき 

月額      145円 

半年で履修する科目１

単位につき 

月額      290円 

２ 前項の授業料は、毎月25日までに納めなければ

ならない。ただし、８月分は、９月分と同時に納

めることができる。 

３ 納付義務者から申出のあつたとき及び３月分に

あつては、前項の規定にかかわらず納付期限前で

あつてもこれを徴収することができる。 

４ 月の中途において入学、退学、休学又は転学し

た者は、当該月分の授業料を納めなければならな

い。ただし、高等学校（中等教育学校の後期課程

を含む｡)間の転学者（編入学者を含む｡)の授業料

は、転学先の学校（編入学をした学校を含む｡)で

は重複して徴収しない。 

５ 休学の期間が全月にわたる場合は、その月分の

授業料は、徴収しない。 

（入学料等） 

第２条の２ 高等学校に入学を許可された生徒（高

等学校間の転学を許可された生徒を除く｡)は、次

の表に定めるところにより入学料を納めなければ

ならない。 

 

（略） 

２ （略） 
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第３条の２  高等学校の定時制の課程において、当

該高等学校の定時制の課程以外の課程の生徒で、

一部の科目を併せて履修することを許可されたも

のは、当該科目１単位について年額1,750円の授

業料を当該許可の日の属する月の末日までに納め

なければならない。 

２ 前項の規定は、高等学校の定時制の課程（単位

制による課程に限る｡)において、聴講生として特

定の科目の履修を許可された者について準用する。

この場合において、同項中「年額1,750円」とあ

るのは「1,750円」と､｢授業料」とあるのは「受

講料」と読み替えるものとする。 

 

第３条の３ 高等学校（通信制の課程に限る｡)に入

学を許可された生徒は、１単位について年額330

円の授業料を次の各号に掲げる年度の区分に応じ、

当該各号に定める日までに納めなければならない。 

 

(1) 当該許可の日の属する年度 当該許可の日の

属する月の末日 

(2) 前号に掲げる年度以外の年度 ４月30日 

２ 年度の中途において入学、退学、休学又は転学

した者は、当該年度分の授業料を納めなければな

らない。 

３ 休学の期間が全年度にわたる場合は、その年度

分の授業料は、徴収しない。 

４ 第１項の規定は、高等学校通信教育規程（昭和

37年文部省令第32号）附則第２項の規定により特

科生として特定の科目の受講を許可された者につ

いて準用する。この場合において、第１項中「授

業料」とあるのは､｢受講料」と読み替えるものと

する。 

 

第３条の４ 高等学校の通信制の課程において、当

該高等学校の通信制の課程以外の課程の生徒で、

一部の科目を併せて履修することを許可されたも

のは、当該科目１単位について年額330円の授業

料を当該許可の日の属する月の末日までに納めな

ければならない。 

 

第３条の５ （略） 

 

（授業料等の減免） 

第５条 知事は、特別の事情のある生徒及び幼児並

びに中学校、中等教育学校又は高等学校の入学者

選抜考査を受けようとする者で授業料、入学料若

しくは入学料相当額若しくは保育料若しくは入園

料又は入学考査料（以下この条において「授業料

等」という｡)を納めることが困難な理由のある者

 

（受講料） 

第３条 高等学校の定時制の課程（単位制による課

程に限る｡)において、聴講生として特定の科目の

履修を許可された者は、当該科目１単位について

1,750円の受講料を当該許可の日の属する月の末

日までに納めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３条の２ 高等学校通信教育規程（昭和37年文部

省令第32号）附則第２項の規定により特科生とし

て特定の科目の受講を許可された者は、当該科目

１単位について年額330円の受講料を４月30日ま

でに納めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３条の３ （略） 

 

（入学料等の減免） 

第５条 知事は、特別の事情のある生徒及び幼児並

びに中学校、中等教育学校又は高等学校の入学者

選抜考査を受けようとする者で入学料若しくは入

学料相当額若しくは保育料若しくは入園料又は入

学考査料（以下この条において「入学料等」とい

う｡)を納めることが困難な理由のある者その他特
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その他特に必要と認める者については、授業料等

の全部又は一部を免除することができる。 

 

（委任） 

第６条 第２条から前条までに定めるもののほか、

入学考査料、入学料、入学料相当額、授業料、受

講料及び証明事務手数料並びに入園料及び保育料

の徴収に関し必要な事項は、知事が定める。 

 

附 則 

１・２ （略） 

（授業料の特例） 

３ 第３条第１項の授業料は、同条第２項の規定に

かかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、

当該各号に定める月分の授業料を10月中（第２号

にあつては、７月中）に納めなければならない。 

(1) 毎年度 ７月から９月まで 

(2) 高等学校に入学（転学及び編入学を除く｡)を

した日の属する年度（中等教育学校の前期課程

を修了し、後期課程に進級した年度を含む｡) 

４月から６月まで 

４ 第３条第１項、第３条の２第１項、第３条の３

第１項及び第３条の４の規定にかかわらず、次の

各号のいずれかに該当する授業料は、徴収しない。 

(1) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律

（平成22年法律第18号。以下「法」という｡)第

３条第２項第２号に規定する者（同項第３号に

規定する者を除く｡)に係る授業料 

(2) 第３条第４項ただし書に規定する場合の授業

料を除くほか、平成26年４月１日以後に月の中

途において転学又は編入学をしてきた者（法第

３条第２項第３号に規定する者を除く｡)に係る

当該月分の授業料 

(3) 定時制及び通信制の課程における法第５条第

１項の受給権者に係る授業料の月額（授業料の

額が年額により定められている場合にあつては、

授業料の月額に相当するもの）と同項の規定に

より支給される就学支援金の額とに差額がある

場合における当該差額分の授業料 

に必要と認める者については、入学料等の全部又

は一部を免除することができる。 

 

（委任） 

第６条 第２条から前条までに定めるもののほか、

入学考査料、入学料、入学料相当額、受講料及び

証明事務手数料並びに入園料及び保育料の徴収に

関し必要な事項は、知事が定める。 

 

附 則 

１・２ （略） 

  
附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前から引き続き新潟県立学校条例別表第２に掲げる新潟県立高等学校及び同条例別表第

３に掲げる新潟県立中等教育学校に在学する者に係るこの条例の施行の日以後のこれらの学校に係る授業料の

徴収については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第60号 

新潟県いじめ問題対策連絡協議会条例 

（設置） 

第１条 いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）第14条第１項の規定に基づき、いじめの防止等に関係す

る機関及び団体の連携を図るため、新潟県いじめ問題対策連絡協議会（以下「協議会」という｡)を置く。 

（構成） 

第２条 協議会は、学校、教育委員会、児童相談所、地方法務局、県警察その他の関係者をもって構成する。 

（庶務） 

第３条 協議会の庶務は、新潟県教育委員会事務局において行う。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、新潟県教育委員会が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第61号 

新潟県いじめ防止対策等に関する委員会条例 

（設置） 

第１条 いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号。以下「法」という｡)第14条第３項及び第28条第１項の規

定に基づく組織として、新潟県教育委員会（以下「教育委員会」という｡)に新潟県いじめ防止対策等に関する

委員会（以下「委員会」という｡)を置く。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（担任する事務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事務を担任する。 

(1) いじめの防止等のための対策を実効的に行うための調査審議等 

(2) 法第28条第１項の調査 

(3) 前２号に掲げるもののほか、新潟県立の学校に在籍する児童等の生命又は心身に学校生活に起因する重大

な被害が生じた疑いがあり、当該児童等の保護者から要望がある場合における当該事態に係る事実関係を明

確にするための調査 

（委員） 

第４条 委員会は、委員８人以内で組織する。 

２ 委員は、精神保健、心理学、社会福祉、法律、教育、青少年の健全育成等に見識を有する者のうちから教育

委員会が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 教育委員会は、必要があると認めるときは、第３項の規定にかかわらず、委員を解嘱することができる。 

（臨時委員及び調査員） 

第５条 委員会に、特別の事項の調査審議等をさせるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 

２ 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、委員会の意見を聴いて、調査員を置くことがで

きる。 

３ 臨時委員及び調査員は、教育委員会が委嘱する。 

４ 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議等が終了したとき、調査員は当該専門の事項に関する調査が終

了したときは、解嘱されるものとする。 

５ 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時委員及び調査員を解嘱すること

ができる。 

（委員等の服務） 

第６条 委員、臨時委員及び調査員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も同様とする。 

（会長） 

第７条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第８条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

４ 委員会は、調査審議等を行うために必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求めて、

その意見若しくは説明を聴くこと、又は会議の議事に関係のある者に対して文書その他の記録媒体の提出を求

めることができる。 

（会議の公開） 

第９条 第３条第１号の調査審議等に係る会議は、これを公開する。ただし、新潟県情報公開条例（平成13年新

潟県条例第57号）第７条各号に掲げる情報が公になるおそれがある場合において、出席した委員及び議事に関

係のある臨時委員の過半数で議決したときは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。 
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２ 第３条第２号及び第３号の調査に係る会議は、これを公開しない。ただし、新潟県情報公開条例第７条各号

に掲げる情報が公になるおそれがない場合において、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で

議決したときは、会議の全部又は一部を公開することができる。 

（庶務） 

第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。 

（委任） 

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第62号 

新潟県立近代美術館条例の一部を改正する条例 

新潟県立近代美術館条例（平成５年新潟県条例第24号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改

正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表第１（第３条関係） 

区 分 観 覧 料 

常 設 展 所 蔵 品 展 

個人 団体（20

人以上の

団体に限

る｡) 

個人 団体（20

人以上の

団体に限

る｡) 

（略） 

そ の 他

（学齢に

達しない

者並びに

小学校、

中学校、

中等教育

学校の前

期課程並

びに特別

支援学校

の小学部

及び中学

部の児童

及び生徒

を除く｡) 

430円 （略） 

 

別表第２（第７条関係） 

区 分 使 用 時 間 使 用 料 

講   堂 午前９時から正午ま

で 

11,600円 

午後１時から午後５

時まで 

15,500円 

午前９時から午後５

時まで 

27,100円 

ギャラリー 午前９時から正午ま

で 

7,600円 

午後１時から午後５

時まで 

10,100円 

午前９時から午後５

時まで 

17,700円 

講 座 室 （略） 

午前９時から午後５

時まで 

4,300円 

 

別表第１（第３条関係） 

区 分 観 覧 料 

常 設 展 所 蔵 品 展 

個人 団体（20

人以上の

団体に限

る｡) 

個人 団体（20

人以上の

団体に限

る｡) 

（略） 

そ の 他

（学齢に

達しない

者並びに

小学校、

中学校、

中等教育

学校の前

期課程並

びに特別

支援学校

の小学部

及び中学

部の児童

及び生徒

を除く｡) 

420円 （略） 

 

別表第２（第７条関係） 

区 分 使 用 時 間 使 用 料 

講   堂 午前９時から正午ま

で 

11,300円 

午後１時から午後５

時まで 

15,100円 

午前９時から午後５

時まで 

26,400円 

ギャラリー 午前９時から正午ま

で 

7,400円 

午後１時から午後５

時まで 

9,900円 

午前９時から午後５

時まで 

17,300円 

講 座 室 （略） 

午前９時から午後５

時まで 

4,200円 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受ける者について適用し、同日前に使

用の許可を受けている者については、なお従前の例による。 

 

新潟県条例第63号 

新潟県競技力向上・選手育成基金条例 

（設置） 

第１条 県内におけるスポーツの競技水準の向上を図るとともに、国際競技大会等を目指す優秀なスポーツ選手

を育成するため、新潟県競技力向上・選手育成基金（以下「基金」という｡)を設置する。 

（基金の額） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えて管理することができる。 

（繰替運用） 

第４条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属す

る現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（収益金の処理） 

第５条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとす

る。 

（処分） 

第６条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な事業に要する経費の財源に充てるため、一般会計歳

入歳出予算で定めるところにより一般会計へ繰り出すものとする。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。 

附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第64号 

新潟県立長岡屋内総合プール条例の一部を改正する条例 

第１条 新潟県立長岡屋内総合プール条例（平成17年新潟県条例第43号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正表」という｡)を当該改正表に対

応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表第１（第８条、第10条関係） 

区 分 単 位 基準額（円） 

  大 人

（高齢

者及び

障害者

等を除

く｡) 

高齢者

及び障

害者等 

トレーニ

ングルー

ム 

 

 

 

 

 

通常使

用 

１回１人

につき 

720 620 

３か月

券によ

る使用 

３月間１

人につき 

12,960 11,110 

半年券

による

使用 

６月間１

人につき 

20,740 17,770 

温浴プール １回１人

につき 

460 460 

大会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本額 １時間ま

で１室に

つき 

2,670 

１時間を

超え３時

間まで１

室につき 

4,010 

加算額 ３時間を

超える１

時間１室

につき 

2,670 

小会議室 

 

 

 

基本額 １時間ま

で１室に

つき 

1,340 

１時間を

超え３時

間まで１

室につき 

2,010 

加算額 ３時間を

超える１

時間１室

につき 

1,340 

 備考 （略） 

 

別表第２（第８条、第10条、第13条関係） 

(1) プール施設の使用料（個人使用の場合） 
 

別表第１（第８条、第10条関係） 

区 分 単 位 基準額（円） 

  大 人

（高齢

者及び

障害者

等を除

く｡) 

高齢者

及び障

害者等 

トレーニ

ングルー

ム 

 

 

 

 

 

通常使

用 

１回１人

につき 

700 600 

３か月

券によ

る使用 

３月間１

人につき 

12,600 10,800 

半年券

による

使用 

６月間１

人につき 

20,160 17,280 

温浴プール １回１人

につき 

450 450 

大会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本額 １時間ま

で１室に

つき 

2,600 

１時間を

超え３時

間まで１

室につき 

3,900 

加算額 ３時間を

超える１

時間１室

につき 

2,600 

小会議室 

 

 

 

基本額 １時間ま

で１室に

つき 

1,300 

１時間を

超え３時

間まで１

室につき 

1,950 

加算額 ３時間を

超える１

時間１室

につき 

1,300 

 備考 （略） 

 

別表第２（第８条、第10条、第13条関係） 

(1) プール施設の使用料（個人使用の場合） 
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区 分 単 位 使用料（円） 

  大 人

（高齢

者及び

障害者

等を除

く｡) 

小人 高齢者

及び障

害者等 

  

プー

ル施

設 

 

通常

使用 

 

１回１

人につ

き 

570 210 460 

３か

月券

によ

る使

用 

３月間

１人に

つき 

10,180 3,700 8,330 

半年

券に

よる

使用 

６月間

１人に

つき 

16,290 5,860 13,330 

 備考 （略） 

(2) （略） 

区 分 単 位 使用料（円） 

  大 人

（高齢

者及び

障害者

等を除

く｡) 

小人 高齢者

及び障

害者等 

  

プー

ル施

設 

 

通常

使用 

 

１回１

人につ

き 

550 200 450 

３か

月券

によ

る使

用 

３月間

１人に

つき 

9,900 3,600 8,100 

半年

券に

よる

使用 

６月間

１人に

つき 

15,840 5,700 12,960 

 備考 （略） 

(2) （略） 
  

第２条 新潟県立長岡屋内総合プール条例の一部を次のように改正する。 

別表第２第２号の表を次のように改める。 

(2) プール施設の使用料（専用使用の場合） 

区 分 単 位 使用料（円） 

入場料を徴収しない場合 入場料を徴収する場合 

営利又は宣伝を目的とし

ない場合 

営利又は

宣伝を目

的とする

場合 

営利又は宣伝を目的とし

ない場合 

営利又は

宣伝を目

的とする

場合 

アマチュア

スポーツに

使用する場

合 

アマチュア

スポーツ以

外に使用す

る場合 

アマチュア

スポーツに

使用する場

合 

アマチュア

スポーツ以

外に使用す

る場合 

プール

施設 

メイン

プール 

９コース

までを使

用する場

合１コー

ス当たり

１時間に

つき 

2,060 6,170 16,460 3,090 9,260 24,690 

全コース

を使用す

る場合１

時間につ

き 

16,460 49,370 131,660 24,690 74,060 197,490 

飛込プ

ール 

１時間に

つき 

6,170 18,510 49,370 7,200 21,600 57,600 

サブプ

ール 

７コース

までを使

用する場

合１コー 

2,060 6,170 16,460 3,090 9,260 24,690 
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  ス当たり

１時間に

つき 

      

  全コース

を使用す 

る場合１ 

13,170 39,090 105,330 19,750 59,250 157,990 

  時間につ

き 

      

備考 ８時間を超えて専用使用しようとする場合の使用料は、８時間使用する場合の使用料の額に、超過

する１時間につき、この表に定める使用料の額の80パーセントに相当する額を加算した額とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、この条例の施行の日以後に使用の承認を受ける者について適用し、

同日前に使用の承認を受けている者については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第65号 

新潟県の警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例 

新潟県の警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例（昭和29年新潟県条例第19号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

  別表（第２条関係） 

名  称 位 置 管 轄 区 域 

（略） 

新潟県江

南警察署 

新潟市

江南区 

新潟市江南区、東区（粟山、

粟山１丁目から４丁目ま

で、石山、石山１丁目から

６丁目まで、石山団地、江

口、逢谷内の一部（大石排

水路の南側の区域)､岡山の

一部（市道太平岡山線３号

及び岡山江口線の西側の区

域)､亀田中島４丁目、北山、

下場、下場新町、下場本町、

猿ヶ馬場、猿ヶ馬場１丁目

及び２丁目、新石山１丁目

から５丁目まで、新岡山２

丁目、児池、寺山の一部（大

石排水路の南側の区域)､東

明１丁目から８丁目まで、

中島、中島１丁目及び２丁

目、中野山、中野山１丁目

から８丁目まで、西野、東

中島１丁目から４丁目ま

で、東中野山１丁目から７

丁目まで、南紫竹２丁目並

びにもえぎ野１丁目から３

丁目までに限る｡)及び中央

区（鵜ノ子、姥ヶ山、姥ヶ

山１丁目から６丁目まで、

上沼（393番３、393番７、

393番８、394番１、394番２、

394番４から394番６まで及

び395番１を除く｡)、親松

（1201番１、1201番４から

1201番17まで、1201番21か

ら1201番36まで、1204番１、

1204番４から1204番28ま

で、1205番１から1205番16

まで、1206番１から1206番

６まで及び1207番５に限

る｡)、亀田早通、久蔵興野、

京王１丁目から３丁目ま

で、高志１丁目及び２丁目、

湖南、鐘木、清五郎、曽川、 

別表（第２条関係） 

名  称 位 置 管 轄 区 域 

（略） 

新潟県江

南警察署 

新潟市

江南区 

新潟市江南区、東区（粟山、

粟山１丁目から４丁目ま

で、石山、石山１丁目から

６丁目まで、石山団地、江

口、逢谷内の一部（大石排

水路の南側の区域)､岡山の

一部（市道太平岡山線３号

及び岡山江口線の西側の区

域)､亀田中島４丁目、北山、

下場、下場新町、下場本町、

猿ヶ馬場、猿ヶ馬場１丁目

及び２丁目、新石山１丁目

から５丁目まで、新岡山２

丁目、児池、寺山の一部（大

石排水路の南側の区域)､東

明１丁目から８丁目まで、

中島、中島１丁目及び２丁

目、中野山、中野山１丁目

から７丁目まで、西野、東

中島１丁目から４丁目ま

で、東中野山１丁目から７

丁目まで、南紫竹２丁目並

びにもえぎ野１丁目から３

丁目までに限る｡)及び中央

区（鵜ノ子、姥ヶ山、姥ヶ

山１丁目から６丁目まで、

上沼（393番３、393番７、

393番８、394番１、394番２、

394番４から394番６まで及

び395番１を除く｡)、親松

（1201番１、1201番４から

1201番17まで、1201番21か

ら1201番36まで、1204番１、

1204番４から1204番28ま

で、1205番１から1205番16

まで、1206番１から1206番

６まで及び1207番５に限

る｡)、亀田早通、久蔵興野、

京王１丁目から３丁目ま

で、高志１丁目及び２丁目、

湖南、鐘木、清五郎、曽川、 
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  太右エ門新田、高美町、俵

柳、長潟、長潟１丁目から

３丁目まで、鍋潟新田、弁

天橋通１丁目から３丁目ま

で、南長潟、美の里、山二

ツ並びに山二ツ１丁目から

５丁目までに限る｡) 

（略） 

 備考 （略） 

  太右エ門新田、高美町、俵

柳、長潟、長潟１丁目から

３丁目まで、鍋潟新田、弁

天橋通１丁目から３丁目ま

で、南長潟、美の里、山二

ツ並びに山二ツ１丁目から

５丁目までに限る｡) 

（略） 

 備考 （略） 

  附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

新潟県条例第66号 

新潟県公安委員会等の権限に属する事務に係る手数料条例の一部を改正する条例 

新潟県公安委員会等の権限に属する事務に係る手数料条例（平成12年新潟県条例第51号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)に対応する同表の改正前の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後

部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料） 

第７条 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第

６号。以下この条において「法」という｡)の規定

に基づく事務について、次の各号に掲げる者は、

当該各号に定める額の手数料を納めなければなら

ない。 

(1) 法第４条第１項の許可を受けようとする者 

１件につき地方公共団体の手数料の標準に関す

る政令（平成12年政令第16号。以下この条及び

次条において「標準政令」という｡)本則の表66

の項の１の下欄に掲げる金額 

(2)～(13) （略） 

 

（道路交通法関係手数料） 

第８条 （略） 

２ 法の規定に基づく事務について、次の各号に掲

げる者は、当該各号に定める額の手数料を納めな

ければならない。 

(1)～(3) （略） 

(4) 法第51条の13第１項第１号イの講習を受けよ

うとする者 １件につき標準政令本則の表72の

３の項の２の下欄に掲げる金額 

(5)～(7) （略） 

３～10 （略） 

（銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料） 

第７条 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第

６号。以下この条において「法」という｡)の規定

に基づく事務について、次の各号に掲げる者は、

当該各号に定める額の手数料を納めなければなら

ない。 

(1) 法第４条第１項の許可を受けようとする者 

１件につき地方公共団体の手数料の標準に関す

る政令（平成12年政令第16号。以下この条にお

いて「標準政令」という｡)本則の表66の項の１

の下欄に掲げる金額 

(2)～(13) （略） 

 

（道路交通法関係手数料） 

第８条 （略） 

２ 法の規定に基づく事務について、次の各号に掲

げる者は、当該各号に定める額の手数料を納めな

ければならない。 

(1)～(3) （略） 

(4) 法第51条の13第１項第１号イの講習を受けよ

うとする者      １件につき１万9,000円 

 

(5)～(7) （略） 

３～10 （略） 

附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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